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平生町告示第７３号 

    平成２２年第２回平生町議会定例会を、次のとおり招集する。 

平成２２年２月２２日 

                             平生町長 山田 健一 

   １ 期 日  平成２２年３月１０日 

   ２ 場 所  平生町議会議事堂 

────────────────────────────── 

   ○開会日に応招した議員 

 河藤 泰明君        大井 哲也君 

 岩本ひろ子さん        田中  稔君 

 渕上 正博君        藤村 政嗣君 

 細田留美子さん        柳井 靖雄君 

 吉國  茂君        平岡 正一君 

 河内山宏充君        福田 洋明君 

────────────────────────────── 

   ○３月１８日に応招した議員 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────── 

平成２２年 第２回（定例）平 生 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                          平成２２年３月１０日（水曜日） 

────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                      平成２２年３月１０日 午前９時００分開会 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

  日程第２ 会期の決定 

  日程第３ 諸般の報告 

  日程第４ 行政報告 

  日程第５ 議案第１号 平成２１年度平生町一般会計補正予算 

  日程第６ 議案第２号 平成２１年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 

  日程第７ 議案第３号 平成２１年度平生町簡易水道事業特別会計補正予算 

日程第８ 議案第４号 平成２１年度平生町下水道事業特別会計補正予算 

  日程第９ 議案第５号 平成２１年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計補正予算 

  日程第10 議案第６号 平成２１年度平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算 

  日程第11 議案第７号 平成２１年度平生町後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

  日程第12 議案第８号 平成２２年度平生町一般会計予算 

  日程第13 議案第９号 平成２２年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計予算 

  日程第14 議案第１０号 平成２２年度平生町簡易水道事業特別会計予算 

  日程第15 議案第１１号 平成２２年度平生町老人医療事業特別会計予算 

  日程第16 議案第１２号 平成２２年度平生町下水道事業特別会計予算 

  日程第17 議案第１３号 平成２２年度平生町水産廃棄物処理事業特別会計予算 

  日程第18 議案第１４号 平成２２年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計予算 

  日程第19 議案第１５号 平成２２年度熊南地域介護認定審査会事業特別会計予算 

  日程第20 議案第１６号 平成２２年度平生町介護保険事業勘定特別会計予算 

  日程第21 議案第１７号 平成２２年度平生町後期高齢者医療事業特別会計予算 

  日程第22 議案第１８号 平生町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第23 議案第１９号 町長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第24 議案第２０号 平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  日程第25 議案第２１号 平生町地球温暖化対策推進基金条例 

  日程第26 議案第２２号 平生町立児童福祉施設条例の一部を改正する条例 
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  日程第27 議案第２３号 平生町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第28 議案第２４号 平生町営住宅条例の一部を改正する条例 

  日程第29 議案第２５号 山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更 

について 

  日程第30 報告第１号 平生町土地開発公社の平成２２年度事業計画及び資金計画並び 

に予算について 

  日程第31 一般質問・行政報告及び提出議案に対する質疑 

  日程第32 委員会付託 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

  日程第２ 会期の決定（９日間） 

  日程第５ 議案第１号 平成２１年度平生町一般会計補正予算 

  日程第６ 議案第２号 平成２１年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 

  日程第７ 議案第３号 平成２１年度平生町簡易水道事業特別会計補正予算 

日程第８ 議案第４号 平成２１年度平生町下水道事業特別会計補正予算 

  日程第９ 議案第５号 平成２１年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計補正予算 

  日程第10 議案第６号 平成２１年度平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算 

  日程第11 議案第７号 平成２１年度平生町後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

  日程第12 議案第８号 平成２２年度平生町一般会計予算 

  日程第13 議案第９号 平成２２年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計予算 

  日程第14 議案第１０号 平成２２年度平生町簡易水道事業特別会計予算 

  日程第15 議案第１１号 平成２２年度平生町老人医療事業特別会計予算 

  日程第16 議案第１２号 平成２２年度平生町下水道事業特別会計予算 

  日程第17 議案第１３号 平成２２年度平生町水産廃棄物処理事業特別会計予算 

  日程第18 議案第１４号 平成２２年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計予算 

  日程第19 議案第１５号 平成２２年度熊南地域介護認定審査会事業特別会計予算 

  日程第20 議案第１６号 平成２２年度平生町介護保険事業勘定特別会計予算 

  日程第21 議案第１７号 平成２２年度平生町後期高齢者医療事業特別会計予算 

  日程第22 議案第１８号 平生町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第23 議案第１９号 町長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第24 議案第２０号 平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  日程第25 議案第２１号 平生町地球温暖化対策推進基金条例 
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  日程第26 議案第２２号 平生町立児童福祉施設条例の一部を改正する条例 

  日程第27 議案第２３号 平生町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第28 議案第２４号 平生町営住宅条例の一部を改正する条例 

  日程第29 議案第２５号 山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更 

について 

  日程第32 委員会付託 

────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 

１番 河藤 泰明君       ２番 大井 哲也君 

３番 岩本ひろ子さん       ５番 田中  稔君 

６番 渕上 正博君       ７番 藤村 政嗣君 

８番 細田留美子さん       ９番 柳井 靖雄君 

10番 吉國  茂君       11番 平岡 正一君 

12番 河内山宏充君       13番 福田 洋明君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 藤田  衛君       書記 岩井 浩治君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 山田 健一君  副町長 ………………… 佐竹 秀道君 

教育長 ………………… 高木 哲夫君    会計管理者 …………… 岩見 求嗣君 

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 …………………………………… 吉賀 康宏君 

総合政策課長 ………… 角田 光弘君    町民課長 ……………… 安村 和之君 

税務課長兼徴収対策室長 …………………………………………………  弘中 賢治君 

健康福祉課長 ……………………………………………………………… 河野 孝之君 

経済課長兼農業委員会事務局長 ………………………………………… 中本 羊次君 

建設課長 ……………… 洲山 和久君  佐賀出張所長 ………… 村上  勲君 

学校教育課長 ………… 福本 達弥君  社会教育課長 ………… 木谷  巌君 
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財務班長 ……………… 石杉 功作君   

────────────────────────────── 

午前９時００分開会・開議 

○議長（福田 洋明君）  ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより平成２２年第２回平生町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（福田 洋明君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１０９条の規定により、議長において、田中稔議員、渕上正博議

員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（福田 洋明君）  日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から３月１８日までの９日間といたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。よって、会期は、９日間と決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（福田 洋明君）  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 諸般の報告につきましては、お手元に配布しております議会日誌のほか、地方自治法第１９９条

第９項の規定による定例監査の結果報告及び地方自治法第１２１条の規定による本定例会における

議案等の説明のため出席を求めたもの及び委任を受けたものの職氏名の報告は、お手元に配布のと

おりであります。 

 これをもって、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告 

日程第５．議案第１号 

日程第６．議案第２号 

日程第７．議案第３号 
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日程第８．議案第４号 

日程第９．議案第５号 

日程第１０．議案第６号 

日程第１１．議案第７号 

日程第１２．議案第８号 

日程第１３．議案第９号 

日程第１４．議案第１０号 

日程第１５．議案第１１号 

日程第１６．議案第１２号 

日程第１７．議案第１３号 

日程第１８．議案第１４号 

日程第１９．議案第１５号 

日程第２０．議案第１６号 

日程第２１．議案第１７号 

日程第２２．議案第１８号 

日程第２３．議案第１９号 

日程第２４．議案第２０号 

日程第２５．議案第２１号 

日程第２６．議案第２２号 

日程第２７．議案第２３号 

日程第２８．議案第２４号 

日程第２９．議案第２５号 

日程第３０．報告第１号 

○議長（福田 洋明君）  日程第４、行政報告並びに日程第５、議案第１号平成２１年度平生町一般

会計補正予算から、日程第２９、議案第２５号山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規

約の変更についてまでの件を一括議題といたします。 

 町長から行政報告及び提案理由の説明並びに日程第３０、報告第１号平生町土地開発公社の平成

２２年度事業計画及び資金計画並びに予算についての報告を求めます。山田町長。 

○町長（山田 健一君）  議員の皆さん、おはようございます。 

「１月は行く、２月は逃げる、３月は去る」の例えのごとく、この前、新年のごあいさつを申し

上げたところでありますが、慌ただしく時がたち、もう３月で年度末を迎えました。 

 今年の元旦も、私は、恒例の初日の出を迎えるため、大星山に登りました。今回は、年末からの
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寒波でいてつくような朝となり、小雪まじりの厚い雲に遮られて、残念ながら御来光を拝むことは

できませんでした。 

しかし、身を切られるような大気、雲の姿、山の木々、海のきらめき、風車を回す吹きつける風

に、新年の荘厳な気がみなぎっていることを感じながら、今年１年、町民の皆さんの御多幸をお祈

りを申し上げたところでありまして、心身ともすがすがしい新春のスタートを切らさせていただき

ました。 

今年の冬は、暖冬予報ということでありましたが、予報を裏切る寒波が続き、ようやく、ここ最

近においては、やわらかい春の日差しが降り注ぎ、大地では若葉の芽が躍動を始めておりましたが、

本日は寒の戻りとなっております。 

春といえば桜でありますが、この春から気象庁は、桜の開花予想を取りやめました。幾分さみし

い気がいたしますが、桜前線が活発になるこの時季は、学校では卒業式に入学式、企業や事業所で

は退職、入社、人事異動、春は悲喜こもごもの人生模様を織りなす季節でもあります。 

そうしたさなか、平成２２年第２回平生町議会定例会を開催いたしましたところ、議員の皆様に

おかれましては、お忙しい中にもかかわりませず、全員の御出席を賜りまして、誠にありがとうご

ざいます。 

このたびの本定例会に御提案いたします議案は、平成２１年度補正予算７件、平成２２年度予算

１０件、条例７件、事件１件、同意１件、報告１件でございます。 

まず初めに、わが国の経済状況から、御報告を申し上げたいと思います。 

一昨年の秋以降、世界経済の減速に伴う景気後退は、我々の国民生活に大きな影響を及ぼしてお

るのは、御承知のとおりであります。２月に国が発表いたしました、平成２１年１０月から１２月

期のＧＤＰ、いわゆる国内総生産は、実質で前期を４．６％上回ったということであります。景気

の二番底に陥る懸念は、やや薄らいだということでありますが、依然、経済活動の水準は低く、

２１年全体の実質ＧＤＰは対前年比マイナス５％と戦後最悪の落ち込みとなっているところであり

ます。 

 打開策として、新政権が目指している内需を柱とした自立回復が理想でありますが、グローバル

化した経済の枠組みからすれば、外需依存から抜け出すのは大変難しい状況にあるわけであります。

したがって、この両者のバランスを保つ具体的な国の施策が必要であると考えております。現在の

デフレが続く中、体力の乏しい企業は収益の圧迫、そして雇用への影響が出ていることも事実であ

ります。 

こうした中、現在、通常国会が開会をされておりますが、「政治とカネ」の問題で混迷している

状況であり、一刻も早く、さらなる中小零細企業の支援や景気・ 雇用・ 消費対策など経済対策を中

心とする政策論争を期待したいと思っております。あわせて環境や社会保障など、新分野での早急
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な成長戦略を示して行くことが国の責務であると考えております。 

次に国の予算であります。 

国の平成２２年度予算案は、９２兆２,９９２億円で、対前年度比は４．２％の増加となってお

り、過去最大の予算となっております。政権交代後初めてとなる新年度予算は、事業仕分け等によ

りまして削減に取り組まれましたが、概算要求からの圧縮は約３兆円にとどまっております。 

鳩山政権が看板としている「コンクリートから人へ」の予算編成ということで、公共事業関係費

は対前年度比で１８．３％の減少となった一方、最も重点を置いたということでありますが、社会

保障費については、９．８％の増加となり、一般歳出の半分以上を占めております。 

また、提唱されてきた「地域主権」においては、地方交付税の増加となって反映されているとい

うことではありますが、反面、景気後退に伴う税収減の穴埋めが懸念をされるところであります。 

このたびの施政方針演説では、改めて首相としての理念を掲げられました。最も強調されたのが

「新しい公共」という仕組みづくりではないかと思いますが、ぜひ早急に、国民にその理念の具体

化に向けた道筋を示していくことが必要であると考えております。 

 次に地方財政計画についてであります。 

国は平成２２年度の地方財政計画を２月１０日に決定をいたしましたが、総額８２兆

１,２６８億円で、対前年度比０．５％の減となり、２年連続の減少となっております。特に地方

税収は、景気回復の遅れから前年度比１０．２％減の３２兆５,０９６億円と、平成１６年度決算

以来、６年ぶりに３２兆円台に落ち込んでおります。 

なお、地方交付税につきましては、約 1兆円の増額となっておりまして、臨時財政対策債を合わ

せると実質的な地方交付税総額は３兆６，０００億円の増額が確保されたところであります。 

これは、我々全国町村会や全国町村議会議長会等を含めた、地方６団体が強く要請してきたもの

でありまして、地方交付税の復元・ 増額にこたえたものといえます。今後におきましても、引き続

き、実情に即した行財政の措置が講じられるよう、議会の皆さんと連携をして、国に対して実行性

のある活動展開をしていきたいと考えております。 

歳出におきましては、公共事業が減少する一方、社会保障費は増加をいたしております。交付税

の増額に対応して９，８５０億円の「地域活性化・ 雇用等臨時特例費」が創設され、雇用対策や子

育て支援などの財源として自治体に配分されることとなっているところであります。 

 次に、県内の情勢であります。 

県は、２月２３日に新年度予算案を公表いたしました。一般会計は総額７,１１２億円で、対前

年度比で０．４％の減少となっております。財源不足は３４７億円と見込み、そのうち半分につい

ては赤字県債を発行して補てんするという厳しい状況になっております。 

歳入では、景気の低迷による県税の減少でありまして、歳出では、公共事業関係費が１１年連続
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の減少となっている一方、雇用対策、景気対策、くらしの安全・ 安心基盤の強化に重点を置いた予

算ということで、県知事は、｢厳しい財政状況の中で精一杯努力をした。財政状況は、見通すこと

ができない。｣と厳しい予算編成となったことを述べられています。 

このような状況の中において、本町の予算編成に取り組んできたところであります。 

平成２２年度は、本町のまちづくりの指針であります「第三次総合計画」の計画最終年でありま

して、その総括を行うこと、次期計画である「第四次総合計画」の策定、また、２２年度からス

タートいたします「第五次行政改革大綱」の初年度としての計画的な実践など、将来にわたって持

続可能な行財政基盤を構築することに主眼をおき、平成２２年度のテーマを「将来を見据えた、住

み良さを実感できるまちづくり」と定め、予算編成に当たってまいりました。 

昨年の政権交代により、予算編成時には不透明な部分が多く、手探りの状態で編成作業の開始と

なりましたけれども、国や県の動向など情報収集に努めながら、適切に対応してまいりました。 

景気の低迷、株価の下落などの影響による地方税収の減少や、少子高齢化の進展等による社会保

障関係経費の増大、基金残高の減少など、これらの厳しい状況を踏まえ、「ゼロ」からの積み上げ

作業の徹底によって、歳入・ 歳出全体にわたり徹底した洗い出しを行う予算編成の基本方針を指示

して取り組んでまいりました。 

それでは、新年度予算の概要について申し上げたいと思います。平成１７年度から、５０億円を

下回る予算編成が続いているところでありますが、このたびも、「堅実型」の予算組みとなってお

ります。一般会計は、対前年度比１．４％増の４７億４，９４０万円であります。 

まず、歳入でありますが、町税につきましては、景気の低迷により個人住民税につきましては大

きく減額となったものの、固定資産税は、増設分の風力発電施設の償却資産により大きく増加する

こととなり、町税全般では、ほぼ横ばいの状況であります。自主財源の確保に向けて、今後におい

ても、適正・ 公平な賦課徴収に努めてまいりたいと考えております。 

地方交付税におきましては、地方自主財源の大幅な増加が図られ、国の出口ベースでは６．８％、

約１兆円の増加となっております。 

本町におきましては、新たに創設されました「地域活性化・ 雇用等臨時特例費」等により対前年

度比５．９％増の１９億３，７００万円を見込んでおります。その他、国庫支出金の増加は、主に

は子ども手当の創設に伴うものであります。 

繰入金につきましては、事業の特定財源としての繰入金を除けば、将来の財政需要に対応するた

め、今年度も財源不足を補うための基金からの繰り入れに頼らない予算編成に取り組んできたとこ

ろであります。 

町債につきましては、建設事業の特定財源としての町債は減少しておるものの、実質的な交付税

であります臨時財政対策債は２１．６％と大きく増加いたしております。 
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なお、寄附金であります「ふるさと納税」につきましては、引き続き、「ふるさと平生」に応援

していただくよう、取り組んでまいりたいと思っております。ちなみに、平成２１年度の現在まで

の実績は、６人の方から総額２３万２，０００円の温かい御支援をいただいております。御寄附を

頂いた方に対し、厚くお礼を申し上げますとともに、皆様方の御支援を踏まえ、一層の「ふるさと

平生」のまちづくりに取り組む所存であります。 

次に、歳出であります。 

一般会計全体の工事請負費でありますが、漁港、ため池等の建設事業が終了することにより対前

年度比２１．５％減の約２億３，１００万円となっているものの、このたびの２１年度３月補正予

算でお願いをいたしております「地域活性化・ きめ細かな臨時交付金」事業を合わせますと、

２２年度の実質工事請負費は約２億９，６００万円となりまして、対前年度比で１．０％の増加と

なります。インフラの整備につきましては、引き続き取り組んでいくものであります。そのほか、

子ども手当などの扶助費や、町債の償還費、特別会計への繰出金、一部事務組合への負担金等が予

算の中で大きなウエイトを占めているのが現状であります。 

なお、その他の歳出につきましては、後ほど改めて説明をさせていただきます。 

また、特別会計全体におきましては、国民健康保険事業や介護保険事業において給付の増加に伴

い予算規模は拡大しておりまして、特別会計全体では、対前年度比２．６％増の３５億２，

６９５万９，０００円となっておりまして、町の全会計の合計では、対前年度比１．９％増の

８２億７，６３５万９，０００円となっております。 

次に、平成２２年度のテーマであります「将来を見据えた、住み良さを実感できるまちづくり」

のもとに、５つの実践テーマによる予算案となっておりますが、そのテーマに沿って御説明を申し

上げます。 

まず、１つ目の柱は「町民と協働による、元気なまちづくり」であります。 

町民の方々の御理解と御協力を得て、協働のまちづくりは着実に浸透しているものと考えており

ます。自治会活動や地域活動への積極的な支援など、地域との協働関係の構築に取り組んでまいり

たいと考えております。 

「協働」による地域活動の拡充につきましては、これからの少子高齢化に対応したまちづくりの

重要なポイントであります。住民を初め、各種団体、企業など、自発的・ 積極的に参加する機運を

醸成するとともに、着実に推進をするため、今後、まちづくりにかかわる事項をまとめた基本条例

の制定に向けた準備を引き続き進めていきたいと考えております。 

また、２２年度は２３年度からの１０年間の本町のまちづくりの指針となります第四次総合計画

を策定する年でもあります。住民アンケート調査の結果や、人口推計等を踏まえ、住民の声をお聞

きするための懇談会の開催やパブリックコメントの実施など、住民の視点を踏まえた、住民との協
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働による、まちづくりの基本方針を取りまとめていきたいと考えております。 

次に、２つ目の柱は、「安全・ 安心なまちづくり」であります。 

地域の安全・ 安心の確保への取り組みとして、今年度は、山口県の総合防災訓練を本町で引き受

け、県下の関係機関が一堂に会し、防災訓練を行うこととなります。これを契機に町民の防災意識

の更なる向上につながればと思っております。自主防災組織の組織率の向上への取り組みを引き続

き行い、気象情報等を登録者へメール配信する防災メール発信事業や、災害時における要援護者へ

の住宅用火災警報器の設置助成事業についても取り組んでまいります。 

災害に強いまちづくりの推進につきましては、２１年度の補正予算におきまして、財政的に非常

に有利な国の補正予算を活用し、平生小学校普通教室棟の改築、平生中学校体育館の耐震改修の予

算措置を行い、事業に着手をしたところでありますが、２２年度末完成を目指し、いよいよ本格的

な工事が始まっております。耐震診断の必要な保育所や小・ 中学校のほかの施設についても順次診

断を行っておりますが、状況を把握した上で、今後、年次的に耐震化の取り組みを進めてまいりた

いと考えております。 

地域福祉についてでありますが、２２年度に策定をいたします地域福祉計画につきましては、

２１年度から策定作業に取り組んでいるところであります。この計画において、地域の抱える生活

課題を明らかにし、住民や関係機関との協働により、ともに助け合い、支え合う、平生方式の地域

福祉のシステムを構築していきたいと考えております。 

また、後期高齢者医療制度につきましては、平成２０年４月から施行されているところでありま

すが、当医療制度には人間ドックの助成制度がなく、議論が出ていたところであります。このたび

の３月定例会、議会においても議案として上程をさせていただいておりますが、被保険者の健康保

持やサービス向上のため、本町独自の判断として２２年度から後期高齢者医療被保険者への人間ド

ックの事業を実施したいと考えておるところであります。ちなみに県内においては萩市が当事業を

実施しているところであります。 

その他の取り組みといたしましては、「安全で安心なまちづくり条例」に沿って、児童や高齢者

の安全を守るための取り組みを初め、交通安全対策、防犯対策、医療対策、環境対策の強化につき

ましても実施をしてまいります。 

 次に、３つ目の柱は、「未来を担う子どもたちを育むまちづくり」であります。 

まず、少子高齢化の中で、子供たちの育成は重要な課題であります。 

子育てに要する保護者の経済的負担の軽減や子供を生み育てることに喜びと充実感が持てるよう

子育て支援をしていくことなど、きめ細かな施策が必要であります。各種保育サービスや母子保健

対策事業を柱に子供の健全な育成や子育て支援体制の整備、母子の健康支援といった子供と親が健

やかに暮らすことができるそういった環境整備を進めていきたいと思います。 
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また、公立保育園の効率的な運営や保育サービス向上のため、園児数の今後の動向や施設の状況

等を踏まえながら、統廃合も含めた今後の保育園のあり方を検討し、一定の方向を示していきたい

と思います。 

教育におきましても、将来を担う子供たちが、心身ともに健やかに育つための環境づくりと同時

に、変化の激しいこの社会を生き抜いていくための、「生きる力」や「確かな学力を養う」ことが

必要であることから、引き続き取り組みを進めていきたいと考えております。 

なお、平成２０年度から設置されております平生小学校のコミュニティスクールは、２１年度で

研究指定が終了となりましたが、今後はその成果を実践に移していくことになります。 

また、佐賀小学校におきましても、新たにコミュニティスクールの指定を行い、研修、調査を行

うことといたしております。新たに創設する町独自のコミュニティスクール推進事業補助制度のも

と、両校とも、地域に元気を与えるような活動、郷土への誇りと愛着を育む活動、地域との協働に

よる活動など、地域に開かれた信頼される学校づくりを進めてまいりたいと考えております。 

その他、学校の施設整備につきましても、先ほど御報告いたしました学校の耐震化や教育環境の

充実に引き続き取り組んでいくものであります。 

次に、４つ目の柱は、「環境にやさしい、活力のあるまちづくり」であります。 

地域の活力は、やはり産業の振興がベースとなります。農業や水産業においては担い手の育成、

確保を関係機関と連携しながら取り組みを進めてまいります。特に、農業体験農園につきましては、

今後においても継続して実施し、一人でも多くの方々に農業に興味をもっていただき、遊休農地の

解消や農業生産につなげていきたいと思っております。さらに、園芸産地を育成する取り組みや、

水産振興における種苗の放流など、引き続き実施をしてまいります。 

また、魅力あるまちづくりには、インフラの整備は不可欠であります。引き続き、道路や下水道

など、利便性の高いまちづくり、快適な住環境づくりに向け、取り組んでいくものであります。 

 ２１年度から本格稼働いたしました風力発電施設の固定資産税の一部を原資とする、地球温暖化

対策推進基金を新たに創設し、これを財源に、太陽光発電システム設置助成制度を設けることとい

たしました。地球環境にやさしいまちづくり事業として推し進めてまいりたいと考えております。 

 次に、５つ目の柱であります「健全化財政の推進による、持続可能なまちづくり」についてであ

ります。 

２２年度からスタートいたします第五次行政改革大綱により、地域分権、地域主権時代にふさわ

しい自立した行政体として、質の高い住民サービスの提供と効率的・ 効果的な町政運営の実現を目

指し、効率的な行政運営、住民の視点に立った行政運営、健全な財政運営、人材育成の推進の４つ

の基本方針のもと、取り組みを進めてまいりたいと思います。特に、行政と住民が連携し、協働に

よるまちづくりの推進は一つのキーワードとして、強力に進めてまいりたいと思っております。 
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また、起債残高の減少、基金残高の増加など財政基盤の強化や、安定的な歳入確保と経費節減は

引き続き努めていきたいと思います。 

以上、５つの柱の基本的な考え方を申し上げましたが、後ほど、議事日程に基づき、それぞれ個

別に御説明申し上げたいと思います。 

次に、１２月定例会以降の諸般のことを中心に、「行政報告」として触れてみたいと思います。 

 まず、火災警報器設置補助金事業についてであります。 

 災害時要援護者の火災警報器設置補助金事業の取り組み状況でありますが、行政協力員さんを介

して、災害時要援護者の対象者に補助の内容や申請書などが入ったダイレクトメールを配布しても

らう手法で取り組みを進めてまいりました。２月現在、交付決定者は４９世帯、総設置基数は

８９基という状況であります。 

 山口県では、今年に入り、住宅火災による死者が著しく増加しており、２月１０日に県内初の

｢火災死亡事故多発警報｣を発令をいたしております。特に死者は、いずれも６５歳以上の高齢者と

なっているところであります。今後本町におきましても、住宅火災の被害の抑制に向け、引き続き、

災害要援護者の火災警報器設置補助事業や設置の啓発に積極的に取り組んでいきたいと考えており

ます。 

次に、地震についてであります。 

２月下旬に当地方や沖縄での地震に続き、チリでの地震による津波が日本を襲来しました。 

津波について本町は、山口県瀬戸内海沿岸が津波注意報が発表されたことを受けて、即座に地域

防災計画による防災体制として第１警戒体制をとって、対応したところであります。この津波によ

る被害は、日本の太平洋側で一部あったところでありますが、本町において幸いにして被害はあり

ませんでした。 

近年の地震については、国内では、平成７年の阪神淡路大震災以後も、中越、能登半島、中越沖、

岩手・ 宮城内陸の地震が、また、国外においても、一昨年の中国の四川省、今年の１月のハイチ、

またこのたびのチリの地震など、多発をいたしておるところであります。 

平成２２年度において、県の総合防災訓練が平生町での引き受けとなっておりますが、住民の生

命、財産を守る行政としての立場として、平素より危機意識をもって当たっていきたいと考えてお

ります。 

 次に、岩国基地民間空港の再開に向けた動きについて、御報告申し上げます。 

先月１日岩国基地民間空港早期再開期成同盟会総会が平成１７年以来４年ぶりに開会されました。

これは、民間空港再開予算が来年度政府予算案に計上されたことに伴い、新たな取り組みが必要と

なったため、開かれたものであります。 

 その席上、国土交通省が２月中旬、ターミナルビル運営事業者を公募するため、山口県及び県東
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部２市４町、地元経済界でターミナルビルの整備、運営を行う会社を第三セクター方式で設立し、

応募したいという方針と出資総額５億円の官民の内訳が示されました。 

 突然の要請でもあり、また県東部とはいいながら、２市４町に限定した出資の要請であるため、

範囲を広げて出資を募ったらどうかと意見を申し上げましたが、国交省の公募期限が迫り、時間的

余裕がないため、県と２市４町以外の枠組みを広げるのは非常に難しい旨、県から説明がありまし

た。 

 平生町といたしましては、県東部の活性化につながるよう、応分の負担には協力しつつ、空港の

利用促進に当たっては県東部の広範囲での組織づくりに取り組んでほしい旨、県に対して強く申し

上げたところであります。 

 次に、地域福祉計画の策定についてであります。 

本年度と次年度において策定する地域福祉計画に伴う住民座談会を１月末から２月上旬に、町内

９カ所で開催をいたしました。自治会長さんや町民の皆さん、そして、多くの役場の職員も地域住

民の一員として出席をいたしました。皆さんの積極的な御参加をいただきましたことをお礼を申し

上げたいと思います。1 カ所あたり２２人から５８人の参加で総参加者数は３４８人でありました。

それぞれの地域での課題は異なりますが、地域のつながりが希薄であることや生活環境の悪化に対

する意見が多くありました。３月末には第２回目の住民座談会を開催いたしますが、各地域の課題

を反映させた福祉計画を策定するためのものでありまして、２回目も積極的な御参加を願っている

ところであります。 

 次に、新型インフルエンザ対策であります。 

新型インフルエンザにつきましては、１１月１９日、県下全域に「インフルエンザ流行発生警

報」が発令され、急速に感染が拡大をしましたが、１２月の中旬あたりから徐々に勢力が収まり、

１月１２日に警報が解除されたところであります。柳井地域休日夜間応急診療所の年末年始の診療

体制も、小児科医師を含め、医師２名体制に拡充して対応いたしましたが、５日間で４４５人、

１日当たり８９人の受診者数となり、例年どおりで推移をしたところであります。 

 また、新型インフルエンザワクチンの公費助成については、優先接種者のうち低所得者の約８割

の方を想定して１２月補正予算で対応したところでありますが、１月末の接種者が３２人と予想を

はるかに下回っております。１月下旬から一般成人へのワクチン接種が開始され、低所得者への公

費助成についても、現予算を充当し、福祉の向上に努めてまいりたいと考えております。いずれに

いたしましても、新型インフルエンザが大流行にならず、安堵しているところであります。 

次に、保育園のあり方検討会についてであります。 

公立保育園のあり方の検討については、昨年７月、「平生町公立保育園のあり方を検討する庁内

会議」を立ち上げて検討してまいりました。今後、出生数の減少が予想され、園児の減少への対応
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や仕事と子育ての両立支援、運営費等の一般財源化等を勘案し、平成１２年度の保育園の統廃合に

関する考え方に沿って、公立保育園を見直し、新たな保育ニーズに対応する保育園の整備が望まし

いとする方向としたところであります。平成２２年度は民間委員にも参加をいただいて取り組みを

進めてまいりたいと考えております。 

 次に、学校耐震化についてであります。 

学校の耐震化につきましては、年度初めに国の経済危機対策臨時交付金により、地方負担が大幅

に軽減されることになり、またとない機会ととらえて、平生中学校の体育館の耐震改修を１年前倒

しするとともに、平生小普通教室棟の改築に取り組んできたところであります。先般の臨時議会に

おきましては、これらの請負契約につきまして、御承認をいただき、いよいよ繰越事業といたしま

して工事に入っていくことになります。これまで計画どおりに進捗しておりますことにつきまして、

改めてお礼を申し上げたいと思います。工事中の安全はもとより、極力、学校運営に支障をきたさ

ないよう配慮するとともに、工期内完成に向けて、工事の進行監理をしっかり進めてまいりたいと

考えております。 

 以上、１２月定例会以降の主な諸般についての「行政報告」として報告をさせていただきました。 

それでは、御提案いたしました各議案につきまして、順を追って御説明を申し上げたいと思いま

す。 

 まず、議案第１号平成２１年度平生町一般会計補正予算であります。 

 補正額といたしましては、９，９２４万６，０００円減額いたしまして、予算総額は６０億９，

１５０万２，０００円となるものであります。また、国の２次補正により創設をされました「地

域活性化・きめ細かな臨時交付金」事業についても各費目に計上いたしております。 

 歳出の主なものより申し上げます。 

 ２０ページの情報通信費では、光ファイバー移設業務の委託料として、宅地開発により中国電

力の電柱を移設することになり、平生町の光ファイバーケーブル線が中国電力の電柱を利用し、

架設していることから、移設事業を実施するものであります。 

 ２１ページの企画振興費では、地方バス路線維持対策費補助金を計上いたしております。 

 ２２ページの衆議院議員選挙費では、事業の確定により、各費目を減額するものであります。 

２３ページの社会福祉総務費では、国民健康保険事業特別会計の事業見込みによる補正に伴い、

繰出金を増額いたすものであります。 

２４ページの老人福祉総務費では、臨時交付金活用事業で、佐賀西部地区老人憩いの家排水施

設整備費を計上いたしております。福祉医療対策費では、福祉医療費の実績見込みにより追加計

上するものであります。また、保険基盤安定負担金の確定により、後期高齢者医療事業特別会計

への繰出金を減額するものであります。障害者福祉費では、障害者福祉サービス事務処理システ
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ム改修経費を事業確定により減額をするものであります。 

２５ページの児童福祉総務費では、平成２２年６月から子ども手当支給に伴うシステム改修経

費を計上いたしております。全額国費で実施するものであります。保育所運営費では、臨時交付

金活用事業として、平生保育園の中庭の改修と佐賀保育園の外壁改修の経費を計上いたしており

ます。 

２６ページにかけての、子育て応援特別手当事業費では、子育て応援特別手当の執行停止に伴

い減額するものであります。 

２７ぺージの保健センター運営費では、臨時交付金活用事業で、保健センター玄関のポーチ改

修経費を計上いたしております。環境衛生費では、浄化槽設置整備事業費補助金を実績見込みに

よりまして減額するものであります。 

２８ページにかけての、土地改良事業費では、委託料と工事請負費は、ため池等整備事業の事

業費の確定により減額するものであります。また、工事請負費では、臨時交付金活用事業で、伊

保木水路整備費を計上いたしております。ひらおハートピアセンター運営費では、臨時交付金活

用事業で、ひらおハートピアセンターの軒天井の改修経費を計上いたしております。 

２９ページの漁港建設事業費では、漁村再生交付金事業につきましては、事業実施見込みによ

り減額するものであります。 

３０ページの土木総務費では、地震防災マップ作成業務委託料につきましては、事業費の確定

により減額をするものであります。 

３１ページの道路橋梁維持費では、臨時交付金事業で、町道区画線設置事業と町道舗装補修事

業の経費を計上いたしております。道路橋梁新設改良費では、臨時交付金活用事業で町道路肩整

備・側溝改良の経費を計上いたしております。県道路改良事業の負担金は、実績見込みにより減

額をいたすものであります。河川維持改良費では、臨時交付金活用事業で、河川の老朽護岸の改

修経費を計上いたしております。 

３２ページの砂防費では、自然災害防止事業と急傾斜地施設維持管理の負担金につきましては、

実績見込みにより減額いたすものであります。 

３３ページの下水道整備費の下水道事業特別会計への繰出金につきましては、下水道事業特別

会計の実績見込みと臨時交付金活用事業の実施に伴う増額であります。７６０万６，０００円の

うち、４００万円が臨時交付金活用事業であります。 

３４ページの非常備消防費の報酬は出務実績により増額するものであります。事務局費では、

幼稚園就園援助費を実績見込みにより増額するものであります。 

３５ページの小学校費の学校管理費では、臨時交付金活用事業として、平生小学校の体育館ス

テージ照明の改修、職員室等空調設備の設置、佐賀小学校のフェンスの改修、校舎の転落防止柵
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の設置、職員室等空調設備の設置の経費を計上いたしております。小学校費の学校建設費では、

平生小学校の普通教室棟改築事業と平生小学校の太陽光発電設備設置事業につきまして、入札実

績により減額をするものであります。 

３６ページの中学校の学校管理費では、臨時交付金活用事業で自転車置場改修、生徒玄関屋根

改修、職員室等空調設備設置、普通教室棟水道配管改修の経費を計上いたしております。 

３７ページの中学校費の教育振興費では、平成２２年度に新たに設置される特別支援学級に要

する教材の購入費を計上いたしております。中学校費の学校建設費では、屋内運動場の耐震改修

事業につきまして、入札の実績により減額いたすものであります。幼稚園費では、臨時交付金活

用事業で、遊戯室など床の改修に要する経費を計上いたしております。 

３８ページの公民館費では、臨時交付金活用事業として、中央公民館の駐車場舗装改修経費と

佐賀公民館のカーペット張替改修経費と非常用発電設備の移設経費を計上いたしております。保

健体育総務費では、町内駅伝競走大会の中止に伴い、所要の経費を減額いたすものであります。 

３９ページの平成２１年農業用施設災害復旧費では、実績見込みにより工事請負費を減額する

ものであります。 

４０ページの土木施設単独災害復旧費では、実績見込みにより工事請負費を減額いたすもので

あります。公債費の元金につきましては、公債費負担の軽減対策としての補償金免除繰上償還制

度を活用しまして、２１年度分の繰上償還の対象となります一般会計債８件分を一括返済するた

めの所要額を計上いたすものであります。この財源といたしましては、借換債を発行するもので

ございます。公債費の利子につきましては、借入金利の確定に伴い減額をするものであります。 

 ４１ページの上水道企業費につきましては、臨時交付金活用事業として、新設水道管敷設工事

に要する経費を田布施・平生水道企業団への工事負担金として計上いたしております。渡船事業

費の共同運航事業負担金につきましては、今年度の実績見込により減額するものであります。 

  それでは続きまして、歳入について御説明を申し上げます。前に戻りまして、１１ページの総

務手数料につきましては、見込みによりまして、減額いたすものであります。 

 １２ぺージの教育費国庫負担金につきましては、公立学校施設整備費負担金の交付決定により

増額いたすものであります。 

１３ページの地域活性化・公共投資臨時交付金につきましては、交付限度額の内示を受けて増

額するものであり、総額は３億４，０９１万５，０００円となるものであります。地域活性化・

きめ細かな臨時交付金は、国の２次補正によるものであります。臨時交付金の活用事業につきま

しては、歳出のところで御説明を申し上げたとおりでございます。 

１５ページにかけましての国庫支出金、県支出金につきましては、歳出で御説明いたしました

事業の確定見込みなどによります特定財源の補正であります。 
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 １６ページの寄附金につきましては、ふるさと納税によるものを追加計上いたしております。 

１７ぺージの雑入では、市町村振興宝くじ交付金を追加計上いたしております。 

１８ページにかけての町債では、各事業の確定見込みや学校建設の入札実績により、減額ある

いは増額いたすものであります。また、先ほど歳出で御説明申し上げました補償金免除繰上償還

の財源としての借換債を新たに計上いたしております。 

 ７ページ、第２表の繰越明許費につきましては、国の１次補正によるJアラート受信設備整備

事業や地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業、２次補正での地域活性化・きめ細かな臨時交

付金事業並びに平生小学校改築事業、佐賀小学校太陽光発電設備整備事業、平生中学校屋内運動

場耐震改修事業のほか、漁港海岸保全施設整備事業と漁村再生交付金事業を翌年度に繰り越しま

して、事業実施するものであります。 

 ８ページの第３表、地方債補正につきましては、先ほど繰り上げ償還に係る借換債を追加いた

しますほか、各事業の確定見込によりまして、起債限度額の変更をいたすものであります。 

 なお、４２ページに給与費明細書、４５ページに地方債に関する調書を添付いたしております

ので、御参考に供していただきたいと思います。 

 以上で議案第１号平成２１年度平生町一般会計補正予算の説明を終わらさせていただきます。 

 続きまして、議案第２号平成２１年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算について

御説明を申し上げます。補正額は２，４１４万６，０００円を追加し、予算総額は１５億７，

５６８万２，０００円になるものであります。 

 歳出でありますが、８ページの退職被保険者等療養給付費は、実績見込みによりまして増額い

たすものであります。 

 １０ページの出産育児一時金は、実績見込みによりまして、２件分を増額いたすものでありま

す。 

保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、確定によりまして減額するものであります。 

 ６ページの歳入でありますが、療養給付費等負担金につきましては、実績見込みによりまして

増額をいたすものであります。出産育児一時金補助金につきましては、２件分の給付見込みによ

りまして、増額いたすものであります。療養給付費交付金は、給付見込み額の増加に伴い増額い

たすものであります。 

７ページの繰入金につきましては、出産育児一時金の給付見込みにより町の負担分を計上いた

すものであります。 

続きまして、議案第３号平成２１年度平生町簡易水道事業特別会計補正予算について御説明を

申し上げます。補正額は、３万円を減額し、予算総額は５，７６５万７，０００円となるもので

あります。 
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 ７ページの歳出でありますが、職員手当は異動に伴います減額であります。 

 なお、８ページから９ページにかけて、給与費明細書を添付いたしておりますので、御参考に

供していただきたいと思います。 

 続きまして、議案第４号平成２１年度平生町下水道事業特別会計補正予算について御説明申し

上げます。補正額は７９０万６，０００円を追加し、予算総額は６億６，８４３万３，０００円

となるものであります。 

 １０ページの歳出でありますが、下水道事業費の委託料につきましては、事業確定見込みによ

り減額いたすものであります。工事請負費につきましては、臨時交付金活用事業で、曽根沖地区

の雨水排水の改良に要する経費を計上いたしております。公債費では、補償金免除繰上償還によ

る下水道事業債２件分の一括償還分を計上いたしております。財源といたしまして借換債を発行

するものであります。 

 ８ページの歳入につきましては、下水道事業負担金の確定見込により増額するものであります。

また、下水道使用料につきましては、確定見込みにより減額をいたすものであります。一般会計

の繰入金につきましては、臨時交付金活用事業によるものと、下水道事業債の減額に伴い増額す

るものであります。 

９ページの町債につきましては、事業費確定見込みに伴い下水道事業債の減額をするものであ

ります。 

 ４ページの繰越明許費は、先ほど歳出で説明いたしました、地域活性化・きめ細かな臨時交付

金事業について翌年度に繰り越しまして、事業実施するものであります。 

５ページ、第２表の地方債補正につきましては、事業費の変動に伴い起債限度額を変更するも

のであります。 

  なお、１１ページには地方債に関する調書を添付いたしておりますので、御参考に供していた

だきたいと思います。 

続きまして、議案第５号平成２１年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計補正予算につきま

して御説明申し上げます。補正額は６万１，０００円を追加し、予算総額は７，５８９万８，

０００円となるものであります。 

７ページの歳出につきましては、簡易無線局の更新に伴う手数料の追加であります。 

６ページの歳入につきましては、歳出の増額に伴う、一般会計繰入金を追加するものでありま

す。 

 続きまして、議案第６号平成２１年度平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算について御説

明申し上げます。補正額は８００万８，０００円を追加し、予算総額は１０億４２２万２，

０００円となるものであります。 
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 ９ページの介護サービス等諸費につきましては、給付見込みによりまして、増額するものであ

ります。 

１０ページの介護予防サービス等諸費につきましては、給付見込みによりまして減額するもの

であります。高額介護サービス費につきましては、給付見込みによりまして増額するものであり

ます。 

 １１ページの高額医療合算介護サービス費につきましては、見込みによりまして増額いたすも

のであります。 

６ページからの歳入につきましては、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金や一般会計繰入

金、基金繰入金につきましては、給付見込みによりまして減額あるいは増額をいたすものであり

ます。 

 続きまして、議案第７号平成２１年度平生町後期高齢者医療事業特別会計補正予算につきまし

て御説明申し上げます。補正額は８７２万１，０００円を減額し、予算総額は１億７，９７４万

７，０００円となるものであります。 

 ７ページの歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、確定見込みにより減額

するものであります。 

 ６ページの歳入におきましては、それぞれ確定見込により減額あるいは増額をいたすものであ

ります。 以上で、平成２１年度各会計の補正予算の説明を終わらさせていただきます。 

○議長（福田 洋明君）  ここで暫時休憩いたします。午前１０時５分から再開いたします。 

午前９時５２分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前１０時０５分再開 

○議長（福田 洋明君）  再開いたします。山田町長。 

○町長（山田 健一君）  引き続きまして、議案第８号平成２２年度平生町一般会計予算につきまし

て、御説明を申し上げます。 

 予算書の説明に入ります前に、議案とともに、平成２２年第２回平生町議会定例会資料をお配

りをいたしておりますが、この資料の２ページに平成２１年度との款別比較、並びに３ページに

予算の節別分析を明記しておりますので、予算書とあわせてごらんをいただきたいと思います。 

 一般会計の予算総額は、４７億４，９４０万円でありまして、前年度対比１．４％の増額とな

っておりますが、これは主に新規事業の子ども手当の支給事業や平成２２年度に設置予定の地球

温暖化対策推進基金への積立金、太陽光発電システム設置補助事業、また町有施設の省エネ改修

やバリアフリー化事業によるものであります。 

 それでは、主要事業や新規事業を主体に歳出から御説明を申し上げます。 
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 ３９ページからの総務費につきましては、６億２，１４０万６，０００円でありまして、前年

度対比５．２％の減額となっております。この主な要因といたしましては、平成２１年度当初予

算で計上いたしておりました、柳井地区広域事務組合ふるさと振興基金配分金のふるさと振興基

金への積立が終了したことによるものであります。 

 一般管理費では、職員の資質向上を目的として自治大学校への研修参加経費を計上いたしてお

ります。また、平生町例規集の改訂を平成２２年度に予定をいたしておりまして、委託料を計上

いたしております。自治会活動費交付金につきまして、地域活動の活性化を目指して、引き続い

て計上いたしております。 

  ４２ページからの情報通信費でありますが、新規事業といたしまして、平成２３年１月から稼

動予定の新住民情報システムの借上料を計上いたしております。 

 ４３ページから４５ページにかけましての庁舎管理費でございますが、新規事業であります、

防災メールの使用料を計上いたしております。防災メールは、登録したメールアドレスへ防災情

報を発信する事業であります。工事請負費には庁舎の空調設備更新に要する経費と老朽化した庁

舎の窓をアルミサッシに改修する経費を計上いたしております。備品購入といたしまして、新た

に公用車の購入費を計上いたしております。 

  ４５ページから４６ページの企画振興費でありますが、第四次総合計画策定のための総合計画

審議会委員の報酬、総合計画冊子の印刷製本費及び航空写真の撮影に係る経費など計上いたして

おります。 

 ４９ページから５０ページの賦課徴収費でございますが、ＡＳＰ国税連携サービスの設定業務

委託料を計上いたしております。ＡＳＰとはアプリケーション・サービス・プロバイダーの略で

ございますが、業務用のアプリケーションソフトをインターネット回線を経由をして利用する

サービスのことであります。このＡＳＰ国税連携サービスは、平成２３年１月より国税庁から確

定申告などの課税データを通信回線を通じて受信を行う業務であります。この業務を実施するに

は新たなシステムを構築する必要がありますが、単独での構築には多大な費用が発生することか

ら、システムについては、ＡＳＰサービス業者が開発したアプリケーションを利用するための初

期設定業務を委託するものであります。 

  ５１ページから５２ページの戸籍住民基本台帳費では、公的個人認証機器の更新経費を計上い

たしております。 

 ５３ページから５６ページにかけての選挙費では、平成２２年度に予定をされております参議

院議員選挙と町長選挙について所要の経費を計上いたしております。また、選挙期日が平成

２３年度となる県議会議員選挙につきましては、２２年度から選挙準備事務をとることとなるた

め、所要の経費を計上いたしております。 
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５６ページから５７ページの統計調査費では、平成２２年度に実施する国勢調査に要する経費

を計上いたしております。 

５８ページからの民生費につきましては、１３億４，０３８万２，０００円でありまして、前

年度と比較しますと８．２％の増加となっております。この主な要因といたしましては、子ども

手当の支給によるものであります。 

 ５８ページから５９ページにかけての社会福祉総務費では、平成２２年度に地域福祉計画を策

定することから、地域福祉計画策定委員の報酬を計上いたしております。開催回数については

３回を予定しております。また、社会福祉協議会への補助金としては、地域福祉権利擁護事業の

活動費を含めて計上いたしております。その他、国保会計への繰出金の計上が主なものでありま

す。 

 ６０ページから６２ページにかけて老人福祉総務費につきましては、敬老会行事を初めとした

継続事業に要する経費を計上いたしておりますほか、雇用対策として、国費を原資として県で設

置いたしております基金を活用し、緊急雇用創出事業といたしまして、老人福祉センター周辺の

環境整備事業を計上いたしております。また、田布路木老人集会所の外壁改修経費を計上いたし

ております。その他、介護保険事業勘定特別会計への繰出金が予算額の過半以上を占めておりま

す。 

 ６２ページから６３ページにかけての福祉医療対策費では、福祉医療費の支給に要する経費を

計上いたしております。また、平成２２年度から７５歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者を

対象として、人間ドックの費用助成のための費用を計上いたしております。山口県の全市町で平

生町と萩市が実施することとなっております。そのほか、後期高齢者医療療養給付費負担金や後

期高齢者医療事業特別会計への繰出金を計上いたしております。 

 ６３ページから６５ページにかけての障害者福祉費でありますが、障害者自立支援法関係経費

につきましても引き続きそれぞれ計上いたしております。平成２２年度から、肝機能障害で重症

化して回復困難な方も障害者として認定がされることとなっております。 

 その他、旧法指定施設が新体系サービスへ移行した場合の事業運営の安定化を図るため、移行

時運営安定化事業補助金を計上いたしております。 

 ６６ページから６７ページにかけての児童環境づくり推進事業費では、継続事業といたしまし

て、児童クラブ事業や子育て支援センター事業の運営費を計上いたしております。また、育児用

品助成事業につきましては、平成２２年度から子ども手当が支給されることから、制度廃止を行

うこととしており、経過措置分を計上いたしております。 

 ６７ページの児童措置費では、新たに子ども手当を計上いたしております。児童手当につきま

しては、６月支給におきまして、児童手当が２月、３月分、子ども手当が４月、５月分となるた



- 23 - 

めの、経過措置として所要の額を計上いたしております。 

  ６９ページにかけましての保育所運営費では、保育士の退職に伴い、新たに学級担任保育士

３人分の報酬を計上いたしております。法人保育園委託料につきまして、入園実績を勘案し計上

いたしております。また、宇佐木保育園、佐賀保育園の耐震２次診断を実施することといたして

おります。 

 ７１ページからの衛生費につきましては、３億３，５４５万６，０００円でありまして、前年

度対比７．３％の増加となっております。この主な要因といたしましては、国費を原資として県

で設置しております、地域グリーンニューディール基金を活用し、庁舎への太陽光発電システム

の設置などに係るもの、また新たに創設します地球温暖化対策推進基金への積立金によるもので

あります。 

 ７２ページの保健衛生総務費では、柳井地域広域救急医療事業や柳井医療圏救急医療施設運営

費の負担金など計上いたしております。 

  ７４ページにかけましての母子衛生費では、新規事業といたしまして、乳児家庭訪問事業及び

養育支援家庭訪問事業を計上いたしております。継続事業といたしましては、乳幼児健康診査や

妊婦健康診査の所要の経費を計上いたしております。また、不妊治療費助成事業につきましては、

引き続き取り組むことといたしております。予防費の委託料では、乳幼児や児童・生徒の予防接

種、高齢者のインフルエンザ予防接種につきましては、所要の経費を計上いたしております。 

 ７５ページまでの健康づくり推進事業費では、平成２１年度予算では、７月の補正予算で計上

いたしております、女性特有のがん検診事業の所要の経費を計上いたしております。継続事業と

いたしまして、各種検診業務の所要の額を計上いたしております。 

 ７６ページから７７ページの環境衛生費では、新規事業といたしまして、太陽光発電システム

設置事業といたしまして、第３庁舎に太陽光発電システムを設置する事業及び庁舎内の照明器具

を省エネ型照明器具へ更新する事業であります。また、太陽光発電システム設置費補助事業につ

きましては、補助上限を１４万円とし、地球温暖化対策推進基金を原資とするものであります。

継続事業といたしましては、フラワーベルト整備事業の必要経費を引き続き計上いたしておりま

す。浄化槽設置整備事業費補助金は、実績を勘案して所要の額を計上いたしております。環境保

全費では、地球温暖化対策地域協議会の開催経費を計上いたしております。 

 ７８ページからの清掃費では、周東環境衛生組合、熊南総合事務組合への負担金が主なもので

あります。 

 ７９ページからの労働費は、１，０１９万５，０００円でありまして、前年度対比１３．８％

の増でありますが、主な要因は人事異動に伴う人件費の増加であり、予算内容につきましては、

ほぼ前年同様でございます。 
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 ８０ページからの農林水産業費につきましては、３億４，２２０万１，０００円でありまして、

前年度対比２５．８％と大きく減少いたしております。この要因は主に、団体営ため池整備事業

と漁村再生交付金事業の減少によるものであります。 

  ８１ページからの農業振興費では、新規事業といたしまして、需用に応える園芸産地構造改革

推進事業を計上いたしております。この事業は、消費量の多い野菜などの産地拡大に取り組むと

ともに、担い手を中心とした産地構造の改革を推進することを目的とした事業で、いちごについ

ては、平生町が代表市町として、県の補助金と他市町からの負担金を受けて、平生町の負担分を

あわせて、南すおう農業協同組合へ補助金として支出をいたします。また、負担金としては、い

ちじくの代表市町であります田布施町へ支出するものであります。継続事業として、ジャンボタ

ニシ防除対策協議会や、ひらお農業体験農園運営協議会への助成を行うため所要の補助金を計上

しておりますほか、県農地・水・環境保全向上対策協議会に対する補助のほか、町担い手育成総

合支援協議会への補助金を計上いたしております。本町の農業振興を図ることといたしておりま

す。 

  ８４ページからの土地改良事業費につきましては、継続事業として単独土地改良事業費につき

まして８件の事業を予定をいたしております。県事業であります平生中央２期工事の農免農道整

備事業負担金につきましても、昨年と同様に予算措置といたしております。 

 ８６ページの中山間地域振興事業費では、引き続き中山間地域等における耕作放棄地の発生を

防止し、多面的機能を確保するための事業を実施することといたしておるところであります。 

 ８７ページの林業総務費では、新規事業といたしまして、わな猟狩猟免許取得補助事業を計上

いたしております。有害鳥獣捕獲対策事業は委託しておりますが、わな猟の有資格者が１名であ

り、わな猟の有資格者を複数確保し、本事業を円滑に運営していくことを目的とするものであり

ます。また、森林整備地域活動支援事業につきましては、森林の境界の明確化と被害状況などを

確認するために山口県東部森林組合へ事業費を交付するものであります。継続事業といたしまし

ては、イノシシなどによる被害の低減につながるように、有害鳥獣捕獲対策と有害獣防除柵等設

置事業に取り組むことといたしております。 

  ８８ページにかけての林業事業費では、単独林道改良に要する経費を計上いたしております。 

８９ページから９０ページにかけましての漁港建設事業費では、漁村再生交付金事業費の減少

により大きく予算額が減少いたしております。漁港海岸保全事業につきましても、前年度と同様

の事業費を確保し、高潮対策に取り組むことといたしております。このほか、単独事業の漁港改

良事業費や漁業集落環境整備事業特別会計への繰出金が主なものであります。 

 ９１ページからの商工費は、１，６５７万９，０００円でありまして、前年度対比４．１％の

増加となっております。主な要因といたしましては、緊急雇用創出事業の公園環境整備事業の予



- 25 - 

算計上によるものであります。 

 ９３ページからの土木費につきましては、４億５，６３１万７，０００円でありまして、ほぼ

前年度と同様の予算規模となっております。 

 ９３ページから９４ページにかけましての土木総務費では、３年に１度実施をしております、

道路台帳の修正業務委託料を計上いたしております。 

９５ページにかけての道路橋梁維持費では、引き続いて町道の点々舗装などを行う、道路橋梁

補修事業に要する経費を計上いたしております。 

 ９６ページにかけての道路橋梁新設改良費では、１４件の単独町道改良事業費や県の道路改良

事業負担金につきまして、所要の額を計上いたしております。 

 ９７ページにかけての河川維持改良費につきましては、１４件の単独河川改修事業に要する経

費を計上いたしております。 

砂防費では、県事業の自然災害防止事業負担金を計上しております。 

 ９８ページの港湾建設費の港湾整備事業では、南周防大橋の舗装補修と水場地区のしゅんせつ

工事の県への負担金を計上いたしております。 

 ９９ページの都市計画総務費では、地形図の修正業務の委託料を計上いたしております。 

１００ページにかけての下水路費では、４件の単独下水路事業に要する経費を計上いたしてお

ります。 

  １０１ページにかけての住宅管理費では、引き続いて、用途廃止住宅３戸の解体経費を計上い

たしておりますほか、消防法の改正に適応するため、中村団地などの町営住宅を対象に火災警報

器を設置すべく所要の経費を計上しております。これですべての町営住宅に設置が完了すること

となります。 

 １０２ページにかけての下水道整備費の下水道事業特別会計への繰出金は、２億６，５９５万

５，０００円でありまして、前年度対比１．９％の増加となっております。 

 １０２ページからの消防費は、２億６，４４９万円でありまして、前年度対比で１９．７％の

増加であります。この主な要因といたしましては、柳井地区広域消防組合への負担金の増加によ

るものであります。 

 １０２ページの非常備消防費では、平成２２年度に実施予定の山口県総合防災訓練の実行委員

会への負担金や団員出務の報酬を計上いたしております。また、災害時の要援護者を対象にした

住宅用火災警報器設置補助事業につきまして所要の経費を計上いたしております。 

 １０３ページにかけての消防施設費では、佐合島の老朽化した地下式消火栓の撤去に要する経

費を計上いたしております。また、第５分団に配備する、軽自動車をベースとしたポンプ積載車

の購入経費を計上いたしております。このほか、柳井地区広域消防組合への負担金が主なもので
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あります。 

１０５ページからの教育費は、３億８，０１５万円でありまして、前年度対比８．２％の増加

となっております。体育館のバリアフリー改修事業が主な要因であります。 

 １０７ページにかけましての事務局費では、学校支援補助教員を継続配置するための所要の経

費を計上いたしております。 

  １０９ページにかけましての小学校費の学校管理費では、緊急雇用創出事業において学校環

境整備事業に要する経費を計上いたしております。そのほか、平生小学校の第３校舎への渡り

廊下の改修経費と電話システムの改修経費を計上いたしております。 

１１０ページにかけての小学校費の教育振興費では、新規事業といたしまして、コミュニティ

スクール推進事業費を計上いたしております。この事業につきましては、平生小学校が文部科学

省から平成２０年度、２１年度の２年間の研究指定校を受けて事業を実施しておりますが、来年

度も継続的に実施するため、新たに町単独で事業を行うものであります。さらに佐賀小学校にお

きましても新たに事業を行うため、事業費の補助を行うものであります。そのほか佐賀小学校に

特別支援補助教員を配置するための経費を計上いたしております。また、遠距離通学費や就学援

助費などにつきまして、引き続き必要額を計上いたしております。 

 小学校費の給食費では、平生小学校給食室の天井と内壁の改修事業に要する経費を計上いたし

ております。 

１１２ページにかけましての小学校費の学校建設費では、平生小学校の運動場側の普通教室棟

と佐賀小学校の特別教室棟の耐震２次診断の経費を計上いたしております。これによりすべての

学校教育施設で耐震２次診断が完了することになります。 

  １１４ペ－ジにかけての中学校費の学校管理費では、動力幹線ケーブル改修経費や校庭整備費、

プレハブ倉庫の改修経費を計上いたしております。 

１１５ページにかけての中学校費の教育振興費では、屋内運動場の耐震改修工事のため、三新

化学工業の体育館を使用するための電気代相当分の負担金と校外の体育館を利用する際の移動時

に使用するヘルメットの購入経費を計上いたしております。継続事業といたしまして、引き続き

３５人学級の実施に向けて少人数学級講師設置に係る所要の額を計上いたしております。遠距離

通学費や就学援助費につきましても実績を勘案いたしまして措置いたしておるところであります。 

 中学校費の給食費では、給食用備品として給食室の給湯ボイラーの購入費など計上いたしてお

ります。 

１１８ペ－ジにかけましての幼稚園費では、４クラス体制となったことにより、幼稚園担任教

諭の報酬を計上いたしております。また、職員室の空調設備整備に要する経費も計上いたしてお

ります。 
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１１９ページから１２１ぺージの社会教育総務費では、緊急雇用創出事業において神花山古墳

公園環境整備事業と夫婦松環境整備事業に要する経費を計上いたしております。 

１２３ページにかけての公民館費では、曽根公民館の事務室天井の改修経費や佐賀公民館敷地

内の水銀灯設置費、宇佐木コミュニティセンターと竪ヶ浜コミュニティセンターの空調設備の設

置などに要する経費を計上いたしております。 

 １２４ページにかけての図書館費では、需用費の印刷製本費でむかしの町並み図の作成に要す

る経費を計上いたしております。 

１２７ページから１２８ページにかけて保健体育総務費では、平成２２年度に実施される日独

スポーツ少年団交流事業の運営補助金や山口国体を１年後に控え、気運を盛り上げていくための

電動車椅子サッカーのデモンストレーションを実施するための実行委員会への事業費補助金を計

上いたしております。 

 １３０ページにかけての保健体育施設費では、県補助金の体育館等バリアフリー整備事業を活

用して、正面スロープの改修やトイレの改修などを実施するための経費を計上いたしております。

また、体育館のステージ側と中央の２コートのバスケットボールのゴール取替経費についても計

上いたしております。 

１３１ページにかけての災害復旧費は、３７７万９，０００円でありまして、前年度とほぼ同

様の予算規模でございます。公債費は、７億４，９１５万１，０００円でありまして、前年度対

比１．３％の増額となっております。 

 １３２ページの諸支出金は、予算額１億５，１５４万６，０００円でありまして、前年度対比

５．６％の増加となっております。上水道企業費につきましては、田布施・平生水道企業団への

配水管整備のための負担金や高料金対策事業や赤字補てん分として補助金を計上いたしておりま

す。また、柳井地域広域水道企業団へは企業債の元利償還金のうち平生町の負担分として、利息

分を補助金として、元金分を出資金として支出するものであります。渡船事業費につきましては、

両町の負担分に離島航路事業費補助金とひらお丸の償還元金分を加算して支出をするものであり

ます。簡易水道事業費は、簡易水道事業特別会計への繰出金でございます。 

 １３３ページの予備費につきましては、前年同様の１，５００万円を計上しております。 

 続きまして、歳入につきまして申し上げます。 

 １２ページであります。１２ページからの町税は、１３億６６６万円でありまして、前年度対

比では０．１％の減少となっており、ほぼ昨年と同様の町税収入となっております。景気の低迷

などにより個人住民税は現年課税分で２，４３０万４，０００円の減少となっておりますが、固

定資産税につきましては、増設をされました風力発電設備６基分の課税が始まることから現年課

税分で２，０９３万２，０００円の増加となっております。 
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 １４ページからの地方譲与税は、５,２００万円で、前年度対比で５．５％減少となるもので

あります。自動車重量税や揮発油税の税制改正などの影響分を見込んでいるものであります。 

 １５ページの利子割交付金は、５００万円でありまして、現在の金利動向等を勘案して減少を

見込んでおります。 

 １６ページにかけての配当割交付金と株式等譲渡所得割交付金につきましては、株価の低迷の

影響分として大幅に減少すると見込んでおります。地方消費税交付金は、２１年度の実績見込み

と昨今の消費の低迷の影響から減少すると見込んでおります。自動車取得税交付金は、２１年度

の実績見込みと自動車取得税の軽減措置の影響分として減少すると見込んでおります。 

１７ページの地方特例交付金につきましては、新たに児童手当及び子ども手当特例交付金が措

置されたことにより大幅な増加を見込んでおります。地方交付税は、国の予算額が１兆７３３億

円増加していることから、平生町においても予算額１９億３，７００万円とし、前年度対比で５．

９％の増加を見込み計上いたしております。このうち普通交付税につきましては、２２年度より

創設をされました雇用対策・地域資源活用臨時特例費について４，１００万円を見込んで、総額

を１８億２，０００万円と見込んでおります。 

 １８ページから１９ページにかけましての分担金及び負担金は、６，５２９万６，０００円で

ありまして、前年度対比１３．１％の減少となっております。この要因といたしましては、保育

園の措置人数の減少に伴うものであります。 

 １９ページから２２ページにかけましての使用料及び手数料は、６，６３８万２，０００円で

ありまして、ほぼ前年と同様の予算規模であります。 

 ２２ページから２５ページにかけましての国庫支出金は、３億４，５２５万２，０００円であ

りまして、前年度対比４３．２％の増加となっております。この要因といたしましては、主に子

ども手当の国庫負担金の増加によるものであります。 

 ２５ページから３０ページにかけましての県支出金は、３億３，５８２万２，０００円であり

まして、前年度対比１４．４％の減少となっております。この要因は、漁村再生交付金事業の事

業費の減少によるものであります。 

 ３１ページの財産収入は、１，１５９万５，０００円でありまして、ほぼ前年度と同様の予算

規模であります。このうち、不動産売払収入につきましては、遊休町有地の売払収入として、１，

０００万円を計上いたしております。 

 ３２ページの繰入金につきましては、２１年度に引き続いて、財源不足を補うための繰り入れ

を行わない予算編成が可能となったことにより、財政基金繰入金は１，０００円を計上しており

ます。また、２２年度から新規事業の太陽光発電システム設置費補助事業費について、新たに設

置いたします地球温暖化対策推進基金から繰り入れております。繰越金は、前年同様の３，
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０００万円を計上いたしております。 

 ３３ページから３５ページにかけましての諸収入は、５，９４７万６，０００円でありまして、

前年度対比５５．１％の大幅な減少を見込んでおります。減少の要因でありますが、２１年度の

単年度措置で、柳井地区広域事務組合の解散に伴う配分金を計上していたことによるものであり

ます。 

 ３６ページの町債は、３億８，４７０万円でありまして、前年度対比４．２％の増加となって

おります。この要因は、臨時財政対策債の増加発行に伴うもので２１年度予算対比で２１．６％

増額をいたしておりますが、事業債につきましては、６，９７０万円でありまして、２１年度対

比で３６．７％の減少となるものであります。 

 続きまして、８ページの第２表、債務負担行為につきましては、町土地開発公社における公共

用地取得造成事業に伴います借入金の債務保証の限度額を定めるものであります。 

 次に９ページ、第３表、地方債につきましては、それぞれの事業などに対し、町債を起こすも

のであります。以上で、平成２２年度平生町一般会計予算につきまして、説明を終わらさせてい

ただきます。 

 続きまして、特別会計予算につきまして、順を追って御説明を申し上げます。 

 議案第９号平成２２年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計予算についてであります。予算

総額は、１５億１，５３９万３，０００円でありまして、前年度対比３．５％の増加となってお

ります。 

 歳出につきましては、１９ページからの保険給付費全体では前年度比で６．０％の増加となっ

ております。医療費の増加や、診療報酬の改定による影響、団塊の世代の加入による被保険者の

増加など考慮いたしまして積算をいたしております。 

２３ページからの後期高齢者支援金等につきましては、前年度対比で８．０％の減少となって

おります。後期高齢者支援金は後期高齢者医療制度への現役世代からの支援分として、被保険者

に応じて各保険者に納付が割り当てられるものでありまして、後期高齢者の人口増により現役世

代の配分比率が減少したことによるものであります。 

２４ページの前期高齢者納付金等につきましては、医療費が多額となる高齢者の加入割合や給

付費に応じて、保険者間の負担調整を行うものでありまして、内容といたしましては、被保険者

数に応じた事務費であります。 

  ２５ページの介護納付金につきましては、国民健康保険会計の介護保険負担分でありまして、

対前年度比で５．５％の増加を見込んでおります。 

 ２６ページの共同事業拠出金の保険財政共同安定化事業拠出金でありますが、３０万円以上の

医療費を県内の国保相互で賄うための拠出金でありまして、高額な医療費を要する被保険者や診
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療報酬の改定の影響を見込み、前年度対比６．０％の増加としておるわけであります。 

 ２８ページまでの、保健事業費につきましては、平成２０年度から制度開始となりました特定

健康診査等事業につきましては、計画受診者数１，２７４人を目標として取り組むこととしてお

りまして、所要の経費を計上させていただき、前年度対比で１９．２％の増加を見込んでおりま

す。 

 戻りまして８ページからの歳入ですが、国民健康保険税につきましては、２２年度から保険税

の改定により、資産割の廃止とそれに伴う各税率の改定により保険税額を推計し、前年度対比で

２．７％の減少と見込んでおります。 

 １１ページから１２ページの、国庫支出金と県支出金につきましては、保険給付費の総額から

それぞれ算定をいたしております。 

 １３ページの前期高齢者交付金につきましては、６５歳から７４歳までの加入者の割合におけ

る保険者間の負担調整をいたすものでありまして、前期高齢者の加入率や給付費額の増加に伴い

まして、前年度対比で２．０％増加するものと見込んでおります。共同事業交付金につきまして

は、診療報酬の改定や高額医療費の増加によりまして前年度対比５．８％の増加を見込み計上い

たしております。 

 １４ページの繰入金につきましては、一般会計からの繰入金を、それぞれのルールに基づきま

して、算定をいたしております。 

続きまして、議案第１０号平成２２年度平生町簡易水道事業特別会計予算についてであります。

予算総額は、６，３４６万８，０００円でありまして、前年度対比で１７．９％の増加となって

おります。 

歳出でありますが、８ページの委託料の資産調査業務でありますが、田布施・平生水道企業団

との統合を進めていくために簡易水道事業の固定資産調査を行い、水道施設診断・更新計画策定

の基礎資料とするものであります。需用費の受水費でありますが、簡易水道管理費の５１．３％

を占めておりまして、会計運営を圧迫するものとなっております。 

９ページの公債費につきましては、ほぼ前年度と同額でございます。 

６ページからの歳入では、水道使用料につきましては、前年度と同額を見込んでおります。

７ページの一般会計繰入金でありますが、前年度対比で３９．９％増加するものであります。 

 続きまして、議案第１１号平成２２年度平生町老人医療事業特別会計予算についてであります。

予算総額は、９万７，０００円でありまして、前年度対比８０．０％と大きく減少いたしており

ます。これは、２２年度に精算業務を本会計で行うためのものでありまして、最低限の医療給付

費を予算措置するものであります。 

続きまして、議案第１２号平成２２年度平生町下水道事業特別会計予算についてであります。
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予算総額は、６億３，０４１万６，０００円でありまして、前年度対比５．１％の減少となって

おります。 

 歳出では、１０ページからの、下水道管理費におきましては、流入量の増加に伴う流域下水道

維持管理費の増加や、公課費では消費税の２１年度の確定納付額の増加に伴い所要の額を計上い

たしております。 

１１ペ－ジから１２ページにかけましての、下水道整備費の中の委託料につきましては、

２１年度で実施設計業務と再評価業務、現況平面図作成業務が終了したことから、８１．１％の

減少をみております。公共下水道事業の工事請負費につきましては、前年度対比で７６．７％増

加をいたしておりまして、補助事業４カ所、単独事業５カ所を予定をいたしております。 

１３ペ－ジの公債費では、３億８，３８５万８，０００円となっており会計予算総額の６０．

９％を占めております。 

 ７ページからの歳入では、受益者負担金や下水道使用料につきましては、平成２１年度とほぼ

同額と見込んでおります。 

８ページの国庫補助金につきましては、補助事業の減少により１９．１％の減少となっており

ます。一般会計繰入金につきましては流域下水道事業維持管理負担金や公債費の増加により１．

８％増加いたしております。 

 ４ページ第２表、債務負担行為につきましては、下水道へ接続する、水洗トイレ等改造資金の

貸付に伴います損失補償に対するものであります。 

 第３表、地方債につきましては、本会計の事業に対し、町債を起こすものであります。続きま

して、議案第１３号平成２２年度平生町水産廃棄物処理事業特別会計予算についてであります。

予算総額は、８万８，０００円でありまして、前年度と同様であります、土地の借上料を計上い

たしております。 

続きまして、議案第１４号平成２２年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計予算についてで

あります。予算総額は、８，４６９万５，０００円でありまして、前年度対比で１２．０％の増

加となっております。 

 ９ページからの歳出では、施設管理費につきましては、前年度対比１１．９％の増加となって

おります。主な要因といたしましては、汚泥処理手数料の増加と浄化センターの修繕料の増加で

あります。 

 １０ページの公債費につきましては、新規の元金償還開始によりまして前年度対比で１２．

１％の増加をいたしております。 

 ７ページからの歳入につきましては、排水施設使用料については、前年度対比で７・２％の増

加を見込んでおります。一般会計からの繰入金は、修繕料の増加や汚泥処理手数料の増加により
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６．３％の増加を見込んで計上いたしております。町債につきましては、平準化債の発行により

増加いたしております。 

 なお、４ページ第２表、債務負担行為につきましては、下水道事業会計と同様に排水施設への

接続する水洗トイレ等改造資金の貸し付けに伴います損失補償について、定めるものであります。 

第３表、地方債につきましては、本会計の事業に対し、町債を起こすものであります。 

  続きまして、議案第１５号平成２２年度熊南地域介護認定審査会事業特別会計予算についてで

あります。予算総額は、２，４９９万６，０００円でありまして、前年度対比１１．５％の減少

となっております。 

 歳出は７ページからでありますが、認定審査会の運営のための所要の経費を計上いたしており

ます。歳出額の減少は主に、要介護認定システムの借上料のリース期間の終了と庁舎共通設備費

負担金の対象となる第４庁舎のリース期間の終了によるものであります。 

 ６ページの歳入におきましては、これまでと同様に３町での負担割合に応じて、負担金と事業

会計繰入金をそれぞれ計上いたしております。 

続きまして、議案第１６号平成２２年度平生町介護保険事業勘定特別会計予算についてであり

ます。予算総額は、１０億１，７９９万５，０００円でありまして、前年度対比４．４％の増加

となっております。 

  歳出より御説明申し上げます。１３ページからの保険給付費の介護サービス等諸費におきまし

て、サービス利用者の増加に伴いまして、４．０％の増加となっております。介護予防サービス

等諸費におきましては、前年度対比で１１．２％の増加となっております。給付費全体で４．

９％の増加となっております。 

１６ページの高額医療合算介護サービス等費につきましては、医療保険と介護保険の負担額の

合計額が高額になる場合におきまして負担を軽減する新たな仕組みとして、２１年度より開始と

なったものであります。 

１９ページの任意事業費につきましては、介護用品支給事業を、２１年度までの一般会計予算

計上分と統合を行っております。 

  ６ページからの歳入では、保険料につきましては、被保険者数の増加分を見込み、前年度対比

で２．７％の増加となっております。 

８ページにかけましての国庫支出金、支払基金交付金、県支出金につきましては、保険給付費

の増加に伴い、それぞれ算定をいたしております。 

９ページの一般会計繰入金につきましては、それぞれのルール分として計上いたしております。 

介護従事者処遇改善臨時特例基金からの繰入金につきましては、介護報酬の改定の影響による

保険料の上昇を抑制するために、基金からの所要の額を繰り入れるもので、平成２２年度におき
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ましては、報酬改定の影響による上昇分を軽減するために必要と見込んだ額を計上いたしており

ます。 

 続きまして、議案第１７号平成２２年度平生町後期高齢者医療事業特別会計予算についてであ

ります。予算総額は、１億８，９８１万１，０００円でありまして、前年度比７．０％の増加で

あります。 

 歳出につきましては９ページからでありますが、総務費につきましては、職員１名分の人件費

を予算措置をいたしておりますので、増加しております。後期高齢者医療広域連合納付金につき

ましては、一般会計からの繰り入れる保険基盤安定や事務費等の負担金と保険料収納分を合わせ

て広域連合に納付するものであります。 

 歳入につきましては６ページからでありますが、保険料につきましては、保険料の改定や被保

険者数などにより広域連合で試算した納付見込により計上いたしております。前年度対比で１０．

４％の増加となるものであります。一般会計繰入金につきましては、事務費と保険基盤安定分を

合わせたものになっております。 

 以上で、平成２２年度各特別会計予算の説明を終わらさせていただきますが、一般会計予算、

並びに該当いたします各特別会計予算の末尾に、給与費明細書、及び債務負担行為に関する調書、

並びに地方債に関する調書を、それぞれ添付いたしておりますので、御参考に供していただきた

いと思います。 

続きまして、議案第１８号平生町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

御説明申し上げます。本条例につきましては、緊急行財政改革プログラムの一環として実施をした

非常勤職員の報酬の減額措置を回復し、報酬額の改定をいたすものであります。従来本町の非常勤

の特別職の報酬額は、その年々の経済状況に応じ人事院勧告の変動率に準じた改定をいたしており

ましたが、平成１７年度に発効しました緊急行財政改革プログラムの一環として報酬の減額措置を

実施してからは額を改定することなく経過してきたところであります。この間、対象となった方々

には町の財政立て直しのため大変な御苦労、御協力を賜りましたが、このたび新年度予算の編成に

当たり、報酬額復元の財政的な目途が立ったことから、緊急行財政改革プログラムの最終年を一つ

の区切りとして、これを回復いたすものであります。 

続きまして、議案第１９号町長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例について御説

明申し上げます。本条例につきましては、平成１７年度から継続してきております特別職の給料の

削減を、平成２３年３月までさらに１年間継続するものであります。削減の内容といたしましては、

給料月額に対し、町長が１５％、副町長及び教育長が１０％削減するものであります。 

続きまして、議案第２０号平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し

上げます。本条例につきましては、国民健康保険税の算定における資産割を廃止をし、所得割、均
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等割、世帯割による３方式での算定方式に改めるものであります。応能割としての資産割について

は、かねてから改善要望が寄せられておりまして、本町におきましてもそのあり方について検討を

重ねてまいりましたが、県の動向、資産割の算定方式のない後期高齢者医療制度への移行等を考慮

し、廃止が適当との結論に至ったものでありまして、廃止による収納税額の減少分につきましても

新たな３方式の税率により調整をいたすものであります。 

続きまして、議案第２１号平生町地球温暖化対策推進基金条例について御説明申し上げます。本

条例につきましては、地域住民が主体となって行う地球温暖化対策にかかわる費用に充てるため新

たな基金を設置するものであります。地球温暖化については、地球レベルの環境問題でありまして、

私たち自治体としても将来を見据えて着実に取り組む重要な課題であると認識をいたしております。

当基金は、風力発電所の固定資産税の一部を原資に設置をいたすものでありますが、基金設置後は、

地球温暖化対策の一環として、本町独自の住宅用太陽光発電システムの設置費助成に係る財源とし

て使用するものであります。 

引き続きまして、議案第２２号平生町立児童福祉施設条例の一部を改正する条例について御説明

申し上げます。本条例につきましては、宇佐木及び佐賀保育園の入所定員を実態に即した定員に改

めるものであります。このたび保育所運営費国庫負担金の保育単価等の定員区分が１０人刻みに改

正されることを契機に、５人刻みの定員区分となっておる宇佐木及び佐賀の２園の入所定員につき

まして実態に即した定員に改正するものであります。 

続きまして、議案第２３号平生町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について御

説明申し上げます。本条例は、これまで未実施であった後期高齢者医療被保険者への人間ドック費

用の助成を行うべく条例改正をいたすものであります。人間ドックの受診につきましては、後期高

齢者医療制度では助成制度がこれまで実施されておらず、被保険者からも費用助成の要望が多数寄

せられていたところでありまして、この人間ドック費用の助成を実施いたすものであります。 

続きまして、議案第２４号平生町営住宅条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。

本条例につきましては、解体を予定をしております老朽住宅につきまして用途廃止をするものであ

ります。対象となる住宅につきましては下横住宅１戸と尾土路住宅２戸でありまして、いずれも木

造住宅の耐用年数として定められております３０年を既に経過しておりますもので、老朽化により

引き続きの管理が不適当であるとの判断し、用途を廃止するものであります。 

続きまして、議案第２５号山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更について

御説明申し上げます。本議案につきましては、平成２２年４月１日から山口県市町総合事務組合の

共同処理する事務のうち、職員退職手当支給事務を処理する団体に宇部市交通局を加え、非常勤職

員及び公立学校の学校医等に係る公務災害補償事務を処理する団体に下松市を加えるものであり、

地方自治法第２９０条の規定によりまして、一部事務組合を構成する市町議会の議決が必要となる
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ことから、御議決をお願いするものであります。 

以上をもちまして、予算１７件、条例７件、事件１件の議案につきまして提案理由説明を終わら

させていただきます。また、予算及び事業関係の補足資料といたしまして、別冊を添付いたしてお

りますので、御参考に供していただきたいと思います。 

なお、説明不足の点もあろうと思いますので、皆様方の御質問によりまして、私並びに説明出席

者よりお答えしたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。 

最後になりましたが、報告第１号平生町土地開発公社の平成２２年度事業計画及び資金計画並び

に予算につきまして、簡単に御報告させていただきます。 

 本日提案をいたします議案の末尾に添付をいたしておりますのは、去る２月９日に平生町土地開

発公社の理事会を開催をいたし、御承認をいただいているものであります。主な事業計画は、公共

用地の取得、造成でございまして、これらに伴います資金計画及び予算を定めたものであります。

この内容につきまして、地方自治法第２４３条の３第２項の規定によりまして、町議会に御報告を

申し上げるものでございます。 

以上で、数多くの議案の提案を終わらさせていただきますが、よろしく御審議をいただきまして、

御議決を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（福田 洋明君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。午前１１時１５分から再開いたします。 

午前１０時５９分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前１１時１５分再開 

○議長（福田 洋明君）  再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．一般質問・行政報告及び提出議案に対する質疑 

○議長（福田 洋明君）  日程第３１、一般質問・行政報告及び提出議案に対する質疑を行います。 

 まず、一般質問を行います。 

 質問の通告順に順次発言を許します。大井哲也議員。 

○議員（２番 大井 哲也君）  よろしくお願いします。平生小学校教室及び中学校耐震化に伴う工

事の入札が、２月１８日に行われましたが、４件中２件が同額札によるくじ引きとなりました。適

正な見積もりで落札するのではなく、くじ引きで落札業者が決まるというのは、企業の積算能力を

含めた経営努力が反映されない運任せの制度であり、適正な競争という本来の目的に沿っていませ

ん。 

 また、現在の入札方法では、建築工事等は最低制限価格で落札すると、直接工事費を下回ること
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になります。これでは工事の手抜き、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底に

つながりかねません。最低制限価格を含む平生町工事入札制度の改正が必要だと考えます。町長の

お考えを伺います。お願いします。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  町の入札制度に関連をして、一つは、今の実態でくじ引きで結局決まった

と、運任せじゃないかということで、その辺のちゃんとした競争原理に合ってないということが一

点と。それからもう一点は、今の特に建築はいわゆる直接工事費を下回ると、最低制限価格は、と

いうことで、手抜きとかが、あるいは下請けにとって大変好ましくないという状況の指摘だと思っ

ております。 

 御承知のように、本町でも入札制度いろいろ取り組みを進めてまいりました。できるだけ公正、

そして、また、公正な競争を、促進をさせようということで、最低制限価格制度を設けて今日まで

やってきておりますし、特に５００万円以上の工事につきましては、予定価格の事前公表と、それ

から、最低制限価格については、算定基準についてこれを公表するということで説明をして今日ま

でまいっておりますから、いろいろやっていく中で、それなりの能力があれば、工事価格の積算が

できるということが結果として出ております。こうしたことで、結果的にくじ引きをやって運任せ

ということが、たびたび起こるというようなことになったのでは、これはやっぱり改善をしなきゃ

いけないというふうに私自身は考えております。この辺については、改めて今の制度の問題点を十

分つかんで改善を図るところは図っていくということにしたいと考えておりますし、また、下請け

の関係については、今いろいろ公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、これに基づ

いていろいろ下請けの場合も届け出等々含めて、いろいろ決まり事が出されております。こういう

ことにつきましても、いろんな工事の手抜きとか労働条件の悪化、あるいは安全対策、こういった

ことがしっかりできるように、町としても指導徹底をしていきたいというふうに考えております。 

 したがいまして、この入札の制度につきましては、先般もちょっと議論が出ておりましたけれど

も、いろんな企業の技術力だとか、あるいは地域への貢献度とか、この辺を含めて総合評価方式が

採用されるところがたくさん出てきておりますけれども、この辺を含めて町としても検討を進めて

まいりたいと。最低制限価格制度の見直しについても、具体的に検討を進めていきたいというふう

に考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（福田 洋明君）  大井哲也議員。 

○議員（２番 大井 哲也君）  ここ数年にわたり、町内業者の廃業とかが見受けられますが、入札

制度改革を含む地場産業の育成のための、なお一層の尽力をお願いして終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（福田 洋明君）  渕上正博議員。 
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○議員（６番 渕上 正博君）  では、通告書に従って質問をさせていただきます。 

 まず、１点目に、住宅リフォーム制度についてでございますが、この質問は、０４年の１２月議

会で質問をしております。今回再度質問をさせていただきます。 

 国民の暮らしは今、底なしの悪化を続けております。失業率は急上昇して５.１％、これに達し

ており、昨年の消費者物価はマイナスの１.３％と過去最大の下落を記録しております。これに対

しデフレの様相を強めているところでございます。２０１０年度の政府の見通しでは、成長率がプ

ラスですが、雇用者の報酬はマイナス０.７％となっております。家計の所得が改善する見通しは

全く立っておりません。そこで、この問題については、建設山口のほうからも陳情が出されており

ます。議会のほうとしても議論をしていかなければなりませんが、当町としても、慎重に議論を重

ね、よい方向性を出すべきだと私は考えております。 

 中身を少し説明をさせていただきますと、町民が住宅の修繕、改良をする場合、町内業者に発注

をすれば、町が一定額を直接助成する住宅リフォーム制度です。地元中小零細企業と、それにかか

わる業者さんの仕事を確保するなど、町内の経済対策を目的とした制度でございます。県内では、

山陽小野田市が昨年の１０月に導入をしているところでございます。内訳を見ますと、工事費の約

１割の助成で最高額は１０万円となっております。市は住宅リフォーム助成事業として、１０月の

１３日に受け付けを開始、１２月の１８日に締め切ったそうですが、助成件数が３０８件、市の助

成額は２,１００万円です。工事の総額は、２億２,８００万円となっております。予算に対する波

及効果は、実に１０.９倍にのぼっております。 

 また、市議会についても、この住宅リフォーム資金援助事業は、来年度もするようにと決議を全

会一致で採択をしておられるそうです。当町に置きかえてみましても、１０.９倍という波及効果

は随分と大きいと思います。全額が町内の業者さんに入り、町内が活性化することは間違いないと

考えられます。当町でも制度の導入をされるべきだと考えていますが、この点についてどのように

考えておられるかお伺いをいたします。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  住宅リフォームの助成について、小野田市の例を引きながら、町としての

見解を今求められたわけでございます。議員も今、質問の中でもう結論を申されておりましたよう

に、議会もちょうど折からこの陳情も出されておるということですから、しっかり議論をして、具

体的な町としても対応をして検討をしていきたいというふうに考えております。 

 ただ、今これを出されて、確かに経済波及効果、そして、また、地域の活性化につながるという

面は否定できませんし、そういう部分があると思います。各、今全国でも実施をされておりますが、

多分に国の補助事業といいますか、住宅の地域住宅交付金を活用してやっておるようでございます

し、小野田の場合は、臨時交付金を活用してやられたようでございますが、いろいろこの辺の補助
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事業の制度がどうなっていくのか、ほとんど、ですから１年度、小野田では議会で議決をされたと

いうことでありますが、単年度措置でやられてるようなところも結構たくさんあります。単発でや

ってどうなのかなというところも確かに検討をしなければなりませんし、それから、ぜひ今から町

としても具体的な、町内での需要動向をどういう業者さんが対象事業業種がどのぐらいあって、ど

ういう見通しがもてるのかという基礎データを少し集めて、具体的な検討を少しして、議会でもい

ろいろ陳情の審査が行われると思いますが、我々としてもしっかりそこら辺の検討を進めていきた

いと。最終的にはやっぱり全体の流れということも含めて総合的に判断をしていきたいというふう

に考えております。 

○議長（福田 洋明君）  渕上正博議員。 

○議員（６番 渕上 正博君）  今、御答弁をいただきましたが、基礎データを集めてこれを具体化

していくという、こういう答弁をいただきました。私は今、他の市町村がこれ成功しているわけな

んですよね。その中で、これは町内でも必ず活性化ができると、こういうふうに思っています。町

内が活性化すれば、やがては町の税収にもかかわってくると思います。必ずこれ町財政に還流して

きます。この制度そのものはね、まさに一石二鳥ではないかと思いますので、この辺は今町長が御

答弁されました、基礎データを集めてぜひ具体化をしていっていただきたいと思います。これは要

望で結構でございます。ということで、次の質問に移らさせていただきます。 

 次は、介護療養病床の廃止についてでございます。民主党は昨年の総選挙のマニュフェストに療

養病床削減計画を凍結をすると、こういうふうに書いておりました。しかし、この１月２７日の参

議院予算委員会で、長妻厚労相は、基本的に介護療養病床の廃止の方向性は変わりませんと、こう

いうふうに答弁をいたしました。療養病床を削減をする方針を決めたのは、社会保障費の削減を進

めた自公政権ですが、２０１１年度末までに医療保険適用の医療療養病床を２５万床から１５万床

に減らし、介護保険適用の介護療養病床を１３万病床から０にするという計画を０６年に決定をい

たしました。 

 しかし、医療療養病床は、各都道府県の目標に即して２２万床程度残す方針に転換をいたしまし

たが、介護療養病床の廃止は変更をされておりません。医療病床は緊急の治療が必要な患者には、

一般病床に入院した後、回復期のリハビリ病床での治療を経て、長期にわたり療養を必要とする場

合には療養病床に移ります。介護療養病床が廃止されると、医療の必要性が低いと区分された患者

は、介護施設か在宅に移るしかありません。介護療養病床をなくしたら不幸な時代が訪れるでしょ

うと言われる先生もおられます。それは受け皿とされる転換型老健、介護療養型保健施設には、夜

にはお医者さんがおりません。結局今でも大変な救急の現場に終末期と言われる患者が大勢運ばれ

ることになります。 

 また、介護療養病床の入院患者の要介護度は平均が４.３です。要介護の１から５の中でも最も
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病気も急変しやすい人たちです。これは先生の言われるとおり医療難民を生むしかならないと私も

考えております。当町には、皆さんも御承知のように、現在８８８ある療養病床の中で、４４４の

介護療養病床があります。今この介護療養病床が０になる可能性があるわけなんです。当町におい

ても介護療養に入院されている方が、約１割程度おられると聞いております。この人たちが医療難

民となれば、私は大変なことになるんではないかと、このように今思っております。そこでまず、

１点目に、この計画に対し町長はどのように考えておられるか、お伺いをいたします。 

 もう一点は、この計画がこのまま進めば多くの失業者を生むことになるとも考えられます。当町

にとっては大きな問題となると考えられますが、この２点についてお伺いをいたします。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  介護療養型病床の廃止に伴って、その対策として、どうしていくのかと。

町長の基本的な考え方と場合によっては失業者が発生する事態になるということで、そこら辺の対

応についての御質問をいただきました。もうこの前から大変これは大きな我々の課題になっている

テーマであります。国のほうが介護療養型施設について廃止をするということで、３８万床を

１５万床と、医療型だけにすると。結局今、御指摘のありましたように、今のところ２２万床ぐら

いということですが、介護型のやつについては、これをなくしていくという形になっているように

思います。 

 これは今ちょっと先ほど御紹介がありましたけれども、政府の方針について、長妻厚労相の答弁

が出されておりますが、私のほうも調べさせていただきまして今、国のほうは今、こういう状況の

中で大変国民にとっても、あるいは事業者にとっても、大変な不安があるということについて、長

妻大臣のほうが、これは２月１９日の厚生労働委員会において、質問に対して長妻国務大臣の答弁

ということで、実態と合っていないという声がたくさん寄せられておると。今実態調査を詳細に進

めておると。本当にその方が転換する行き先が確保されているのか、あるいは、また病院の経営者

の皆さんはどのようにお考えなのかということを調査しておりまして、今年の夏ごろまでに結果が

出てまいりますので、その結果を踏まえて今後の方針を決定するということであります。いずれに

いたしましても、この計画の猶予を含めて検討をしていくということになります。ということで答

弁をされております。 

 どうも、この辺で私自身が今、感じておるのは、さっきも御指摘がありましたように、民主党が

掲げたマニュフェストと実際の今の政権与党としての大臣の答弁と、この辺がぴたっとどうもいっ

ていない状況にあることは間違いないんではないかなと。ただ、いろいろどういうふうにこれから

やっていけばいいのか、そのために今、実態調査をやりよるということでありますから、これはこ

れで踏まえて、夏ごろには大方方向が出るということですから、これはしっかり受けとめて、我々

も注視をしていきたいと思いますし、また、この地域にあっては今、御指摘がありましたように、
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８８８床のうちの４４４、ちょうど半分の病床のあり方について、これは今のところはこれをさっ

きありました新型老健と、それから、医療型と、その半分ずつ転換をさせていくというふうに今、

聞いてはおりますが、それとあわせて平生町として、町としてどうしていくのかということになれ

ば、今度のできる老健がそこにできますけれども、これをあわせた介護保険計画を策定をいたして

おります。これは平生町が今、２１、２２年度で３８名というふうにうちでは今つかんでおります。

３８名のうち、介護保険計画でも示しておりますように、介護療養型医療施設は３８名のうち

２０人と推計をしておるということでございまして、そのかわり老健のほうが増えていくと。それ

とあわせて、今言いましたいわゆる新型老健等々を含めて対応していくということになりますから、

これは引き継いでいけるというふうに今、町内の対象者はそうでありますけれども、十分やってい

けると、その辺はカバーできると思っておりますが、全体としての流れについては今、申し上げま

したように、国の動向を踏まえて、事業者とも十分そこら辺はまだ今から調整をしていかなきゃい

けないというふうに考えております。 

 したがって、特にさっき御指摘の２番目にありましたように、配置基準がお医者さんと看護師が

いわゆる介護施設の場合だと、例えば１００名の入院者数が１００名、入所者が１００名というこ

とになりゃ、お医者さん３名と、医師が３名というのが療養型、今度の介護療養型老人保健施設だ

と１名と。看護職員数は一緒、介護職員も看護と介護については、これは一緒ですね。医者が３名

が１名と。配置基準が変わってきますから、そこのとこで少し、あるいは老健の場合だともうちょ

っと下がったりしますから、そこで若干の配置が変わってくるということも想定をされますから、

十分その事業者ともその辺については連携といいますか、調整を図っていくように、これからやっ

ていきたいというふうに考えております。 

 一応町内での約１割ぐらいというふうにさっきありましたが、３８名、うち２０名をそういう形

で想定をしてやっていく。あとは老健と転換型のそういった新型の施設という形になっていこうか

と思っております。 

○議長（福田 洋明君）  渕上正博議員。 

○議員（６番 渕上 正博君）  今約１割が３８名という答弁をいただきましたが、私事で悪いんで

すけど、今うちの母親もこの前退院をして今、在宅で看護をしております。それを看護をしてみま

すと、やはり家の中をあけることができないんですよね。あけたらちょっとまだまだ足が丈夫なも

のですから、ちょっとでも外へ出るわけなんです。だからだれかが家におらなければいけない、そ

ういう事態があるわけなんですよね。この辺でやっぱりこういう問題というのは、今からはどんど

ん出てくるから、これだけは今からも町としてもやっぱりその辺をちゃっと論議をされて、今から

どうするんか、今からの高齢社会に向けて、どういうふうな対策をもっていくんか、こういうこと

をぜひとも早急につくっていただきたい。これを要望としてお願いをして、質問を終わります。 
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……………………………………………………………………………… 

○議長（福田 洋明君）  岩本ひろ子議員。 

○議員（３番 岩本ひろ子さん）  それでは、質問をさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 ゴルフ場跡地の活用についてお伺いいたします。十数年前町内でゴルフ建設の計画がありました

が、それが中止になり、町としては、その土地の乱開発防止のために業者さんより３,０００万円

でその土地を購入されたと存じております。その当時の目的は達成されております。その後、その

土地を売却されようとしておられましたが、それは中止となりました。それからは動きはなく今日

に至っており、いつまでも放置しておくのは町にとって損失だと思われます。町長はこの土地をど

のようにされるおつもりでしょうか。また、今後、利用する計画はあるのでしょうか。お伺いいた

します。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  ゴルフ場の跡地の活用についてでございます。今議員御質問にありました

ように、昭和６３年ごろから計画、ゴルフ場の計画が持ち上がったようでございまして、乱開発防

止といいますか、環境保全という意味で、民間の企業が、７３万平米あるんですが、これを土地の

処分をするという動きの中で、町としてもこの土地をぜひそういった意味で住民の不安を払拭をし

ていくという意味から、この土地の土地開発基金によりまして土地の取得をさせていただきました。

これは平成１３年の６月の定例議会で御議決をいただいた経緯でございます。 

 それで、その後いろいろ町としても若手の職員を中心に、いろんな開発計画といいますか、企画

段階でいろんな職員の意向も十分反映をさせながらやってみようと、どういう絵がかけるのかとい

うようなことで、いろんな取り組みをやってきた経緯もありますし、「ぶち えー ビレッジの構

想」ということでお示しをしたこともありましたけれども、その後、なかなか土地の形状は、御承

知のようにかなり起伏があったり虫食い状況になっておったり、大変池がたくさんあったりと、大

変難しい形状になっておることは御承知のとおりであります。 

 したがって、これなかなか計画ということになると、開発計画というのはそういった土地の形状

をどうしていくのかという、まず基本的な部分で大変難しい問題があるというふうに思っておりま

すし、先般も民間の企業の方からいろいろ買い受けたいというようなことで、それは議会ともいろ

いろ協議をしながら白紙に戻すということになっておりますから、これはこれとして一応その件に

ついては終了をいたしておりますけれども今、具体的な町としてここをこういうふうにするという

計画を持っているわけではありません。将来に向かって具体的な活用方法といいますか、そういう

ものを検討する段階になれば、当然議会の皆さんにも十分相談をしながら町の活性化につながった

り、町民のメリットになるような形でこの土地が生かしていけるように、将来とも考えていくとい
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う基本的な考え方は持っておりますので、また改めてそういう時期になれば、御相談を申し上げる

ということになろうと思っております。 

○議長（福田 洋明君）  岩本ひろ子議員。 

○議員（３番 岩本ひろ子さん）  今の答弁のように、町内の活性化につながるように、何かやはり

町有財産は町民のものでもあり、勝手に動かされないとは思いますが、町民の皆さんに納得される

ような計画を考えられ、早急に、あそこは自然があり、美しい海も近くにありますので、環境のよ

い場所なのですから、有効に使うことをぜひ早目に、引き延ばすんではなくて、早目に考えていた

だきたいと思います。あそこもいろいろ土地としては温泉が出るとか、いろいろあるらしいんです

ので、そういうところも研究されて、もっと活用されるということを考えていただきたいと思いま

す。 

 また、人口を増やすためにも、リタイヤして帰ってこられる方が住んでいただけるような環境と

いうか、そういう場所もつくり、少しでも人口が増えるというか、つながるように計画されていっ

ていただきたいと思います。この土地の有効の利用というのも、誘致する方法もあると思いますけ

ど、この土地は将来誘致されるのか、それとも町でもうするのか、その辺を考えておられるのでし

ょうか。この辺をお聞きいたします。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  土地の活用につきましては今、申し上げましたように、町の町民にとって

本当にメリットになるように、あるいは、また地域の活性化につながるように、当然そういう形で

生かしていくということになろうと思います。 

○議長（福田 洋明君）  岩本ひろ子議員。 

○議員（３番 岩本ひろ子さん）  できるだけ有効に活用されることを要望して終わりにいたします。

ありがとうございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（福田 洋明君）  細田留美子議員。 

○議員（８番 細田留美子さん）  それでは、通告に従い質問いたします。 

 先日、平生町の高齢化率が３０％を超えました。これからも地域で暮らす高齢者が増えてきます。

それに伴いいろいろな課題が生まれてきますが、今回はその中から高齢者の交通手段の確保につい

て質問いたします。 

 私たちは年を重ねると体のあちこちが不具合が生じ病院に通うことも多くなります。また、生活

のための買い物もありますし、地域の行事や講演会などに出たいということもあります。しかし、

中心部はともかくとして、周辺部のほうは高齢者、特に女性は車の免許を持っていない年代が多く

ございます。そういったことについて、今回の座談会でも話が出たと思います。今までもこの課題
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はずっとあったわけですけれど、例えば社会福祉協議会が、コミュニティバスのようなものをちょ

っと試験的に行ったこともございます。でも、アンケートでみんな乗りたいというアンケートは出

てくるんですけれど、実際に運行してみると乗り手が少なかったということで、それは中止になっ

ております。 

 また、大野では地区社協が移動ボランティア、ボランティアで運転をしてあげようというのをや

っておりますけれど、これも当初は２０人ぐらいの方が利用したいということだったのですけれど、

この方たちも高齢化して利用できない状況になったりして、少しずつ減って、広がりがなかったわ

けです。運転ボランティアの方たちは十数名熱心な方が取り組んでいらっしゃるんですけれど、他

地区への広がりもなかったし、大野の中でも広がりがなかった状況です。これは原因はいろいろと

考えられるんですけれど、気兼ねだとかいろいろタクシー会社との兼ね合いもありますから、いろ

んな問題があるのですけれど、これだけ３０％という高齢化率ですので、やっぱり足の確保はとて

も大切な問題で、急いでやらないといけない問題だとも思います。それで、よそはどうしてるかな

と思ってちょっと調べたんですけれど、県内１９市町あるわけなんですけれど、そのうちの９市町

が、福祉タクシーの利用券を出したり、バスの割り引きをしたりしております。コミュニティバス

という話も以前私もしたことがあるような気がするんですけれど、それはちょっと費用対効果でな

かなか難しい面もありますので、タクシーの利用券の助成、これが考えられないか、お伺いしたい

と思います。 

 このあたりで、大島町は８０際以上の方に初乗り運賃相当のものを年間１２枚、柳井市について

は７５歳以上のひとり暮らし、もしくは７５歳以上の高齢者世帯などの交通手段のない人に、年間

２４枚、これも初乗り運賃。田布施町は４８枚、７５歳以上のひとり暮らし、７５歳以上のみの世

帯に基本料金を年間４８枚出しております。近隣もこういったことをしておりますので、平生町で

それができないかどうか、お尋ねいたします。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  特に高齢者の交通手段の確保についてということで、かなり高齢化社会が

どんどん進んでいきますし、本町において、いろんな今までの経緯もありますけれども、特に交通

手段を確保していくということが、地域においても高齢者の生活をよりその地域でやっていけるよ

うに、このタクシーが利用できるような方法を考えてくれということでございます。先般から、き

ょうも所信の中で申し上げましたけれども、地域福祉計画策定に向けて、それぞれ９会場でこの前

から住民座談会を行っております。その中でやっぱり高齢者の足の確保というのは、やっぱり非常

に切実な、病院に通うこと、買い物をしたり、やっぱり特に切実な問題だと思います。 

 それで、町内を見ても中山間、先ほど大野のいわゆる移送サービスの取り組みのボランティアに

よる実績はありますけれども、町内においては、バスの中山間地帯、佐賀方面はありますが、竪ケ
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浜のほうはバスが通ってないというようなこともあって、いろんな克服しなきゃいけない課題が現

実に平生町としてもあると思います。今ちょうどこの地域福祉計画の策定に向けて座談会を開催を

いたしておりますが、これを今から、この３月末から第２回目をやる。それから、今年の秋に向け

て取りまとめをやっていくという方向になろうと思いますが、こうした流れの中で、この問題を考

えていかなきゃいけないというふうに考えております。特に、これから今、大野でのああいった運

転ボランティアの実績がなかなか広がりを見せていない、いろんな要因もあるんだろうと思います

し、現実にああいって一生懸命、地域でやっていただいておる方々もいらっしゃる。 

 したがって、こういう主体的に取り組んでいただいてる方々ともしっかり協議をしていかなきゃ

いけないし、どういう形でそういう足を確保していく方法を考えていくのかと。福祉のそういうタ

クシーということになってくると、それとの整合性をどういうふうに図っていけばいいのかという

ようなことも、現実の課題として出てまいりますから、いずれにしても今回こうした高齢者対策の

一環として、その足を確保していくということについては、今度の地域福祉計画の中でしっかり位

置づけをして、足を確保していく具体的な方向づけをしていきたいと思っております。そういった

福祉の分野で今、障害者とかいろんな方々が利用されておる実情も十分聞きながら、高齢者の方々

の福祉タクシーの利用券のあり方といいますかね、利用券交付事業というのでしょうか、交付に向

けて少し検討をしてみたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（福田 洋明君）  細田留美子議員。 

○議員（８番 細田留美子さん）  前向きに検討をしたいというお答えでございました。地域福祉計

画の中で位置づけていきたいということだったんですけれど。今までタクシー券を使ったらどれぐ

らいの予算がかかるかなんかを試算されたことがおありでしたら、ちょっとお伺いしてみたいと思

います。このお話は随分前から出てますので、そういったこともひょっとしたら考えてらっしゃる

んじゃないかと。あと他市町のいろんなそういった兼ね合いについても、調査研究してらっしゃる

んじゃないかと思います。そのあたりのこともちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  河野健康福祉課長のほうから答弁をさせます。 

○議長（福田 洋明君）  河野健康福祉課長。 

○健康福祉課長（河野 孝之君）  失礼いたします。他市町の実施状況と、それから、本町で想定さ

れるのはどれぐらいかということでございます。お隣の田布施町さんのタクシーの助成の状況につ

いてでございますが、２１年度の予算は、４５０万円、それから、２２年度については、４９０万

円を今、計上の予定というふうに伺っております。もし本町のほうでマックスでございますけれど

も、もし７５歳以上の方を対象といたしましたら、７５歳以上のひとり暮らしの方が、今現在で

３５２人おられます。さらに、お二人暮らしの世帯は１９１世帯ございますので、初乗りといたし
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まして計算をいたしまして、大体２４枚、年間２４枚で計算すると、約４００万円ぐらいがマック

スで想定されるんじゃないかというふうに思っております。 

○議長（福田 洋明君）  細田留美子議員。 

○議員（８番 細田留美子さん）  ４００万円、今いろんなところを絞り込んで絞り込んでやってる

時代ですので、その４００万円が捻出がどうかというお話になるんですけれど、よく町長が何かの

事業をやめて次の事業をという、スクラップ・アンド・ビルドですか、スクラップ・アンド・ビル

ドっておっしゃってますけれど、もしも可能なというか、一つの考え方なんですけれど、例えば敬

老会の事業をしてますよね、昨年１６０万円ぐらいの予算を組んでますかね。今年も１５９万幾ら

の予算が組んでありますけれど、そういったものをやめてといいますか、十何％の今２０％以下の

参加率で、これはずっと前からどうしていくかという懸案の事項でもあります。婦人会なんかでも

いろいろ考えて、行政と一緒に考えてたことなんですけれど、このあたりをちょっと形を変えて、

その予算を例えばタクシーの初乗りのものに振りかえれるとしたら、大島ぐらいの、ですから年間

１２万円ぐらいの利用相当額にはそれでたたき出せると思うんですけれど、そういったお考えもこ

の際考えていただけたらなと思っております。 

 いずれにいたしましても、住みたくなる平生、住んでよかったと思われる平生っていうことにな

りますと、近隣と比べて余り福祉政策に遜色があるというのはどうかなと思いますので、そのあた

りのことも考えていただきたいと思います。 

 大野の老人クラブでは、今いろんな行事をするときにタクシーを使用しております。それで参加

する人が増えたということも聞いておりますので、町内で暮らすお年寄りが健康で文化的な生活が

享受できるように、高齢者の交通手段の確保も含めて、総合的な効果的な施策が実行されることを

期待いたしまして、一つ目の質問を終わります。 

 二つ目の質問に入っていいですか。 

 それでは、保健センターの機能の充実について質問をいたします。保健センターは、健康福祉課

の福祉班として、母子保健対策事業を初め、町民の健康づくりや精神保健、栄養改善などの事業を

行い、住民に直接触れ合うことが多いところです。 

 ところが、最近乳幼児をお持ちのお母さん方から、「センターは職員がいつも少なくて忙しそう

で、ゆっくり話も聞けない」とか、「これまで町内の様子がいろんな情報がもらえたんだけど、今

センターが持っている情報量が減ったようだ」とか、保健センターの活動の一部を支えてる母推さ

んですね、母推さんからも「活動していく上で、これまでいろんなサポートを受けていたけれど、

それもちょっと難しくなったようだ」という話を聞いております。それでちょっと調べてみました。

情報量の問題は個人情報保護法の兼ね合いもあると思いますけれど、これまで各公民館や保健セン

ターで行われてきた予防接種や基本健診、がん検診が集団から個別に変わり、住民と直接対応する
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機会が減ったため、地域や各人が抱えている課題が把握しにくくなったということも原因の一つだ

と考えられます。 

 また、職員に対して仕事量が多過ぎて、各地域に出向く機会が減ってる、いろんな事業で今まで

各場所に出向いて来られていた保健師さんが、なかなかそれができなくなってるという面もあるよ

うです。保健センターは通常６人の職員で構成されているのですが、本年度は２人が育休、産休、

育児休業のために休まれております。事務職の方も、これ新人の方が事務職に入られたようなんで

すけれど、この方もちょっと体調を壊してただいま休業中です。そのあたりはパートで対応されて

いるようですけれど、パートでできることと正職員でないとできないことがあります。事業の報告

とか研修とか会議とか、そういったものは正職員でないとできません、対応できません。そういっ

た適正な人員配置が足りてるのかなというのがちょっとすごい疑問になってるんですけれど、その

あたりのことで保健センターの機能充実についてどう考えておられるか、まずお伺いいたします。 

○議長（福田 洋明君）  ここで暫時休憩いたします。午後１時から再開いたします。 

午後０時００分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時００分再開 

○議長（福田 洋明君）  再開いたします。 

 山田町長。 

○町長（山田 健一君）  保健センターの機能の充実についてということで、体制が今のままで大丈

夫かということについて御質問をいただきました。確かに保健センターで、今いろんな取り組みを

今日まで実施をさせていただいておりますし、また、かなり御指摘がありましたように、いろんな

事業が増えてきておることも事実です。それから健診についても集団検診から個別のほうに移って

くるというようなこともありまして、なかなか地域の皆さんとの接点といいますか、そういうもの

も確かに低下をしてきている部分があります。 

 ただ、例の妊婦検診の１４回への実施とか新型インフルエンザとか、この前から随分いろんな女

性特有のがんの検診だとか、随分新しく取り組む事務事業が増えてきておるということも事実であ

ります。 

 加えて、御指摘がありましたように、ちょうど今育休で２名の職員がちょうど今職場を離れてお

るというような状況でございまして、何とか今、関係者の努力によってしのいでいただいておると

いうのが現状でありまして、この秋にはちゃんと復帰できる見通しがありますので、何とか安定を

してくるんではないかなというふうに思っておりますが、全体のそういった事務事業のバランスと、

それから、体制等、十分また改めてその時点でも十分検討をさせていただきたいと。今は何とか今

はしのいでもらっておりますが、改めて職員の頑張りには感謝をしたいと思っておりますけれども、
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こういった全体の事務事業のこなしていく仕事と体制というのは、もう一度しっかり直視をしなが

ら、この辺のあり方について秋にはそういう形で復帰をしてきますから、その時点でも、また改め

て体制について考えていきたいというふうに考えております。 

○議長（福田 洋明君）  細田留美子議員。 

○議員（８番 細田留美子さん）  今町長がおっしゃったように、２１年度の新規事業として、妊婦

検診の公的負担が２回から１４回になったこと、１カ月児の健康診断が公的負担が開始されたこと、

乳児全戸訪問事業が始まった、養育支援家庭訪問事業も始まったというのが２１年度で新規。年度

途中から、今回は急にですけれど、インフルエンザが発生いたしましたので、そのインフルエンザ

の接種費用の軽減事業や女性特有のがん検診の受診事業、それから、５歳児の発達相談がこの

２１年度は加わってきたにもかかわらず、その体制でよくやってらっしゃるなという思いもござい

ますし、また、最近精神保健福祉事業が県から１６年度から保健センター、町に下りてきてますし、

老人保健事業も健康増進事業と介護保険事業に分かれたりして、保健センターの働きはますます重

要で、それから、量が増えております。そういった中、育休で今回２人とられたということなんで

すけれど、この育休というのはもう最初からというか、年度初めからわかってたことだろうと思い

ます。休みをとって、あと残った人がしわ寄せいって大変だったというんでは、今度復職されたと

きに、復帰されたときに、やっぱり気持ちよく働けませんし、保健センターは特に出産とか育児と

かいうものの指導をしていくところですから、御自分の育児体験、出産体験というのは非常にスキ

ルアップの面でも有効ですので、まず町内どこもなんですけれど、女性職員が働きやすい職場とし

ていただきたいという思いもありますので、そうしたところをちゃんと体制を整える必要があると

思いますけれど、これはどうお考えでしょうかというのと。 

 それから、老人保健事業については、社協や高齢福祉班が同様の事業をしていると思います。そ

の中でやっぱり同じような事業をしてないかどうか、そういった洗い出しとか三者で情報交換とか

いったことをされているかどうかという二つ目の質問と。 

 最後は、ちょっと機能の充実以前の問題なんですけれど、お母さん方があそこに行ってもだれが

何をしているのかわからないのよというお話で、今回特に育休のかわりに非常勤の方にもパートの

方にも入っていただいてますけれど、そういった方のお顔が見えないということで、センターの入

り口あたりに顔写真と名前と、その方たちが担当されていることを掲載してはどうかという思いも

あります。市町、県とかやってるところもございますので、そういった掲載も考えられていないか、

あわせて三つお伺いいたします。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  最初の今の保健センターの体制ですが、女性が多いわけでありまして、し

っかり働きやすい環境をといいますかね、そういうものを十分整えていくようにこれからもしっか
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り考えていきたいというふうに思っております。 

 あとそれぞれ保健センターなり健康福祉なり、あるいは社協なり、三者でそれぞれ事業を協議を

しておるかということですが、このことと顔が見えるようにという今、提案もあったんですが、健

康福祉課長のほうから答弁をいたしたいと思います。 

○議長（福田 洋明君）  河野健康福祉課長。 

○健康福祉課長（河野 孝之君）  それでは、保健センターと健康づくりについては高齢福祉班、介

護予防について言えば高齢福祉班、あるいは、また平生町社協との事務事業は同じようなものがあ

るから、すり合わせの考えはどうかということでございます。今言われたとおり、そういった例え

ば介護予防につきましても、社会福祉協議会のほうでゆる体操というのがございますけれども、そ

んなこともされております。また、認知症の予防教室については、社会福祉協議会のほうで脳ト

レーニングというようなものもされておられます。したがいまして、今後におきましても、十分関

係者と協議をして取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 それから、最後の顔写真つきの配置図を設置がどうだろうかということがございます。よく県庁

のほうにも参りましても、入り口のところに配置図等々がしてあります。町全体のこともございま

すけれども、できるところから進めていきたいというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（福田 洋明君）  細田留美子議員。 

○議員（８番 細田留美子さん）  限られた人員と経費で最大限の効果を生む行政運営、それから、

効率的で住民の視点に立った行政運営というのが、今回の第五次の行政改革大綱の中にある言葉で

ございますけれど、これについてこれをどう生かしていかれるかを最後にお尋ねして、私の一般質

問を終わります。お願いいたします。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  行革大綱、第五次の関係でございますが、新年度からスタートすることに

なりますが、ありますように、行政組織のあり方を常に見直しをしながら、効率的で、しかも本当

に効果を上げる組織として機能するように、絶えず行政改革というのは取り組んでいかなきゃいけ

ない課題でありますから、十分そのことを踏まえて、引き続き行政改革を進めていきたいと。その

中で、やっぱり同時にやっぱり働きがいがもてるような職員の環境も含めて、職場環境を含めて、

我々も立場上しっかりその辺については目配りをしていかなきゃいけないというふうに考えており

ます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（福田 洋明君）  平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  一般質問をいたします。質問をする前に、ちょっと一言、きょう

の町長の行政報告の中で、地域福祉計画をつくるに当たって、かなり職員の担当の課を中心にいろ
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いろな努力をされて、地域の方々がたくさん集まって来られたと、その話を聞きましてびっくりし

ております。私は何年になりますかね、合併の説明会でずっと町内９カ所各地一緒に回った覚えが

ありますが、そのときも大変な労力だったことを思いますが、今回は健康福祉課を中心に、この場

所９カ所で、また１回目、２回目とやられるということで、やっぱ住民とこういう一緒にひざを合

わせて町をつくっていくという行政のスタンスは、大変評価をされるべきだと思いますし、今回住

民の側も大変たくさん集まられて、いろんな意見を反映されると、これからの地方自治をある意味

じゃ示唆するような、あり方を示唆するような出来事に思えております。大変御苦労もあったろう

と思いますが、評価もしておりまして、こういうスタンスで行政を進めていっていただきたいと思

います。 

 これから先、１点目の質問であります学校についても、コミュニティスクールというのが、最初

何のことなのかさっぱりわからないという状況でしたが、だんだんわかってきまして、これもやっ

ぱり地域の方がいろいろと参加をされて、一つの教育行政を支えていく体制が若干、型をつくりつ

つあるのかなという気もしました。 

 これについては、私の所管する委員会で一回、学校の見学をさせていただきました。教育委員会

には大変御迷惑をおかけいたしましたし、学校にも大変御協力をいただきましたが、このときにも

ちょっと学校の状況がわかったことと、もう一つ、監査委員の一委員として、また後日地域の方々

が給食を農産物を支えている姿をちょうど児童に説明するという場だったようですが、そのときも

参加をしまして、地域と学校はよくつながってきてるなという感触も思いました。こういう観点か

ら、学校の質問をしたいと思うんですが、これから先住民と行政が一体となってまちづくりとよく

言われるんですが、どういう形で進んでいくか、なかなか見えてこないんですが、大変な努力が要

るということだけは、少なくともこの間の動向を見て思いました。委員会で学校に見学に行きまし

て、給食も一緒に食べまして、その中から学んだことを中心に質問をいたしたいと思います。 

 学校教育については、教育長に新しく就任をされまして、学校の建てかえ等いろいろある中、教

育問題にも一生懸命前向きに教育長取り組んでおられることについても評価をいたしておりますが、

私は前も言いましたように、「早寝・早起き・朝ご飯」、その次に、それに「我慢をする力」とい

うのをつけ加えました。きょうは、学校・家庭・地域、これが一体となって教育を進めるという問

題についてです。これもずっと以前から言われておるテーマでございまして、基本中の基本でずっ

と追求をしてきておられると思うんですが、若干いろいろとこの間、学校を訪ねてみて、一生懸命

やっておられるとは思いますし、前進の側面もあるんですが、この学校・家庭・地域が一体で取り

組むというテーマについて、今日の状況はどうかということをまず最初にお伺いをしておきたいと

思います。 

 それと、もう２点目ですが、学校の補助教員の予算がよく出てきます。県費がついて、例えば特
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別に支援が要るからつくとか基礎学力を上げるための補助教員もあるでしょうし、人数が多いため

に若干援助が必要という、いろいろ県費もついたりして補助教員をつけておられます。先日、授業

参観をいたしまして、この補助教員の役割についてびっくりをいたしましたが、大変有効な役割を

果たしているなというのは、目の前で見まして感じました。ですからこの今、補助教員が果たして

いる役割というのについて、状況をお伺いをしておきたいと思います。 

○議長（福田 洋明君）  高木教育長。 

○教育長（高木 哲夫君）  まず、最初に、先般委員会で仮設校舎における授業参観、あるいは、ま

た学校給食の実態等を視察をいただきまして、委員会としても、また学校としても非常に関心を持

っていただくということについては、ありがたいことだと、校長にかわって学校を代表してお礼を

申し上げておきたいと思います。 

 御質問にございましたように、家庭・地域・学校、この三位一体といいますか、もう幾久しく言

われてきたことでございますが、現在の家庭の環境、あるいは、また学校の環境、ちょっとかいつ

まんで現状を分析をしてみますと、やはり少子化とか核家族化、あるいは、またひとり親家庭の増

加とか、いろんな環境状況のもとで家庭の教育力、あるいは、また地域の連帯等が薄くなっていく

ということからの地域の教育力の低下、こういったことについては否めない事実であろうというふ

うに認識をしております。こういったものが当然学力の低下とか、また、問題行動、児童生徒の問

題行動へと発展していく要因であろうというふうに考えております。学校におきましても、全国的

な傾向ではございますけど、学校内への不審者の侵入、あるいは、また校外での声かけ事案、また

学校施設そのものへの破壊行為、いろんな形でモラルが乱れるといいますか、あってはならないこ

とが日常茶飯事に起きているというのが実態でございます。こういう問題、また保護者のニーズの

多様化ということとあわせて今、学校経営という言葉が盛んに言われ続けております。校長のマネ

ジメントによって、学校をどうつくっていくかというところが今、管理職に与えられた大きな課題

でもあります。 

 しかしながら、学校だけでそれだけの学校経営ができるかと言えば、やはりそれは限度があるか

なという思いもございます。地域を含めて横の関係、また学校と保護者、家庭の縦の関係、縦横に

いろんな要素を絡めた学校経営、これが必要であるというのは大体の認識の一致を見ておるという

ふうに考えております。 

 そこで、こういう状況の中で、平成１８年、３年前、４年前になりますけど、約６０年ぶりに教

育基本法が改正されました。その１３条に、こういう条文が追加されております。「学校・家庭及

び地域住民、その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の

連携及び協力に努めるものとする」と、こういう役割がそれぞれに求められたというところから、

先ほど議員さんおっしゃいましたコミュニティスクールという制度も出てきたものでございます。
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平生小学校において、平成２０年度、２１年度、この２年間においてコミュニティスクールの事業

を展開してまいりました。その成果といいますか、こういう研究起用という形で実績がここに網羅

されております。これを町長が冒頭で申し上げましたように、いかにこれを２２年度から生かして

いくかというところで、佐賀小学校にも展開して、地域を巻き込んで、地域とともに歩む学校づく

り、これはかけ声ではございますけど、学校現場でそういう取り組みをしていくということで、家

庭を含めて三者一体となった学校経営というものを進めていくということで、予算についてはまだ

これからでございますが、その予算については、よろしくお願いをしておきたいというふうに思い

ます。 

 この中身でございますけど、学校運営協議会というものを学校の中に置いております。その中で

四つの部会、学校部会、地域部会、家庭部会、情報部会、こういう四つの部会でそれぞれ地域を巻

き込んで家庭を巻き込んで、いろんな施策を展開をしてまいりました。当然おっしゃいました早

寝・早起き・朝ご飯の推進については、家庭部会というところで家庭と連携をして、学校だよりと

か、いろんな媒体を通じて家庭に保護者に呼びかけてきておるところでございます。私も昨年平生

小学校も佐賀小学校もそういう形で保護者を前に話をさせていただきましたし、中学校においては

大星というＰＴＡの会報を通じて、親と子の自由な約束ということで、いろんな話をさせていただ

いたところでございます。これについては、１回すれば効果が出るというものでもありませんので、

常に平素からこういう取り組みについては推進をしていきたいというふうに考えております。 

 それから、社会教育におきましても、やはり教育基本法の改正にあわせて、今教育委員会のほう

で事業として展開しておりますのは、学校支援の地域本部事業、これは学校支援ボランティアを募

集して、先生が本当に児童生徒に向く時間を確保するために、雑用といってはいけませんが、学習

支援あるいはまた環境支援、そういった問題で地域の方々にお願いをして、ボランティアとして学

校に入っていただくという事業と、もう一つは、放課後子ども教室推進事業、これについては、や

はり１、２、３年については児童クラブがございますが、４年以上については、児童クラブ等での

放課後の居場所というのはございません。それを学校の中で、放課後の居場所をつくっていくとい

うところで、スポーツとか昔の遊びなど、体験の場とか遊びの場とか交流の場とか、そういったも

のを今学校で地域の方々のボランティアの協力でもってお願いをし、社会教育としての活動の場を

設けておるところでございます。 

 次に、補助教員の現状でございますが、教員の配置といいますのは、法律に基づいて教員が配置

されておるということでございますが、学力の向上の取り組み、あるいは、また生徒指導などの必

要とする学校現場においては、それだけでは教員の配置というのは絶対多数といいますか、不足を

するという状況、今現状の世の中考えて、多くの配置がなければ実際問題、学力の向上に向けての

取り組みができないというような実態の中で、法律では１学級４０人以下となっておりますが、中
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学校１年生は３５人ではありますものの、山口県教育の方針として、１学級を３５人以下とすると

いう加配教員といいますか、加えて配置と書きますけど、専門用語で加配という形で教員の配置が

なされております。これが先般、授業をごらんになられたときに、１クラスの中に２人の先生が入

って、特別に指導をしなければならない学力の向上を目指していかなければならない形での指導と、

マンツーマンになるかもわかりませんが、そういったこともこの加配教員でもって実際に授業を展

開しておると。ですから、この件につきましては、これからも当然県教委としては、大きな県の事

業の目玉でもございますし、継続をしていくであろうと。また、町の単独事業といたしましても、

学校支援補助教員というものの配置、あるいは、また英語指導教師についても現在は町単独という

形にもなっておりますし、学校図書館の支援という形での職員の配置というような形で、できる限

りの学校支援、補助教員という形で配置をさせていただいております。この効果については、当然

保護者からも評価をいただいて、子供たちの学力向上に成果が上がっておるということで考えてお

りますので、今後についても引き続き町単独の予算については、お願いもしていきたいと思います

し、子供の学力のためにも配置をしていきたいというふうにも思います。 

 補足でございますが、先週中学校の２年生の職場体験学習がございまして、中学生がやはり平生

小学校の算数の授業に２人ほど入ってきたという話を聞きました。担任の報告によりますと、校長

に対して報告したようでございますが、「校長、中学生に毎回来てもらえんでしょうか」というよ

うな話もあったようでございます。中学生は優しく弟、妹的な立場のものに教えるというようなこ

と自体、やはり学力の向上に向けて本当に効果のあるものだというふうに考えておるところでござ

います。 

○議長（福田 洋明君）  平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  再質問をいたします。 

 まず、１番目の問題です。教育長の答弁にありましたように、家庭がいろいろな形で多様化をし

て、児童の家庭環境というのがいろいろあると、そういう答弁がございました。ところが、やっぱ

りいろいろお伺いしてみると、学校と地域というのは一生懸命教育委員会も努力をしておられるん

ですが、学校と家庭とのつながりがなかなか難しくなってきておると。これ一つは先ほど細田議員

からも出ましたが、個人情報の保護なんですよ。学校の担任の先生が、何となくはわかるでしょう

けど、例えばどういう家庭なのか、そこの児童の家庭がですね、ひとり親でしたらわかりやすいか

もしれませんけど、例えば核家族なのか大家族なのか、また、家族はどういう仕事をしておるのか、

お父さんは単身赴任でおるのかおらんのかとか、そういったいろんなことが学校で個人情報の保護

という大きな壁に阻まれて、担任の先生が児童の状況がなかなかわかりにくいと。参観日等でいろ

いろ親が来ていろいろといろんな話しよるとまあ何となくわかるという状況のようにお伺いを、耳

に入ってるんですよね。これが一番学校と家庭のつながりを悪くしている状況じゃないかと思うん



- 53 - 

ですよね。ここをやっぱ何とか克服していく必要があると思うんです。家庭訪問等も１年に１回さ

れるようですが、こういう家庭訪問の回数を増やすとか、とにかく学校と家庭のつながりをどうか

して強化していくことが、これから先の大きな課題になってくるように思います。この点について

ちょっと問題を提起して見解を聞いておきたいと思うんです。なかなか難しい問題で、こちらから

もこうだこうだってなかなか言いにくいところもございますから、ちょっとここのところがもどか

しいぐらいの気持ちになっておるんですけどね。 

 それと２番目です。この問題とも関連をすると思うんですが、まずは教育委員会にお願いしたい

のは、学校の卒業式に行きますと、校長先生が卒業証書を渡すときに、小学校の課程を卒業したこ

とを証すると、こういうぐあいに卒業証書を渡しますよね。行ったから修了したのか、一定の学力

が身についたから修了したのか、それはわかりませんけどね。基本的には、勉強がわからないまま

中学校に送るのはしないと思うし、確固とした方針を教育委員会で確保して、小学校が一番核だと

思うんです。基本だと思うんです。先ほど教育長のほうも、低学力から来るいろんな問題を指摘を

されましたが、特に勉強がわからないまま、いわゆる小学校の課程を十分理解しないまま中学校に

は送らないと、そういう決意を持った体制をつくって児童の教育に当たっていく。特に、基本課目

については、国語や算数、理科、そういったものについては特別の体制をとってでもそういった方

針を貫くということがいると思いますが、そういった、そのためには補助教員の勉強の補助をされ

る姿を見まして、これは本当どうあっても予算をつぎ込んででもやっていく必要があるなという、

そうしたらみんなやっぱり勉強がわかれば楽しくなるんですよ、学校が。楽しくないときもあるか

もしれませんけど、基本的には勉強をわかってもらう体制をつくっていくことが大事だと思います。

だから県教委も一生懸命やっておられるということですけど、町で教育委員会でそういう小学校の

課程を修了しない子は中学校に送らないと、方針をはっきりさせて、その体制をつくっていただき

たいと。 

 そこで、先ほどの質問に戻りますけどね、補助教員の力を借りながら、担任の先生がもっと家庭

と近づける時間を確保できるような体制ができるのではないかと思うんです。きょうちょうど昼の

ニュースを見ていたら、例の愛子様の学校の問題が出ておりまして、学習院の学校は、参観日は月

３回ぐらい前にはありよったらしいんですがね、保護者が学校に。それがだんだん減ってきてると

いう話もありました。結局学校と家庭のつながりがどんどん薄れていく、ここが一つの教育上のネ

ックになると思うんですけど、この時間をつくってあげるという意味からも補助教員の役割はいい

のではないかと思いますから、方針を持つことが大事だと思いますし、その点について２点ほどち

ょっと、これから先の取り組みですか、お伺いしておきたいと思います。 

○議長（福田 洋明君）  高木教育長。 

○教育長（高木 哲夫君）  最初に、学校が担任が家庭の状況が把握できてない。職業とかがわかっ
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てないのではないかという御指摘でございますが、家庭環境表というマル秘とありますが、こうい

った書類を家庭から学校に出していただいております。氏名、現住所、通学方法、家族、当然家族

構成、全部書くようにはなっております。しかし、ここには年齢までで、連絡先等としかありませ

んので、職業欄、あるいは、また職場の名称等については、わざわざ記述いただければわかるかも

わかりませんけど、今のこの環境調査表ではそこまで把握できる状況にはなっておりません。これ

もやはり個人のプライバシー保護、あるいは、また人権に配慮するという観点から、恐らく七、八

年前から削除されたという実態はございます。 

 また、新たに２年前、平成２０年にも県のほうから教育委員会に対し、こういった様式等の点検

見直しという指示もございました。そういったいろんな状況を考えて、教育委員会でも提出いただ

く書類等について当然本籍地とか職業欄、これについてはほとんどの書類から削除しておるという

ところでございます。確かに御指摘されましたように、なかなか家庭の状況環境がわからない場合

については、教育、学校での学習ということについては別に問題はないかなというふうに思います

が、家庭との関係を構築していく上においては、やはりわからない状態では難しい、保護者とのコ

ミュニケーションもなかなかとれないということは言えると思います。古い話といいますか、私ら

の子供の時代というのは、そういう状況にはなかったと思います。それだけ学校規模も小さかった

し、地域の連帯がとれておりましたから、だれがどこの子で、どこに親は仕事をしてるかというの

は、みんなが知り得てた情報ですから、当然学校の先生も耳にされ、それでもって家庭環境を理解

し、その子のただ単なる教室での勉強じゃなくて、人生という大きな道のりの中での役割を先生と

しては果たしておられたというふうに思っておりますが、現在ではどうしてもそういう状況には至

ってないというのが実態じゃないかなというふうに思います。 

 そういう意味で、それで、見過ごすわけにもいきませんし、家庭訪問を増やせばそれだけ保護者

とのコミュニケーションもとれますから、そこらあたりからヒントは出て来るんじゃなかろうかな

という思いもいたします。当然学校の中におきましても、参観日、保護者面談いろいろございます

けど、保護者のほうから積極的に教師とかかわりをもってくれる家庭であれば問題ないわけでござ

いますが、子供の授業だけ見て帰宅するという保護者も中にはいらっしゃるし、私も現実に目の当

たりにしたこともございます。すべての保護者に対して、それだけの関心を持っていただくという

のは、６００人もおる平生小学校においては、大変難しいことかなとは思いますが、これもやはり

学校の努力が必要なんじゃないかなというふうにも思っております。御指摘いただきましたように、

補助教員が子供を見て、担任が地域へ出かけていくということも一つの方法としてはあるかなとは

思いますが、町単独の補助教員については、教師、教員の免許を持ってない者の雇用ということで

ございますから、その人たちが、例えば授業をするというのは、１００％不可能なことでございま

す。県からの加配教員による免許を持った先生であれば、当然授業等できますが、こういった先生
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というのは、そんなにたくさん県が配置してるわけじゃございません。必要最小限の人数でござい

ますから、６学年もあり、また各学年３学級もあるような大きな学校では、非常に難しい状況でも

あります。ですから、当然そういうことをやっていこうとすれば、町単独で教員免許を持った人を

雇用しなければ配置しなければ、そういったことまで発展をしないということでございますので、

御指摘をいただいたことについては、これからのこととして改めて学校サイドともいろんな角度か

ら協議はしていこうかなというふうにも考えておるところでございます。 

 卒業の件に関しておっしゃいました、わからないまま中学校へ送るなというのは私も同感でござ

います。こういう学力の通常つけておかなければならない学力がついていない状況で中学校に行け

ば、当然高度なものに、内容的には授業が高度なものになってまいりますし、そこでついていけな

いとなると、やはり問題行動へ走るというようなことはもう想定の上でございますので、こういっ

たことについても、できる限りのことはしていきたい。そのためには人も要るし物も要るしという

ような形になってこようと思いますので、今後どういう形で我々が提案できるか、これから考えて

いこうとは思いますが、本当に私どもにとってはいい提案をいただいたということで、本日は受け

とめたいと思っています。 

○議長（福田 洋明君）  平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  今答弁をいただきましたが、ちょっと語弊もあろうと思いますか

ら、補助教員については、役割については、その見なさいというんじゃないんですよ。補助をして

いただくことによって、担任に余裕ができるから、家庭訪問等もやりやすくなるんではないかとい

う程度までですから、それはそこんとこはかわりにやりなさいという話じゃないんですよ。それは

わかっていただけると思いますけど。 

 それで、苦労はよくわかる。特に教育行政については、文科省、県教委という大きな壁がありま

して、それぞれのいい面もありましょうけど、簡単に町の教育委員会だけでいくというのも難しい

というのもわかりますから、提案は提案でさせていただきましたので、十分に受けとめていただい

たと思いますから、取り組んでいって、だから町の教育委員会として方針を持って、町として何が

できるかというテーマを見つけてほしいと思うんです。そうして財政的な支援については、一緒に

考えていく必要があると思いますから、この問題はこれで終えたいと思います。 

 ２番目です。大内川の排水機場の運用についてです。私はこの堀川の排水の問題については、議

員に昭和５０年に出て以来、大変深く、ちょうど住んだところが、目の前が堀川でございまして、

ちょっと雨が降れば家の庭まで、家まで水が入って来る状況がよくありまして、あのころ樋門の管

理をされた方が目の前におられまして、よく酒を飲んで寝ておられましたから、経済課の職員と一

緒に樋門の発動機を回して真空引きをして水をかい出したという思いから始まりまして、沖に立派

な樋門ができまして、この問題はもう解決したと思っておったんです。特に、台風１９号のときに
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思ったんですが、あの樋門がなかったら平生の町の中、皆つかっておったわけですが、大変な威力

を発揮した樋門だなというぐあいに思ってます。それ以来ずっと樋門の管理については、議会でも

管理の方向をめぐっていろんな会社のあり方も議論をされてもきました。関心を持ってきたんです

が、特に今の住む家に移ってからは、毎日朝から晩まで樋門の状況が見えまして、樋門の番をしよ

る方を番をしよるという感じほど見てきたんですよ。運転をすれば音は聞こえますし。 

 それで、このところ特徴的なことが２点ほどあるんです。一つは夜間に運転をされることが多い

ということなんですよ。どういう、それは偶然かもしれませんけど、大体音がしましたら、あっ運

転を、当初それほど夜間の運転というのは気がつかなかったんですが、夜間の運転が増えてきたと。

どうしてだろうかなと思ってたところに、近所の方から「とにかく夜運転してくれるとうるさくて

大変だ」と、「大雨のときにはそりゃしようがない、我慢するが、普段どうかならんじゃろうか」

という声も寄せられております。ちょうど不思議に思っておりましたから、この問題について、運

用の操作の手順といいますか、いうのがあると思いますが、これはどうなっておるのかをちょっと

お伺いしたいのと。 

 それと、もう一つ、この水門をつくって以来、開閉をしないんですよ、あの門を。あの門を開い

て満潮のときには、潮が逆流をしてきまして、大変こっちが水がつかっています。そこの堀川にコ

ンクリートを打っておりますが、満潮になったときには、あの上にコンクリート打ったのに立って

もひざぐらい水が来ますよ、昔の水位というのは。ですから、なかなか開けにくいというのはよく

わかりますから、樋門の操作はかなり慎重にしなければならないとは思いますが、潮の具合によっ

ては開閉して内水を排除してもいいのではないかという気があったんですが、これもそれこそ

２４年前にできたんですかね、たしか２３年前ですか、以来ほとんど開閉による排水はされてない

んです。今動くのか動かないのかということも疑問に思うぐらいの状況なんですよね。この点につ

いては、どういう基準になってるのか、運用の基準ですね、この点についてお伺いしておきたいと

思います。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  大内川排水機場の運用について、一つは、夜間の運転の操作の手順はどう

なっておるか。現実に夜間の運転が、雨のときだと思いますが、行われておりまして、いろいろ周

辺の皆さんにも御迷惑をかけておるようでございますが、手順については、建設課長のほうから答

弁をさせていただきたいと思います。 

 また、水門の開閉による排水をしてないと、ここ当分やってないような実態もありますので、そ

の辺についても少し課長のほうから答弁させたいと思います。 

○議長（福田 洋明君）  洲山建設課長。 

○建設課長（洲山 和久君）  それでは大内川樋門のことについて御説明いたしたいと思います。 
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 御質問の夜間の運転でございますが、樋門排水機保守管理業務報告書というのが毎月出てまいり

ます。それで、これは２月分でございますが、４日ほど夜間運転というのをしております。１０日

の２０時４５分から２１時３０分、そのときの雨量が１６.５ミリでございました。それと１１日

の２２時５分から２２時５２分、雨量が１２ミリでございます。２６日、２０時半から２１時半、

このときの雨量が４９.０ミリと。２８日、これが本当の夜間という形で、０時４８分から１時

２７分というふうに、一応雨が降ったときにつきましては、やむなく夜間の運転ということでござ

いますが、極力夜間に運転することのないように昼間回していくという形をとっていきたいと思い

ます。 

 それで、この樋門につきましては、昭和６２年に場内整備をして、すべての排水機場が完了して

おります。そのときにつきましては、通常の開閉ということができておりました。当然雨降りに土

砂と一緒に雨も排水するという形になってまいりますので、今は防潮水門の高さを０メートルとし

た場合に、外の高さがプラス１メートルということになっておりますので、当然開放すると中に入

って来るというふうなことになってまいります。これにつきましては、当然県と協議をいたしまし

て、しゅんせつという形にも、それにつきましては県と協議をしていきたいというふうに思ってお

ります。以上でございます。 

○議長（福田 洋明君）  平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  再質問をいたします。今答弁をいただきました。２月に夜間に

４日ほど運転したと。できるだけ夜運転をしないようにしたいというお話でございました。それは

それで一つの答弁かと思いますが、夜間の運転が目立つのは、ずっと以前からでございまして、私

は会社の雇用形態か何かで樋門の管理を委託されている方が、昼間何かして、夜になっちゃ帰って

運転をしとるんじゃないかということまで若干疑った時期もあるんですよ。ずっと以前ですよ。そ

れで２月の結果報告されましたが、私はこの質問を今年の初めに建設課にしてるんですよ。それは

御存知のはずですから、ここで２月の資料を持ってきて説明してほしくないんですよ。ずっと以前

から夜続いておる、それで住民も何とかならないかという話があったわけですから。この点につい

てどうですか。以前の、少なくとも昨年の後半。 

 それから、２点目は、私は樋門を開けないからあそこに泥がたまってきたと思うんですよね。

１カ月、潮によって何日かは開けられるはずなんですよ。それを開けないとほとんど機械で排水さ

れて、結局内から、外側から泥がこっち側に来ると、排水した水の中に泥がありますからね、機械

で。その結果、外側に泥がたまって、外側の土砂のほうが高くなったと、内水面の位置より。だか

ら基本的にそういう操作の問題からきて、ああいう立派なものをつくりながら、ついダムと同じよ

うな状況になってきておるのではないかと思います。これは県のほうのつくられた施設ですから、

ここのところは十分調査をしていかないと、せっかくああいう設備をつくって大変な金額を上げて
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つくって有効に活用されないと。確かに潮の満ち引きの間の操作をすれば、いろんなリスクも伴う

でしょうから、管理する業者は機械で回して出しておくのが一番安心ですし、そういうことになっ

てきたのかもしれませんが、ちょっとこの点は原点に戻って、これから先の対応を進めていく必要

があるのではないかと思います。 

 それと、もう一つは、堀川の、いわゆる堀川熊川水系と大内川の水系は高さが違うんですよ。大

内川水系のほうはそういうことがあってほとんど樋門を閉めないで流しておってですよ。台風とか

何とかのときだけ閉めると。あちらは有効にまだ約款をやっておられるわけですから、そういった

できるだけ樋門で開閉をするという体制をつくっていくべきだと思いますが、これ先ほどちょっと

県とも協議をしてという話がございましたが、これはそうでないと住民からも、なぜ樋門があるの

に、わざわざ機械を回して油をたいて回すのかという質問が出てるじゃろう。それに対する答えが

ほしいんですよね。この点についてもどうですか。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  まず、最初の問い合わせに対して回答が遅れたということにつきましては、

私のほうから大変遺憾なことでありまして、十分担当を含めて注意を喚起をさせていただいたとこ

ろでございまして、こういうことがないように、しっかり対応をさせていきたいというふうに考え

ておりますので、十分説明責任、今いう説明責任というのがきちっと果たせるように対応をこれか

らも求めてしっかりいきたいというふうに考えておりますので、御理解のほどよろしくお願い申し

上げたいと思います。 

 それから、樋門の開閉でございますが、確かに今課長のほうが答弁しましたように、要するに外

のほうがもう高うなってると、現実に。土砂が相当たまっとるんだろうと思います。それへもって

いって、最近はかなり潮位そのものも高くなってきておりますので、なかなかこれますます開けら

れんというような状況になっとるんじゃないかと思いますんで、今回こうやってたまたま御指摘を

いただいたわけでございますが、十分せっかくおっしゃるとおりで、立派な施設をつくっておるん

ですから、機能するように十分県のほうとも協議をしていきたいというふうに考えております。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（福田 洋明君）  田中稔議員。 

○議員（５番 田中  稔君）  それでは、一般質問をさせていただきます。私の質問は毎回同じ質

問でございまして、周りからそろそろ白い目で見られ始めておりまして、本人もそろそろ嫌気がさ

しておりまして、次からはちょっと卒業をしたいなというふうに思っております。今回の質問は、

一発質問で一発回答でお願いしたいとそういうふうに思います。再質問、再々質問をしないように

努めたいというふうに思います。 

 テーマといいますのは、「安定的な財源を確保して持続可能な行財政基盤を築く方策」というこ
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とでございまして、恐らく私人一倍、あるいは町長の次ぐらいに平生町を愛し、平生町の将来を心

配しているという人間のひとりといたしまして、こういう質問を毎回させていただいてきておりま

す。 

 ということで、１２月の答弁では、この問題に対しまして、税の併任徴収、併任徴収というのは、

税の徴収の強化ということでございまして、それと風力発電の固定資産税が入って来るということ

と、老健の設立ということを申し述べられたと思います。それと同時に、この問題に対しての特効

薬はないというふうにおっしゃられたというふうに思います。 

 そこで、この答えが「持続可能な行財政基盤を築く」というテーマに対しまして、十分な答えで

あるかということについて、本当に十分であるかどうかということに対しまして、町長はどういう

ふうにお考えになるか。十分であるかどうかということについて御見解をひとつお願いしたいとい

うふうに思います。と同時に、特効薬はないとおっしゃったことに対しては、これはちょっと違う

なというふうに実は私思っておりまして、特効薬を探していただくのが町長を初めとする、執行部

の方々の役目ではなかろうかというふうに私は実は思っております。 

 それから、第五次行政改革大綱にも同じような点が取り上げられておりまして、これの答えとい

たしまして、やはり町税の徴収強化、それから、２番目が税外収入徴収対策、それから、３番目が

ふるさと納税、４番目が有料広告、５番目が公有財産処分、ということがわかっております。これ

は目前の対策だと、要するに目先の対策だというふうに私は理解するわけでございますけれども、

ということで、根本的な解決策、つまり持続可能な行財政基盤として何が答えかということを、こ

れはぜひ答えを出していただいて私を納得させていただきたいというふうに切に願うわけでござい

ます。テーマは幾らでもあるんじゃなかろうかと、私自身は思っております。だからテーマがある

中で、町長として、これを重点的にやっていきたいと。だから配下に対してこういうふうにせいと

いうふうにリーダーシップを発揮していただければというふうに思います。そうなりますと、私自

身も納得して、じゃあわかったということになろうかと思うんですが、ぜひその辺をお願いしたい

というふうに思います。 

 それから、歳入増対策についてと。これにつきましては、私自身今ちょっと今回の質問の中で申

し上げました。要するに何をするにしたって、歳入増がなきゃ何もできんだろうということで、こ

れに対する解決策、答えといったようなものをぜひ町長お探しになって、答えをいただきたいとい

うふうに思います。以上でございます。 

○議長（福田 洋明君）  ここで暫時休憩いたします。午後２時１５分から再開いたします。 

午後１時５９分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時１５分再開 
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○議長（福田 洋明君）  再開いたします。 

 山田町長。 

○町長（山田 健一君）  安定的な財源を確保して持続可能な行財政基盤を確立をする方法について、

歳入増対策についても聞くと、こういうことでございます。 

 財源の確保を安定的な財源確保をして持続可能な行財政基盤の確立と、これが一つのフレーズに

なっておりますけれども、安定的な財源を確保するというのがやっぱり一番大前提で、行政運営の

上で大事です。したがって、今も第五次の行革大綱の説明もございましたけれども、基本的には自

主財源を確保していくと、こうだろうと思うんです。安定的な財源という観点から言えば、この自

主財源であります、特に町税、これをしっかりまず確保していくということは、これが大前提だと

思うんですね。町民税で言いますと、特に個人町民税と固定資産税、徴収対策室等を含めていろい

ろ対応をしっかり徴収対策進めておりますけれども、これで約１１億円から１２億円あるわけでご

ざいますから、この個人町民税と固定資産税、これをしっかりまずきちっと確保していくと。法人

町民税は、七、八千万円ありますが、これはかなり景気動向によって上がったり下がったり、かな

りしております。やっぱり一番の基本は、何といいましても、これ一番の自主財源の基本である個

人町民税と固定資産税、これをどう確保していくのかということが一つの大きなテーマであります。

そこに向けて、今徴収の体制、もちろんさっき言いましたように、こういった税外収入金の徴収対

策等も含めて今やっておりますけれども、町の徴収対策については、一定のさきの平生町の監査報

告もいただいておるわけですが、一定の取り組みについて計画的な取り組みにつきましては、評価

をいただいて、しっかりこれからも計画を立ててやるようにという御指摘をいただいております。

かなり職員もその気になって今一生懸命頑張っておりますので、これはこれとして取り組みを進め

ていって、まずそこの自主財源の基本でありますところを確保していきたいと。 

 あわせて、先ほどもありましたが、第五次の行革大綱を今から新年度からスタートしますけれど

も、上げてある項目は個々の小さい項目がありますけれども、やっぱりそれは、しかし、そうはい

っても一つ一つを積み上げていくと大きな金額になるわけでありますから、この収納対策をしっか

りやって、自主財源の安定化を図っていくと、これがまず基本だというふうに認識をいたしており

ます。 

 その上に立って、じゃあどういう形でこれから言われたようなテーマを設定をして取り組んでい

くのか。何も特効薬がないというのは、これをやったら絶対歳入対策増、特に持続可能な財政基盤

の確立に資するという特効薬があって、それがないと私が申し上げておるのは、これをやったら絶

対税収が上がるという話ではなしに、やっぱりこういうことを一つ一つ積み上げて、総合的に着実

にやっていくことが大事なんだよという意味で特効薬はありませんということを申し上げたんで、

これをやったら財源がきちっと確保できてという話ではないということを私は申し上げたつもりで
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あります。したがって、いろいろ知恵を絞って、我々ができる取り組みは、これからもしっかりや

っていこうと。いろんな国の財源の活用を含めて、どう有効に限られた我々の今の町の財政という

のは限られた中で、できるだけ活用できるものは活用していきながら、我々としての自主財源も確

保していきながら運用をしていくということしか、今この段階で私から申し上げるというのは、な

かなか難しい。いろんな企業誘致の話から始まって、いろんなテーマはあろうと思います。あろう

と思いますが、行政としてやれる対応はこれからもしっかりそれをやっていきますけれども、それ

ができなきゃほかができないということにもなってもいけませんので、まずやるべき基本をやって、

民間活力をどうやって引っ張ってきて、どうやってその活力を生かしていくことができるのか、条

件整備がどれだけできるかというのが、これからの私たちに課せられておる課題だというふうに思

っております。 

 そういった意味で、歳入増対策についても、そういう意味で我々がこの前から申し上げておるよ

うな、考えられる可能性のあるものは一つ一つ積み上げていって確保していくというのが一番の財

政運営の基本だというふうに考えておりますので、前回と同じような答弁になりますけれども、内

容的にはそういうことでございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（福田 洋明君）  田中稔議員。 

○議員（５番 田中  稔君）  冒頭再質問、再々質問をしないと言いました。ということで、これ

につきましては、要望としてひとつお願いしたいというふうに思います。 

 私の記憶の限りでは、税の徴収率といいますか、収納率といいますか、たしか来年度予算で

９９％か９８％を目標にしてやっていくということで予算を組まれていると思います。だから、あ

との１％、２％が仮に０になったとしても、つまり１００％徴収できたとしても、幾らの金額にな

ると思われますか。そんなに大した金額にはならないと思いますけど、これはこれで重要なことで

すけどね、重要なことですけども、町の財政を救うほどのものではないのかなというふうに実は私

思っております。違ったら御指摘いただきたいというふうに思います。 

 それと同時に、これも要望ですけれども、要するに細かいことを積み上げるよりも、私の希望と

しては、大きなことをどんとやっていただくと、そのほうがよっぽど効率がいいと思うんですよね。

例えば、企業誘致、これも難しいですよね。しかし、難しいけどやりゃあ相当な効果が出てくると。

雇用も生まれるということですよね。 

 それから、原発を契機としたビジネスとか、観光、それから１次産業をどうするかという話、そ

れから、建設業者の対策、建設業者につきましては、国の予算が十何％ですか、昨年度あたりより

削られております。したがって、皆さんひいひい言われていると思いますよね。だから、どうする

かということは大きな課題じゃなかろうかというふうに思います。そういったようなことが一つ、

数え上げればいろいろあるわけですよね。だから、そういったことに対してどうするというのを町
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長として方針を出していただきたいと、それが町民の安心材料になるんだというふうに私は思いま

す。だからこれは要望でございます。 

 次の問題、第四次平生町総合計画についてということで、これは昨年１２月の平岡議員の質問に

しり馬に乗ったような質問でございます。１２月には、平岡議員が町長のリーダーシップを発揮し

ていただきたいという要求がございました。町長は総合計画の策定に当たっては、アンケートを

ベースとして理念を打ち出していくんだというふうなお答えだったというふうに思います。アン

ケートはあくまで町政への推進の上での施策の参考とするぐらいのものだろうというふうに私は位

置づけて考えております。つまりアンケートから町の理念、あるいは町長としての理念が生まれる

とは実は私思っておりません。しかも１２月の答弁では、既に一部作業も始まってるというふうに

お伺いいたしました。この作業が今後１０年先に向かってのことなら、今すぐにでも町長の方針、

あるいは理念を打ち立てることはできるんじゃないかというふうに思います。つまりテーマとして

小手先のことではなくて、大きなこと、先ほど申し上げましたように、１次産業をどうするかだと

か、そういった大方針が、あるいはテーマがいろいろあると思うんですけれども、そういう点から

考えますと、アンケートをするまでもなく、これから平生町のあるべき姿、方向、これは町長単独

頭の中でひねり出せるものじゃないかというふうに私は思います。 

 したがって、その理念を打ち出していただいて、それをバックボーンにして総合計画を立てると、

これが私は手順として一番重要なことだというふうに思います。バックボーンがないと実際作業を

やる方はどっち向いて仕事をやりゃあいいんだという話になってまいりますので、作業の一番最初

に必要なことは、この理念、方向性、ということだろうというふうに私は思います。 

 ということで、町長の御見解をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  総合計画策定に当たっての町長としての基本理念はいかにあるかというこ

とで、アンケートを先般も実施をいたしておりますが、もちろんこれは参考にさせていただくんで

ありますけれども、その中に、ただ今までも私が申し上げたのは、あのアンケートは従来と同じよ

うにどうですかこうですかというアンケートではなしに、今回は特に実感度、数値目標を、今度計

画をつくれば数値目標まで含めたものを示していきたいと。したがって、そのためには政策のいわ

ゆる住みよさの実感度なり、それから、政策の優先順位、こういうものをやっぱり念頭に置いたア

ンケート調査に今回はさせていただいております。 

 したがって、これはある意味では大変私は大事な、今集計作業をやっておりますけれども、この

みんなが本当に住みよさを実感していけるような町を目指そうと、これは大きな一つの私たちが次

に目指すと掲げていく目標です。 

 これは山口県は日本一住みよさ、住みよさ日本一か、住みよさ日本一、ですから山口県で一番に
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なったら日本一と、こういうことになるんですが、それよりか住みよさが実感できるような町を目

指していこうと。そのためにはどれをどう実感できている部分、何が足らない、満足度も調査をさ

せていただいた。したがって、そういうものを今回は具体的に出していって数値目標につなげてい

こうと、こういう基本的な考え方でこれを実施を今させていただいておりますので、我々はもちろ

ん今朝から出ておりますように、高齢化社会、どう対応していくのか、この地域であって、高齢化

率が３割超えたという話がさっきもありましたけれども、そういう中で、この地域をどう支えてい

って、本当に支え合いの仕組みをつくっていくのか。やっぱりこれは今回も町の基本的なあり方、

地域分権、ここら辺については第五次の行革大綱の中にも入れ込んでいただいて、しっかりそこら

辺の地域づくりという一つの理念に基づいたまちづくりを進めていきたいというふうに考えており

ます。 

 同時に、今申し上げましたように、そのことによって一つの計画策定が１０年ということで、こ

れはこの前も御指摘いただいたんですが、計画そのものについては、やっぱり前期と後期ぐらいに

分けて中間点でもう１回見直しをかけるというぐらいの柔軟性を持たせた計画にしていくべきだろ

うというふうに思って、今はとにかくそこの具体的な、この前からの地域福祉計画でもそうですが、

出ておる地域の生の声をしっかり踏まえながら、それらを政策にどう結びつけていくかと、これが

この福祉計画の第四次の総合計画にしても、一番基本になるだろうと思いますから、そこら辺はし

っかり整合性を持たせながら総合計画の策定を進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（福田 洋明君）  田中稔議員。 

○議員（５番 田中  稔君）  誤解がないように申し添えておきますけれども、アンケートが無駄

だとか余り絡めんでええとか、決して言ってるんじゃない。アンケートを待つまでもなく、町長の

理念というのは出るんじゃありませんかと私言ってる。昨年の１２月からの平岡議員の質問からも

３カ月経ちました。したがって、私が一番聞きたかったのは、３カ月経った今現時点で、しかもそ

の総合計画の作業が始まってるという段階で、町長の理念は何でしょうかというのが私の質問の趣

旨でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  社会情勢がこういう状況ですから、それを踏まえた上でさっきから申し上

げておるように、こういった高齢化社会の時代にあるべき地域の姿、コミュニティの再生と、こう

いうものを目指して、お互いに今協働という言葉を今朝から使っておりますけれども、協働してま

ちづくりが進めていける、そのために我々は今この総合計画の策定を通じてこの考え方を示してい

きたいと、政策を示して行きたいと、こういうことでございまして、あくまでも基本的な理念とい

うのは、住みよさを実感できる社会にしていこうと、こういうことであります。 

……………………………………………………………………………… 
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○議長（福田 洋明君）  藤村政嗣議員。 

○議員（７番 藤村 政嗣君）  それでは、２点ほど通告しておりますが、まず１点目としまして、

少子高齢化対策等についての質問をしたいと思います。 

 少子高齢化対策によりまして、人口減が本町においても影響があるわけでございますが、ちょっ

と１０年前と現在の２月末までの人口を調べてみますと、１０年前１万３,９９２人おった人口が、

全体では８８０人減じて、１万３,１１２人であります。これ２月末ですね。今地域的に申します

と、平生地区が６,６９６人が２１７名減って６,４７９人、大野地区が２,６１６人が１１３名減っ

て２,５０３人、曽根地域が１,９５６人が１２６人減って１,８３０人、佐賀地区が２,７２４人が

４２４人減って２,３００人、こういうふうになっておりまして、特に佐賀地区については、人口

減が多いわけであります。 

 したがって、過日先般もお話がございましたように、町内で地域福祉の座談会がございまして、

町内９カ所であったというふうにうかがっておりますけれども、佐賀地区でもございました。そう

して佐賀地区におきましては、佐賀地区自治会長連合会主催で中山間の地域元気アドバイザー派遣

事業という講演を開催しております。これは錦町の町長であります寺本氏が講演にまいりましてお

話をしました。その中ではやはり町民生活に支障を来たす問題等が提起をされたわけであります。

次の４点について、その中で主な話がございましたので、お尋ねをしておきたいと思います。 

 １点は、高齢者の日々の買い物に困っておるということでございました。これは細田議員の話に

もありましたが、とにかく高齢者が買い物に出るのが、地域的な佐賀地域が、この平生、柳井地域

に対して非常に長い地形でございますので、その辺が懸念をされるということでございます。 

 それから、２点目は、医療介護の問題、これもやはりこの柳井平生地域と申しますか、これから

申しますと、佐賀地域におきましてはかなりな距離があるということで、これも交通の手段という

ことでございましょうが、そういう場所がないということであります。この問題。 

 それから、３点目が、交通手段が限られる中山間地域であるということで、バスがありますけれ

ども、その他の交通機関が、マイカーがなければ、不自由するというふうな状態。 

 それから、４点目が、この佐賀地域でなくても、地域の荒廃、田畑の荒廃、それから、空き家と

申しますか、住宅が人がおらなくなって草が生えて荒廃するという問題は、非常に環境的に寂しく

なるというようなことが問題提起とされておりました。このことについて、４点についてお尋ねを

したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  少子高齢の対策について、特に地域の先般来の座談会で特徴的な出された

意見を中心に対応について今御質問をいただきました。現状認識等はどうかということと、あわせ

て対策ということであろうと思います。 
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 今朝ほどから、特に高齢者の足の問題ということで、細田議員のほうからもございましたけれど

も、こういう置かれておる地域の実情というのは、本当にこれから今１０年前の状況との比較がご

ざいましたけれども、かなりもう１０年先のことを考えたら、相当危機感をもって我々も対応して

いかなきゃいけないという今思いを新たにいたしておるわけでございます。それだけに、今言われ

たこの一つ一つ４点は、いずれも総合計画なり、あるいは地域福祉計画なり、その中で位置づけを

しっかりしていかなきゃいけない課題だというように思いますので、この点については、具体的に

位置づけを、これからさせていただきたいというふうに考えているところであります。 

 買い物等については、今、まず最初の高齢者の買い物等についてでございますが、これは今朝ほ

ど細田議員からありましたように、福祉タクシーの問題を含めて、高齢者の足をどう確保していく

のか、しっかりこの計画の中に位置づけをして、いろんな調整をしなきゃいけない部分もあります

から、そういうものをやりながら結論を出していきたいというふうに思っております。 

 それから、医療介護は、特に佐賀は心配をしておったんですが、近々医療機関がオープンをして

くれるようでございますし、また、篤志家の方によって、そこの地域の福祉の拠点づくりといいま

すか、今度デイサービスのセンターをやりながら、地域の福祉の和づくりの拠点にしていくという

構想のもとに今社協が検討しておりますので、この辺については、また一つのよりどころとして活

用していただけるんではないかなというふうに考えているところであります。まだまだこれから全

体の、先ほどありました介護の問題を含めて、地域は大きな病院の上のほうへありますから、その

辺の全体の医療体制のあり方についても、これからしっかり事業者とも協議をしながら、地域の医

療の確保に向けて取り組みを進めていきたいというふうに考えております。 

 それから、交通手段が限られ、中山間地域、これは先ほどの買い物とかなりダブっていると思い

ますが、十分特にバス等の不便な状況もありますので、できるだけ、これも一緒にあわせて先ほど

の地域福祉計画の中で位置づけをしていきたいというふうに思っております。 

 地域の荒廃について、これは畑作、空き地、それから空き家等々を含めてでございますが、宅地

等については、今もそうですが、ここの町内各地区皆そうでありますが、不在地主等々いろんなと

ころには、町のほうからいろんな文書を通じて改善のお願いを申し上げておりますが、なかなか現

実にはそれに答えてきちっと、じゃあ整備がされてるという状況になっていないということも承知

をいたしております。この辺については、地域の例の中山間の取り組み、それから、農業政策あた

りと一緒に連携をした対応をしていかないといけないということで、ここら辺の地域荒廃対策とい

うことで、この農業政策との関係で位置づけをさせていただくということで、これも第四次の総合

計画の中の一つの大きなテーマだというふうに受けとめておりますので、十分この辺についても方

向づけをしていきたいというふうに考えております。 

 以上、４点についてはそういうことで、いずれにしても、これらは今、特に佐賀地区だけではな
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しに、町内共通する課題もありますので、十分そこら辺を受けとめた対応をこれからしていきたい

というふうに思っております。 

○議長（福田 洋明君）  藤村政嗣議員。 

○議員（７番 藤村 政嗣君）  買い物等につきましては、大体今から計画が出るということであり

ますが、国もこの買い物難民ということで出しております。最近のスーパーの閉店や商店街の衰退

などで、高齢者が日々の買い物に困ると。買い物難民の解消策に経済産業省が乗り出すということ

でございます。このことで地域環境の改善を図るための「地域環境インフラを支える流通のあり方

研究会」ということを立ち上げて研究するということでございます。これは来年度、２２年の事業

になると思いますが、このようなことが検討されておるということを披露しておきます。この中に、

移動式店舗や必要なときに自宅近くにおけるオンデマンドバスとか、インターネットで不慣れな高

齢者にも活用しにくい宅配サービスの拡充とかの視野に入れておるということも言われております。

施策の実現には、スーパーやコンビニなどの流通産業と地元自治体や民間のバス会社、宅配業者な

どが連携をすることが不可欠であるということも言われております。こういう研究会が今から立ち

上げていかれるということについて、通産省は出しております。買い物難民の立ち上げでございま

す。 

 それから、交通手段でございますが、これは私光の親戚に行って、幼稚園ぐらいの子供を連れて

散歩をしてたんですが、途中でへたってしもうて負うてくれということで困りまして、目についた

ところが、バスの停留所があったんですね。そこで循環バスがありまして、東と西の循環バスが

１日４回路線があるわけです。乗ってみました。どこまで乗っても２００円ですね、大人は。子供

は１００円と。それで手を上げたんです。バス停はあるんですけれども、手を上げればとまるとい

うような施策でやってます。これが市がどれだけ出すのかわかりませんけれども、そういう交通手

段も一つの方法を光市はやっております。これもちょっと研究に値するなと思ったわけですけれど

も、どのぐらいの予算が市のほうで出しておるんかというような、１回乗って２００円ですから、

それだけの４回市内を回るということが可能かどうかということは不安でございますけれども、そ

ういう方法もあるんだなというふうに体験をしました。そういうことも今後今の第四次の計画の中

で考えていただければいいんじゃないかというふうな気がいたします。そういう公共的な輸送手段

と申しますか、こういうことについて検討をしていただきたいと思いますが、町長のお考えをお聞

きしたいと思います。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  買い物難民についての今アイデア、こういうこともあるよということで示

唆をいただきましたので、十分そこら辺も検討をしていきたいというふうに思っております。ただ

民間でやれるところ、それに対して行政がどれだけバックアップできるかというとこら辺もあろう
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と思います。恐らくこれからさっきの宅配の話じゃないけど、昔は全部それぞれみんな持って歩き

よったんですが、そういう形の恐らく販売、それから、つながりというものを大事にしていく形の

ものが、もっとこれから生かされてくる時代に逆に入っていくのかなという気もしますので、その

場合じゃあ行政としてどういうお手伝いができるのかということを含めて考えていきたいと思って

おりますし、公共手段によるああいった循環バス等も、いろんな話を実は私も聞いております。特

に財政的にも大変だから、特に高齢者の皆さんにしっかり利用してほしいというようなことで、慌

ててお願いをしたり、何か随分やっておられるという話は聞いておりますけれども、やっぱり何と

か考えていかなきゃいけない課題だというふうに思いますから、御指摘のように、しっかり福祉計

画なり、あるいは総合計画の中で、こういうものを位置づけをしていきたいと。どういう形でそう

いったできるだけの足の確保につながっていくのかということを真剣に検討していきたいと考えて

おります。 

○議長（福田 洋明君）  藤村政嗣議員。 

○議員（７番 藤村 政嗣君）  それでは、２点目の問題に入ります。 

 平生町の土砂警戒区域についてでございます。最近は災害がありまして、温暖化ということもご

ざいましょうが、大雨が降るとかいうことが非常に多いわけでございます。県におきましても、地

域災害の防止法に基づく土砂災害警戒地域に指定された箇所があるわけでございますけれども、平

生町はどうなっておるのかということをまずお尋ねしたいと思います。 

 ３点ほどお伺いします。この問題は、急傾斜崩壊のおそれがある箇所、それから、２番目が土石

流の危険箇所、それから、３番目が地すべりの危険箇所等々でございます。この箇所があるならば、

警戒区域に指定された市町は、危険箇所を記した地図の公表など避難体制の整備が義務化されてい

ると思いますが、本町の取り組みはどうでしょうか。このことについてお伺いいたします。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  土砂警戒区域についてでございます。平生町で指定された箇所はあるか、

対策についてどうかということでございまして、今土砂災害警戒区域の指定の質問がございました

が、以前に町とすれば、平成１９年に、これは県がやった土砂災害危険箇所マップ、これを関係す

るところに住民の皆さんのところに配布をさせていただいたということになっておりますが、今御

指摘のように、土砂災害の警戒区域の指定、これにつきましては、今県下でもそれぞれ区域指定が

順次行われております。そのためには、基礎調査を実施をして、それが完了した区域から順次区域

指定が行われるということで、本町におきましては、平成２３年に基礎調査を実施をして、２４年

に土砂災害区域の指定を受ける、そういう今予定で進んでいるという、県のほうとの話ではそうい

う形に今なっております。 

 しかし、危険箇所についてはたくさんございますので、本町の今申されました三つの危険箇所、
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あるいは、具体的な今後の区域指定になれば、どういう取り組みをしていくようになるのかと、こ

の辺について建設課長のほうから答弁をいたします。 

○議長（福田 洋明君）  洲山建設課長。 

○建設課長（洲山 和久君）  それでは、本町の危険箇所でございますが、急傾斜地崩壊危険箇所、

これにつきましては、５７０カ所ございます。そして、土石流でございます。土石流につきまして

は、５７カ所、そして、地すべり危険箇所につきましては、１０カ所でございます。 

 先ほど町長が言われたように、指定後の取り組みにつきまして、今後土砂災害、また警戒区域の

指定を受けて、平生町が次のとおり区域内の警戒体制の整備を図ることというふうになります。そ

の整備につきましては、町地域防災計画への記載、災害時要援護者関連施設利用者のための警戒避

難体制、土砂災害ハザードマップによる周知の徹底、宅地建物の取り引きにおける措置と、こうい

ったものの整備を図るようになります。以上です。 

○議長（福田 洋明君）  藤村政嗣議員。 

○議員（７番 藤村 政嗣君）  基礎調査は２３年から始めて２４年に完成ということでございます

が、そうすると、ハザードマップですか、これが調査が終わって配布するということになるんです

かね。その辺はどうですか。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  ハザードマップによる周知は、改めてそれができた段階で対応していくこ

とになろうかと思いますが、その前に、この区域指定を受ければ、やらなきゃいけないことを今四

つほど課長のほうから申し上げましたが、２番目の災害時の要援護者関連施設利用者のための警戒

避難体制、これについてはもう去年の１１月の段階で、本町としても避難勧告等発令伝達マニュア

ル（土砂災害編）、これについてはもう策定をさせていただいております。 

したがって、これらをハザードマップの扱いを含めて、どう皆さんに周知をしていくのかという

のが、当面我々の課題だというふうに思っておりますから、どういう時期にどういう形で周知をし

ていくのか、しっかり対応をしていきたいというふうに考えております。マップについては、これ

が出た後の策定ということになろうと思います。 

○議長（福田 洋明君）  藤村政嗣議員。 

○議員（７番 藤村 政嗣君）  今危険箇所の件ですがね、砂防指定でございますね、砂防指定の赤

本がありますが、あれに何ですか、箇所の修正というのはやるんですか。あれ今つかんと砂防指定

ができませんよね。工事が。その辺が新たに加わるのかどうか、これちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（福田 洋明君）  洲山建設課長。 

○建設課長（洲山 和久君）  赤本に新たに加えるかということでございます。急傾斜地崩壊危険箇
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所につきましても、１９年度においては、１３６カ所でございました。それが一挙に５７０カ所と

いうことになっておりますので、その赤本につきましても、やはりそれに取り加えていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（福田 洋明君）  これをもって一般質問を終了いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（福田 洋明君）  ここで暫時休憩いたします。再開を午後３時１０分から再開いたします。 

午後２時５５分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時１０分再開 

○議長（福田 洋明君）  再開いたします。 

 これより、行政報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 これをもって、行政報告に対する質疑を終了いたします。 

 次に、提出議案に対する質疑に入ります。 

 まず、議案第１号平成２１年度平生町一般会計補正予算について質疑を行います。質疑はありま

せんか。河内山宏充議員。 

○議員（１２番 河内山宏充君）  それでは、２点ほど補正予算、お尋ねをいたします。 

 まず、このたび地域活性化・公共投資臨時交付金、それときめ細かな臨時交付金ということで

２つの交付金が交付されて、国庫補助金として。この違いといいますか、交付要件といいますか、

そのことをまず御説明をしていただきたいと思います。と申しますのが、この使い道はほとんど繰

越明許費ということで、次年度へ繰り越しということになっておるんですが、言葉をよく見ると、

ほとんどが改修事業といいますか、結局、維持、メンテナンス費用に近いものじゃないかと思うん

ですね。そうすると、道路なんかは町債を発行されて、随分とされてます。改修をされてましたけ

ど、こういう建物の中、特に中庭の改修とか、それとか生徒玄関の屋根の改修とか、公民館のカー

ペットの張りかえ、中央公民館の舗装の改修とかですね。それぞれ行政、公の財産として維持して

る中でこういうものが、たまたまあったからよかったんじゃないかということですね。多分これに

至るまでの経緯は何年も何年も、こう予算の配分をしながらもできない、その優先順位が低くなっ

てて、たまたまあったからこれに乗っかったっていうものなのかということを非常に心配するんで

すね。ということは、裏返せば、何年か１度にはこの費用というものは必ず必要になってくるとい

うことですね。そうすると、町の予算なんかの関係でも、単年度主義ですから、なかなかこの内部

で留保して積み立てておくというのは、基金の方法を活用するのがいいのかなとかも思ったりする
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んですけど、それにしても、そういう性格の基金は確かにありますけれども、一向にその基金の中

身が追いつかないというような状態だろうと思うんですよね。こういう町の共有の財産の維持、運

営費というのは、たまたま今回は交付金として補助を、交付金としていただけるものだから、今ま

でのたまりたまったという言葉は大変御無礼かもしれませんけど、実際はそうじゃないかなという

ふうに想像するわけです。そうすると、このことについては、ちゃんと考えておく必要があるんじ

ゃないか。そうすると、一方で道路の改修なんかのお願い、やっぱり申請主義っていうことで、行

政協力員さんの印鑑が確か要って、申請をされて、道路の補修なんかされてると思うんですね。そ

うすると、この場合はそういった手続とか何とかいうのはどねえなってるんかなとか、ちょっと疑

問になりまして、その申請されてこういう改修事業になったのかどうなのかということもまず聞き

たいんです。 

 協働、協働と言われながらも、何ていいますか、結局、使いが、町のほうで、ちょっとやろうと

思っていたことが、今回たまたまということなので、わからんこともないんですけれども、やはり

この行政の財産、みんなのものとしてこの維持改修費用っていうのは、ある程度ちゃんと計上って

いうか、何とか、こう基金なりっていう形でも、わすがなもんでもいいんですけど、町債を発行し

て、何分の１かをそのときに出してやるという方法も有効なのかもしれませんけれども、それにし

ても公債費率に影響して来ますですしね、財政の問題も非常に絡んできますから、ちょっと考えさ

せられる面を私ちょっと思ったもんですから、そのことも含めて、今後のこういうふうな維持運営

費に対して、やっぱり２２年度の予算組みもされてますし、また総合計画も今後策定されるという

ことですから、少し必要なことじゃないかと思いますもんですから、このことに対してお考えをお

尋ねをいたします。 

 それと、この中のことなんですけど、中学校の自転車置き場の改修は、去年の秋口ですか、夏場

もやられてましたですよね。ちょっとこの辺が気になるもんですから、全体、去年やられたもんと、

今からやろうとされるもんで、かなりボリュームが多くなりますですよ。どのようにされるのか、

あわせて２点ほどお尋ねをしておきます。以上です。 

○議長（福田 洋明君）  角田総合政策課長。 

○総合政策課長（角田 光弘君）  失礼いたします。それではお答えいたしたいと思います。 

 補正予算書の１３ページの歳入でございますが、地域活性化・公共投資臨時交付金と、地域活性

化・きめ細かな臨時交付金、２項目にわたって補正しておりますが、それぞれの交付金の交付要件

はどうかという御質問でございます。 

 まず、地域活性化・公共投資臨時交付金につきましては、国の経済危機対策によりまして、国の

１次補正予算が編成されました。この１次補正予算の中のメニューの一つでございまして、国の

１次補正予算で、平生町の場合でしたら、今回小中学校の改築耐震改修等をやっておりますが、新
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たにそういう補正予算での事業の、いわゆる補助裏、補助金以外の部分に一定割合でこのたび交付

金を充当して、地域のほうで積極的に事業をやってほしいという事業でございまして、平生町の場

合、今申し上げました事業を中心に公共投資臨時交付金の申請をしたところでございます。 

 それと、地域活性化・きめ細かな臨時交付金につきましては、これは国の２次補正予算でござい

まして、これまでにも平成２０年度から各種交付金事業がスタートしておりまして、２０年度の

１次補正では緊急安心実現総合対策交付金、２０年度の２次補正では生活対策臨時交付金、２１年

度の１次補正では経済危機対策臨時交付金、そしてこのたびの国の２次補正によりますきめ細かな

臨時交付金、これまでに今回合わせまして計４回交付金制度が設けられておりまして、交付金の総

額でいきますと約３億８,２００万円となっております。 

 今申し上げました４つの交付金の中で、２０年度の１次、２次、２１年度の１次につきましては、

ハード事業、ソフト事業両面ございましたが、このたびの２次補正につきましては、いわゆる危険

な橋梁の補修など、今回の緊急経済対策の趣旨に沿ったきめ細かなインフラ整備、ハード事業です

ね、インフラ整備に限るというふうに補助金の要綱がなっておりまして、今回補正予算、３月補正

予算で計上いたしておりますように、道路、河川、各種施設の改修経費等に充当しているものでご

ざいまして、当然、このたびの計上になりますので、繰り越して事業を実施するようになるもので

ございます。以上です。 

○議長（福田 洋明君）  河内山宏充議員。 

○議員（１２番 河内山宏充君）  そうじゃったですね。よくわかりました。済いません、ありがと

うございました。それで、このきめ細かな臨時交付金、ハード事業、インフラ整備ということなん

ですけれども、この優先順位っていうんですが、その基準っていうんですか、この決められたです

ね、それをちょっとお尋ねをしておきます。 

 それと、先ほども申し上げましたけれども、詰めていけば、これは今に限ったことじゃないです

ね、多分。劣化とか何とかっていうけど、時間が経てば当然この整備はしていかなきゃいけない。

そうすると、１０年後ぐらいにはまたしなきゃいけない。そうすると、国のこういうたまたま交付

金事業があったから乗っかったっていうんじゃなくて、きちんとした計画をもった整備をしとかな

きゃいけないんじゃないかというのを、私の言いたいことでして、この辺のところの見解をお尋ね

をしておきます。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  角田課長のほうから答弁をいたします。 

○議長（福田 洋明君）  角田総合政策課長。 

○総合政策課長（角田 光弘君）  今の御質問にお答えいたしたいと思います。このたびの３月補正

によりまして、道路、河川、また各種施設の改修経費等の補正予算を計上しておりまして、今御質
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問のように、このたびの予算措置に当たって、その各種事業の優先順位についてはどうかというこ

とでございます。このきめ細かな臨時交付金制度が決定いたしまして、すぐさま財政当局から、施

設管理をしている各課に対しまして、まず要望調査を行いました。要望調査をまとめまして、当然

その事業精査をするわけですけれども、ちょうど新年度予算編成と時期がダブりましたので、その

新年度で対応すべきものと、３月補正で対応すべきもの、２つに分けました。どちらがいけば新年

度なんかということになりますけれども、事業の性格上いきますと、このたびの臨時交付金につき

ましては、きめ細かなインフラ整備事業に限定されるものでありまして、極力町内業者、小さな事

業等で町内業者に発注できるものということで、そういう基準でもって事業の優先順位を決めたと

こでございます。 

 今後の施設の修繕計画といいますか、各種公共施設すべて共通いたしますけれども、今度の第五

次の行革大綱の中には直接入っておりませんけれども、各種施設の年次的な修繕計画は当然つくる

ようにしておりますし、現在行っております学校等の耐震化、今後保育園、公民館等にも当然そう

いう耐震化の施策も必要となりますので、そういうものすべて含みまして、年次的な計画をつくり

まして、財源調整等しながら行っていくというものでございます。以上です。 

○議長（福田 洋明君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２号平成２１年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算について質疑を行

います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３号平成２１年度平生町簡易水道事業特別会計補正予算について質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４号平成２１年度平生町下水道事業特別会計補正予算について質疑を行います。質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第５号平成２１年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計補正予算について質疑を行

います。質疑はありませんか。吉國茂議員。 

○議員（１０番 吉國  茂君）  一応お尋ねしておきます。６万１,０００円の一般会計からの繰
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り入れをされておりますが、これで６万１,０００円でも、今の時点で繰り込まなきゃいけないよ

うな予算執行状態になっておるという認識でよろしいですか。余っておる額があるちゅうことはな

いですね。一応確認。 

○議長（福田 洋明君）  角田総合政策課長。 

○総合政策課長（角田 光弘君）  それではお答えいたしたいと思います。漁業集落環境整備事業

７ページの歳出のほうで、役務費の簡易無線局の更新手数料をこのたび補正いたしております。御

質問のように、一般会計のほうから繰入金をしなければ予算が組まれないのかということでござい

ますが、３月補正時点におきまして、役務費の中で、例えば事業が確定して、明らかにこの金額は

余りますよというのがあれば、当然減額してそういう措置をいたしますけれども、現時点におきま

しては見込みということでございますので、役務費の中での、役務費の中での措置ということがで

きておりませんし、ほかの節、ほかの費目でも確定すべきところがありませんでした関係上、この

たび６万１,０００円を予算措置し、一般会計から繰り入れるという措置をしたものでございます。 

○議長（福田 洋明君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６号平成２１年度平生町介護保険事業特別会計補正予算について質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第７号平成２１年度平生町後期高齢者医療事業特別会計補正予算について質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、平成２２年度予算の質疑を行います。一般会計につきましては全般と、歳入は一括、

歳出は款ごとに質疑を行い、特別会計につきましては、会計ごとに質疑を行います。 

 まず、議案第８号平成２２年度平生町一般会計予算について質疑を行います。一般会計予算全般

についての質疑はありませんか。河内山宏充議員。 

○議員（１２番 河内山宏充君）  予算全般についてをお尋ねをいたします。朝の冒頭にも行政報告

の前に、大まかな新年度予算に対する取り組み、テーマを持って取り組んでいきますよというお話

をいただきました。５つの大きな柱があって取り組んでいきますということでした。その中で、

３点ほどちょっとお尋ねを、２２年度の取り組み姿勢、予算全般についての取り組み姿勢というこ

とでお尋ねをいたします。 
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 まず、歳入確保策ということで、自主財源のお話が出てまいりました。一般質問の中でも、議員

さん、自主財源の確保策ということでお尋ねになられていらっしゃいましたが、私が懸念するのは

目的税のことであります。課税の日付が１月１日ということに当然なろうかと思うんですけれども、

そうすると２２年度、２３年の１月１日ということは、２３年度中のその目的税の執行ということ

になろうかと思うんですが、２２年度の目的税を取ろうかと思えば、今年の１月１日ですから、随

分前からやって、条例、その他の法整備もやっておかないと、その目的税を公布できないというこ

とになろうかと思うんですが。ということは、今から始められても当然その目的税の目標の、目標

値としての日付は２３年１月１日ぐらいになるんじゃないかと、私勝手に思うんですけれども、そ

うすると２３年度ということになるかと思うんですけれども、それと２２年度中に、条例の法整備

等の手続をやられていく必要があろうかと思うんですけれども、この予算組みの中でそういったこ

とが見えませんので、具体的にどういうような２２年度中に、その目的税の進展、振興を図られる

計画なのかをちょっと言葉としてお尋ねをしておきたいと思います。 

 それと、協働のまちづくりっていうことで、元気な町ということで、住民の声を、住民の声の視

点に立って、一緒にまちづくりをしていこうと。協働という言葉、力三つを合わせるということで

「協」ということでしょうけども、ほかにも漢字を探してみますと「共」という字で「きょうど

う」とも読みますし、にんべんに「ぐする」でも、やっぱり「きょう」っていう。一方で、「狭

い」っていう字も書いて「きょう」っていうわけですね。やっぱり、お互いに地域、行政、一体と

なってやるということであれば、ただ単に時間の経過ばっかり、この時間の経過がまた「きょう」

とも読むわけですね、お経の「きょう」という字ですけどね。やっぱり、時間とかやっぱり無駄に

しちゃいかんと思うんですよ。そのためにはどうせんにゃいけんか。 

 たまたま、あした平生中学校の卒業式です。常々お話、町長のお話の中に「みずから社会と環境

の変化に敏感に反応して、常々、みずから課せられた課題を、みずから解決する力を持ちなさい」

それが学びの力。教育長さんなんかもよくそういうふうに言われると思うんですけど、そういうふ

うに言われる割には、行政のほうの、そのみずから課して、みずから学んで、みずから解決するっ

ていうスタンスが伝わってこないんですよね。結局きょうの答弁も聞いてましても、やるかやらな

いかよくわかりませんし、やっぱりこの辺が一番協働の町で、気構えが発揮しないと、どねえ住民

の皆さん方に「協働、協働」皆さん方と一緒にやりますよ、だからやりましょうと言うても、動か

ざるを得ない状況なんじゃないかと思うんですよ。協働という言葉ばかりがひとり歩きしているっ

ていうのが実感じゃないかと思うんです。私の感じだけで、その数値が示して、こういう数値があ

るからこうじゃないかというふうに言えないのが大変残念なんですけども、それにしてもこの

「気」っていうんですか、気持ちというのが非常に大事なところでして、協働って言われるからに

は、やっぱり皆さん方の大いにリーダーシップを発揮していっていただきたい。 
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 行政の福祉の向上っていうことから言っても、テーマとか、その数値とか、確かに掲げることは

難しいっていうのはわかるんですけれども、やっぱり皆さん方の「気」っていうか、行政の皆さん

方の協働に対するスタンス、気の持ち方がやっぱり非常にこの辺は重大だと思いますので、もし、

この２２年度中にそういうような協働の、その数値を、まず町長のほうから「こういうのが上がっ

たら協働だよ」って、「協働が盛り上がったということだよ」というような、具体的な数値ってい

う、に対する指標がありましたら御享受をいただきたいということで質問させていただきます。 

 それともう一つ、これ、もう、この言葉が出てきて久しくなるんですけれども、いわゆる少子化。

少子高齢化社会、少子と高齢化が２つ一緒になってるんですけど、私自身としては少子化は少子化、

また高齢化は高齢化ということでとらえていってるんですけれども、また少子化っていうのは、少

子化軽減防止とか、そういう言葉で私いつも理解してるんですけれども、少ない中で子供をどう育

てるかじゃなくて、要は、子供を産むっていう、人間の根本のところにターゲットを絞ったほうが、

実際にはいいんじゃないかということで提言も含めて、具体的にどうかっていうことは今言えない

んですけれども、学校の授業の中でやる方策とか、夫婦とか、それとか家庭とかっていう、もっと

そういう講座を、子供たちの中学校ぐらいのときにやるような、その総合教育の中で取り組んでい

くスタンスっていうのは考えられるんじゃないか。と申しますのも、少ない中で、こう子育ての応

援、それも結構なんですけれども、それじゃあ一向に少子化、歯どめかかりませんですよね。やっ

ぱり、ちょっと言葉は悪いかもしれませんけれど「産めよ、それで増やせよ」っていう、これだろ

うと思うんですよね、やっぱり。そうしないと少子化っていうのはほんとマジにいかないですよね。

それはやっぱり、今の社会の中であれば、これだけ社会が急激に変化しているわけですから、どう

しても学校教育の中でやるのが、やっぱり一番ベストなことなのかなというように、私なりに、一

過程としてそういうふうにとらえてます。そのことに対して御見解をいただければ、また次の質問

にさせていただきますので。以上３点です。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  最初の歳入確保財源で、目的税でございますが、これは、先般というか、

この前も申し上げましたように、大変経済状況等含めて、考え方の基本的な問題については、特に

下水道の敷設等々を念頭に置きながら準備を進めさせていただいておりますけれども、経済状況を

判断をさせていただきながら、この決定をさせていただくということで申し上げておりますように、

少し状況、推移を見ていきたいと、状況を見守っていきたいというふうに考えております。 

 それから、協働のまちづくりについては、けさからも申し上げておりますように、地域福祉計画

等についても、ほんとにこの職員もそれぞれ地域の中に一緒に飛び込んで、皆さんと一緒に知恵を

出そう、汗をかこうと、こういうことでやっているわけでありまして、そういった意味ではまさに

協働の作業だというふうに受けとめております。行政としても、そういった地域の皆さんの力が引
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き出していけるような、地域における活動を含めて、これからも努力をしていきたいというふうに

考えております。 

 少子化で、子供を産む方法、産むことについての、これはかなり、この問題については個人的な

見解は別にいたしましても、大変価値観が多様化している今日で、どうやってこの少子化対策を進

めていくのかと。いろんな角度から、議論がされなければならない問題だろうと思います。学校の

ほうで、学校教育の中で位置づけていくのがいいのか、いろんな見解はあると思いますが、私は今、

こうした少子化を何とかしなきゃいけない。そのためには今、我々が言えるのは、子育てがしやす

いような環境をつくって、できるだけ多くの方々がほんとにこの子育ての喜びを知っていただきな

がら、その成長を楽しみにしていけるような環境を、我々とすれば整備をしていく。そのことが結

果的に少子化対策につながっていくようにということを、我々行政の立場としてはそこら辺が限界

ではないかなというふうに、今は考えております。 

○議長（福田 洋明君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、歳入について質疑はありませんか。平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  歳入について、ちょっと１点ほど気になる表現がありますから、

お伺いしておきたいと思うんですが、町税が、個人分が減少してきております。昨年も景気の低迷

による町税の個人分の減少と、今年も景気の低迷による個人分の減少という表現をされましたが、

町税の減少についてどのような分析をしておられるのかちょっとお伺いしたいと思うんです。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  弘中税務課長のほうから答弁をいたします。 

○議長（福田 洋明君）  弘中税務課長。 

○税務課長兼徴収対策室長（弘中 賢治君）  御質問いただきました町民税の、いわゆる算出根拠で

ございますけど、２２年度の町民税の税収見込みにつきましては、２１年度の決算見込み額をベー

スに、県の経済動向、こういった各種指標を勘案して見込んだものでございます。町民税の積算に

つきましては、議会資料の６、８ページに説明資料を添付いたしております。給与所得につきまし

ては、退職による給与所得者の減少、あるいは経済情勢の影響が大きく、個人の給与所得は伸び悩

んでいるというふうに判断をいたしております。 

 統計数値といたしまして、毎月勤労統計調査、こういったものの数値から、２１年度課税実績と

の比較では、資料では当初予算との比較ということで９６.７％、マイナス３.３％というふうに見

込んでおりますけど、２１年度課税実績との比較ではマイナスの３.５％を見込んでおります。給

与所得、いわゆる町民税を課税いたします総所得に占める給与所得の割合が約８２％ということで、
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この給与所得の占める割合が大きくなっております。 

 そのほかでは営業所得、これにつきましては、２１年度の課税実績から県の金融経済情勢による

販売状況調査の統計数値、こういったものを参考にいたしまして、個人消費の落ち込みなども考慮

いたしまして、当初予算比較では７９.７％と、２０.３％の減少を見込んでおりますけど、２１年

度の課税実績との比較ではマイナスの６.７％を見込んでおるところでございます。 

 それから、農業所得につきましては、昨年特に天候による大きな被害もありませんでしたので、

当初予算比較では１３３.７％と農業所得が伸びたようなお示しをしておりますけど、２１年度の

課税実績との比較ではほぼ同額を計上いたしております。トータルで現年分当初予算の比較では、

対前年度比でマイナスの４.６％、金額にして２,４３０万４,０００円の減額を見込んでおるとこ

ろでございます。 

 今ちょうど確定申告の時期でございます。今後所得のほうが確定してまいります。この所得に基

づいて２２年度町民税を賦課いたします。当初予算ではあくまでも見込み額ということで、どうし

ても差は出てまいります。最初申しましたように、やはり総所得に占める給与所得の割合が大きい

ということで、この給与所得がわずかの差でも下がれば、町民税全体の税収が下がってくるという

ふうに分析をいたしております。以上でございます。 

○議長（福田 洋明君）  平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  今説明をいただきましたが、昨年も景気の低迷による町税の減収、

今年も景気の低迷による町税の減収という表現で、提案理由の説明でされました。ちょっと若干、

分析が私は足りないと思うんですよ。一番の税収のもとですから、なぜこういう数字になっていく

かのという研究をされる必要があると思うんです。それで、ちょっと参考になればということで、

参考にしようと思って調べてみたんです。昨年より、いわゆる納税義務者が３００人減ってるんで

すよね、約。それから人口減少。一つは人口減少というのが理由としてあるのじゃないかと。それ

と、所得が低くなって納税しなくなったというのもあるかもしれません。それとあわせて高齢化。

これが、現役世代が退職をして、いわゆる給与所得がなくなって、所得が減ると。こういう状況が

あるのではないかと。それから、雇用形態の変化。例えば企業でもほんど派遣だとか、臨時だとか、

正社員でなくて、そういうことで賃金が抑えられると。こういうことからいう給与所得の減少があ

るのではないかと。 

 またもう一つは、これは、平生町でおける公務員の比率というのはかなり高いわけですが、この

公務員の減少、給与の頭打ち、こういったことも影響しておるんじゃないかと思うんです。もっと、

だから、景気の低迷って言われないで、もっと中身を研究される必要があると思うんですが。 

 それで、平成１８年の資料は納税義務者が５,９２９人ですよ。それから、給与所得の、いわゆ

る課税総額は１３４億円です。今年は１２０億円です。この毎年、この課税総額が１３４、１３２、
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１２７、１２４、１２４、１２０というように、大体ずっと減ってきているんですよね。この原因

は、今言ったような中身じゃないかと思うんです。やっぱ現役世代が定年退職をして、団塊の世代

が年金生活になっているのも大きな要因だと思うんですが。だから、景気の低迷って一言で言わな

いで、もっとその分析される必要があるのではないかと思いますから見解を聞いておきたいと思う

んです。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  御指摘の点は十分理解をいたします。これから、ちょっと新年度の提案し

ましたけれど、そこら辺の課税客体全体が、こう縮小してきておる、そのもう一歩、その背景を少

し分析をして、それを、ここがこういう形で減りよるというのが、ある程度資料として、手持ちの

上で表現を今度は考えていきたいというふうに考えておりますので、十分そこら辺はよく分析をし

て対応していきたいというふうに思っております。 

○議長（福田 洋明君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、歳出について質疑を行います。議会費について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、総務費について質疑はありませんか。平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  総務費の４６ページ、総務管理費の、いわゆる岩国空港ターミナ

ルビルディング運営会社への出資金４００万円です。ちょっとこれは、若干以前も説明いただきま

したが、この会社、県が今度第三セクターでこの運営をしなければならないから、応募したいから、

大急ぎでつくりたいということのようですが、現在山口宇部空港、これは微妙なんですよね。いつ

も山口宇部空港で、もう一つつくるよという意味の山口宇部空港なんでしょうけど、この現在の方

がどういう方で運営、空港ビルを運営しているのか。それから経営状況はどうなのか。 

 それから２点目、この新しい会社はどんな業務を行って、それからどういう収入を得られるのか。

また、その新しい組織、いわゆるその組織は、どんな業務を行うために、どんな資質が求められる

のか。その３点、簡単に。 

○議長（福田 洋明君）  角田総合政策課長。 

○総合政策課長（角田 光弘君）  それではお答えいたしたいと思います。 

まず、現在の山口宇部空港の運営形態と経営状況でございます。山口宇部空港は、運営形態は第

三セクター方式で運営しておりまして、管理会社は「山口宇部空港ビル株式会社」という名称でご

ざいます。昭和４０年に設立されまして、設立当時の資本金は８,０００万円で、山口県が
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４,０００万円、宇部市が１,０００万円、民間が３,０００万円でスタートしております。昭和

５４年が最後の増資でございまして、現在３億２,０００万円の出資のうち、県が９,６００万円、宇

部市が１,６００万円、民間が、空港会社等含めまして２億８００万円出資している現状でござい

ます。 

 それと、山口宇部空港ビル株式会社の経営状況でございますが、平成２０年度の決算書を見ます

と、営業、空港ビル会社の売上高が約６億４,６００万円ございます。そのうち経費等引きまして、

営業利益が１億７,５００万円程度出ておりまして、営業利益率でいきますと、２７％程度出てお

ります。同規模の空港と比較しますと、営業利益率は高くなっている状況にあると判断をいたして

おります。 

 それと２番目の、新しい組織、空港ビルの運営会社でございますが、の業務とどういう収入があ

るかということでございますが、新しいビルの運営会社の業務につきましては、航空事業者、航空

旅客、航空貨物に対する役務の提供。それとビルのテナントでございますが、そこの入居者、テナ

ント業者へ区画を貸すことなどが主な業務となりまして、収入につきましては、主には不動産利用

収入となります。不動産利用収入も、宇部空港の例でいきますと、航空会社とテナントの２つが大

きな収入でございまして、空港会社のウエイトが約７５％ございます。テナントが２５％という状

況でございます。 

 また、空港ビル運営会社は、今申し上げました航空事業者等に対する役務の提供やテナント業者

へ区画を貸すことなどの業務を行うために、そのビルの運営に係ります人件費、維持管理費、また

税金関係、減価償却費、借入金の返済というものが、そういうものが支出状況でございます。以上

です。 

○議長（福田 洋明君）  平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  よく説明をしていただきましたが、それで、これから先、つくる

会社のその収入と支出の問題になるわけですが、それは試算はまず第一にあるわけですか、今後、

どうした、どうなるんじゃないかという予測ですね。そこが一つは問題。これ利子、借入金の返済、

利子の返済というが、これは例えば航空の建物の建設費の今度は問題だとか、いろんなその航空会

社に対する役務の提供をするための資材だとか、いろんな物を買うための資金が要って、それを借

り入れて返していくという話なんでしょうけど、そういった、まず建物の建設をどうなって、そう

いう資材の借り入れがどうなって、それらからどの程度収入があるという予測を、人もどの程度の

ものなのか。大体概略がわかれば教えてくれませんか。 

○議長（福田 洋明君）  角田総合政策課長。 

○総合政策課長（角田 光弘君）  お答えいたしたいと思います。岩国空港につきましては、空港に

は大きく分けまして、国が直轄で整備する国管理の空港と、都道府県などの地方公共団体が補助金
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を受けて整備する地方管理空港、この２つがございます。岩国空港の場合は、国土交通省が直接整

備をし、管理運営する、国管理の空港となります。国管理の空港の中でも供用空港と申しまして、

つい最近茨城空港、あるいは百里基地、百里飛行場ですね、そちらと同じような形態で整備される、

まず空港ということを御認識いただきたいと思います。 

 それと、ですから、第三セクターの会社につきましては、ターミナルビルの整備を行うという、

まず事業がございます。現在ターミナルビルの規模につきましては、いわゆるピーク時の旅客数に

よって決定されるものと聞いております。岩国空港の場合は、予測される旅客需要が３５万人とご

ざいまして、１日４往復の便数でカバーするために、２５０人乗りの中型機を１便、１６７人乗り

の小型機を３便就航予定でございまして、搭乗率は７０％を想定をいたしております。 

 計画につきましては、その中型機に対応可能なビルの容量を前提といたしまして、いわゆる身の

丈にあった施設規模という観点から、初期投資を抑えたローコスト・コンパクトデザインで、人に

やさしいユニバーサルデザインの空港ということをコンセプトにしているようでございます。ビル

の概要につきましては、延べ床面積を大体３,０００平米から４,０００平米といたしまして、事業

費につきましては１６億円程度と見積もっておられます。 

 先般、昨月、先月になりますが、２月１７日に、就航予定でございます全日空の役員の方が県知

事と面会されたときに、この路線については採算には自信を持っており、自治体から支援を求める

ことは想定していない旨の発言をされているというふうに聞いておりまして、その需要予測につき

ましても、会社独自のノウハウに基づき判断をいただいているものと考えております。具体的に

（発言する者あり）採算には自信を持っており、将来自治体から支援を求めることは想定していな

い旨と明言をされているところでございます。 

 経営計画でございますが、いわゆる経営期間中、当面は２０年間を目安に資金ショートすること

なく安定的な経営が可能な資本金額と借入金の条件を検討されているところでございます。主な収

入につきましては山口宇部空港と同じでございますが、空港会社、テナントからの不動産事業収入

が中心になりまして、支出につきましては、いわゆる人件費と管理費が出ていく状況でございまし

て、今の試算では、当面赤字は出ないような計算はしておられるようでございます。以上です。 

○議長（福田 洋明君）  平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  私、いろいろ詳しい説明をしていただきまして、ありがとうござ

います。ちょっと最後にですから、総論的にも私の考えも含めましてお話をしたいと思うんですが、

空港、きのうからきょうにかけて、テレビ、新聞で、全国の空港の状況が、搭乗率その他含めてい

ろいろ載っております。今出された茨城空港についても、飛行機は飛ばないし、年間空港の管理だ

けで２,０００万円の赤字が出るという報道も出ております。それも、いわゆるコンパクトな、何

か飛行機に乗り降りする設備もないようですけど、そういうところでそれだけもやっぱ赤字が出る
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という話なんですが、それ以前の問題として、この空港がなぜここにこんなに急いで建設されなれ

ければならないのかと。全国あれだけ空港は、もう国土交通省は、その前原さんはきのうテレビに

出て「こんな状況ですよ」とやっておられるのに、その国土交通省がまた新たな空港をつくろうと。 

 そんなに、私ちょっと余談になりますが、民主党が今どんどん支持率が下がってますが、お金と、

政治と金の問題もあるかもしれませんけど、この政策にやっぱり失望してるんですよ。岩国のとこ

ろに北澤さんが来られていろいろ説明されたときに、ある主婦の声が出ておりましたが、「県も市

も何もいうことを聞いてくれん」と。「民主党に期待して入れたが、こんなことじゃ、我々はだれ

を頼りにすりゃあええんか」という、嘆きの言葉が載っておりました。私は現在民主党の政策に対

する、その象徴的な言葉だと思うんです。今までどおりの、何ていうんですか、政策を、官僚支配

を脱皮するといいながら、実際上では延長線で、どんどん無批判に進めてこられると。この、空港

はもっとあり方を検討して、本当に必要なのかどうかも含めて、これ多分キットの、いわゆるアメ

リカの再編成とのその取り引きであることは明白なんですからね。そうでなけんにゃあ、この空港

を開港するはずないんですよ。そういった点も、こういうんなら、もっと待って、ゆっくり検討し

て、本当に必要かどうか検証された上でやるのが筋じゃないかと思うんです。運営会社を公募する

から急いでつくれという筋は違うんじゃないですか。 

 また、今いろんな試算は当然されると思うんですよ。例えば、その搭乗率補償は求めないという

全日空の話のようですけど、当然自分が手を挙げて、搭乗率補償を求めるなどという話は出てこん

のですよ。搭乗率補償をしようというのは、地方から空港会社に異議申し出た言葉ですからね。今

の段階でそんなのは出るはずはないんですよ。 

 結局、国のそういった政策に、振り回されて、地方までこんなに振り回されて、本当のためにな

るのかどうかわからないという政策のように私は思えるんですが。この点について、私は、これか

ら先、平生町が支出、予算を支出するというのであれば、もっと精査をして、慎重にやっていく筋

のものだという気持ちを持っておりますから、今、きょうは丁寧に質問を、答弁はいただきました。

こういったいろんな角度から検討しながら、慎重にやっていくのが筋じゃないかと思うんですが、

町長の考えを聞いておきたいと思うんです。 

○議長（福田 洋明君）  ここで暫時休憩いたします。午後４時１５分から再開いたします。 

午後４時０２分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後４時１５分再開 

○議長（福田 洋明君）  再開いたします。 

 山田町長。 

○町長（山田 健一君）  今度の民空のターミナルビルに関しては、先ほど角田課長が申し上げまし
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たとおりでございますが、もともとこの取り組みについては、岩国基地民間空港早期再開期成同盟

会を長年にわたって結成をして、民空の再開を求めていくという運動を、実は今日まで取り組んで

きた経緯がございます。これは、もちろん２市４町、それから民の部分ですね、経済界含めて官民

一体となってこの取り組みをやろうということで今日まで来て、ようやくそのめどがついたという

段階で、今のそれぞれ取り組み状況が、今示されているわけであります。 

 したがって、これは長年の懸案でもありますし、ぜひ我々としても地域の利便性あるいは地域の

経済活性化、いろんな面から寄与していく、プラスになるという判断のもとに取り組みを進めてき

ておりますだけに、しっかり２市４町足並みをそろえて、官民一体となって、取り組みを進めてい

かなきゃいけないし、ただし、お話がありましたように、これから問題は、ほんとにせっかくやる

んであれば、その利用促進に向けてしっかりした組織ができ上がっていくように、あるいはまた、

いわゆるアクセス道を含めたインフラの整備といいますか、こういうものについても、しっかり言

うべきことはいっていかなきゃいけないというふうに考えておるところであります。 

○議長（福田 洋明君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、民生費について質疑はありませんか。吉國茂議員。 

○議員（１０番 吉國  茂君）  民生費は所管ですんで、あれしますけど、全体的なあれで、緊急

雇用対策、河内山議員とかぶるとこがあると思うんですけど、緊急雇用対策の、県のほうで入って

おる事業ですね、緊急雇用創出事業。いろいろと経済課が所管でずっと教育の中にも入って、

２００万円弱入ってますが、聞くと、各課長に電話かけて聞くと、これみなシルバーに持っていく

という話なんですが、今さっきも河内山議員の質問にもありましたが、使い勝手がいいから使うた

だけで、雇用、緊急雇用という面で、シルバーだけが雇用に必要なのかどうか。その辺の練り込み

ちゅうんがあったのか。また、今、こういったことで、若者定住とかいうのも含めて、そういった

もんで、いろいろ考える余地があったのではないかと思うんですが、その点はどうなんでしょうか。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  経済課長から答弁をいたします。 

○議長（福田 洋明君）  中本経済課長。 

○経済課長兼農業委員会事務局長（中本 羊次君）  今の緊急雇用創出事業で行う、今経済課では、

公園環境整備についてでございますけど、この緊急雇用創出事業は、失業者に対する短期間の雇用、

就業機会の創出、提供を図るものでございます。事業の実施要件の中に、人件費割合が７割以上、

また新規雇用の失業者の割合が４分の３以上であるといったような要件がございまして、実施でき

る対象分野の中に、いろいろあるんですけど、環境分野として「公道や公共施設敷地内の除草作業
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とか草刈り、剪定作業等を行う」という事業がございます。 

 経済課としましては、毎年環境整備として大星山公園、箕山公園等の整備をしておりまして、草

刈り、清掃といった業務をシルバー人材センター、また東部森林組合に委託しておりますが、草刈

りについては年１回、２回といった作業で、すぐ草が繁茂してまいりますので、従来の業務が完了

した以降に、従来の作業とは別にこの事業をもって草刈りの作業を委託し、失業者への就業の機会

を提供するものでございます。 

 先ほどの中の話で、理由としましては、既存事業を、シルバー人材センターと東部森林組合に委

託していることから、この事業の要件を満たしていただいた上で、作業内容も把握していただいて

るシルバー人材センターにお願いしたいと考えて行うものでございます。 

 なお、ほかの各課の予算計上に、計上されている緊急雇用創出事業も同じ考えのもので実施する

ものでございます。以上でございます。 

○議長（福田 洋明君）  吉國茂議員。 

○議員（１０番 吉國  茂君）  いや、大体そういうのはわかるんですけど、そもそも論として、

じゃあ平生町で緊急雇用が必要なというような把握をしておるのかどうか。した上でシルバーが、

見やすいんですよね、シルバーぱっと渡すのは。そりゃあ、経済課としちゃあ、そういうやり方が

一番あれなんかと思うんですが、大体そういったもんで、予算の査定の段階でそういったもん練り

込んで、どのぐらいの雇用が、緊急雇用に必要な方がおる。まあその２００万円ぐらいですから、

そうあれじゃないと思うんですけど、それも含めて、平生町定住も含めて、多角的に、当初予算で

すから組まれるんが、僕はベストじゃないかと思うんですよね。若者定住とかを含めて、今がチャ

ンスです。山林も荒れてじゃし、そういったことが、どこまでこの予算の中に練り込まれたのか。

見やすいから、便利、使い勝手のいい予算だからっていうんでやられたんではないかということが

あって、これはもう査定された執行部側からこれをお聞きしたいと思います。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  副町長から答弁をいたします。 

○議長（福田 洋明君）  佐竹副町長。 

○副町長（佐竹 秀道君）  ただいまの緊急雇用創出事業についてでございますけども、査定の段階

におきましては、この離職者に対する一つの事業でございますので、そうしたことがまず１点ござ

います。 

 それから、それとあわせて人件費に係る部分が何十％という基準もございまして、そのあたりを

クリアしながらの事業ということになりますので、各課のそれぞれの要求内容といいますか、事業

実施内容、これをきちんと把握しながら、その辺を総合的にも判断をして、何がこの事業としてや

っていく価値があるのか、効果が出てくるのか、そのあたりを判断しながら査定をしてまいりまし
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た。以上でございます。 

○議長（福田 洋明君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  次に、衛生費について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、労働費について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、農林水産業について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、商工費について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、土木費について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、消防費について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、教育費について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、災害復旧費について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、公債費、諸支出金、予備費について一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 次に、給与費明細書から地方債の調書まで一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、特別会計予算について質疑を行います。 

 まず、議案第９号平成２２年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計予算について質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、議案第１０号平成２２年度平生町簡易水道事業特別会計予算について質疑を行いま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、議案第１１号平成２２年度平生町老人医療事業特別会計予算について質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、議案第１２号平成２２年度平生町下水道事業特別会計予算について質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、議案第１３号平成２２年度平生町水産廃棄物処理事業特別会計予算について質疑を

行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、議案第１４号平成２２年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計予算について質疑

を行います。質疑はありませんか。吉國茂議員。 

○議員（１０番 吉國  茂君）  昨年所管の委員会でしたので、委員会で質問したと思うんですけ

ど、平成２０年の汚泥処理費が７０３万１,０００円なんですよね。それで、平成２１年が

８６９万４,０００円なんですよ。これ、２３.６％の伸びなんですよね。それから、今回が

９８２万８,０００円で１３％のアップなんですよ。でね、収入のこの何ていうか、使用料が、平

成２０年の予算ベースで１,３００万円なんですよ。それが、平成２１年は６.１％で、

１,３８０万円なんですよ。今回が７.２％の伸びで、１,４８０万円なんですよ。使用料のほうが

少なくて、伸び率が少なくて、汚泥処理にかかる費用が、例えば伸び率でいく、伸び率じゃない、

額でいくと、平成２０年と２１年の差で、汚泥処理に１６９万円増えてるんですよ。それで、収入
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のほうが８０万円なんですよ。それで、２２年、今回が、１００万円入りの部分があって、今回ま

た１２８万円、１２２万円、この汚泥処理費が増えてるんですよ。これは何かどうなんかっていう

話を、委員会でかなりしたはずなんですよね。また今回も同じような予算立ててきてるんですよ。

たまたま去年２０年で、２０年で、その質問した後に、２０年の、去年質問した後に、平成２０年

の決算で１５０万円減ってきてるんですよ、汚泥処理費が。今回、その収入よりもまた増える。こ

れが余分に取っておるんかと思うて今回聞いたら、また予算組んできてるんですよね、補正で。あ

れ、６万１,０００円ですけど。ということは余らんと。増えるんだという方向なんですよね。そ

れに対して、何らかの対策をしたらどうかという話を、去年大分したはずなんですよ。何でこのま

まこういう予算が出てくるのか、もう一回。そりゃあ、課長がかわったばっかりじゃけえね、担当

者がおったはずなんですよ。かなりやってる。どうなんかと、この辺が。本当にこの汚泥処理のほ

うに費用が、汚泥処理だけでですよ、費用が増えていくんが、収入よりも増えるというんがあって

いいもんかどうかという問題なんですよ。ちい、予算じゃから、そりゃあ、含み予算組むんと、僕

はある程度の含みは認めますけど、何ら説明なしに同じような予算を組んだら、何のための審議か

ちゅう話になるわけですよ。その辺をちょっと答弁してください。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  建設課長から答弁いたします。 

○議長（福田 洋明君）  洲山建設課長。 

○建設課長（洲山 和久君）  それでは、余り詳しくはございませんけど、一応汚泥の処理につきま

して御説明をいたします。 

 この汚泥の引抜料につきましては、平成２０年につきましては７４.６６立米ということでござ

いました。それで、２２年度計画しているのが７８０立米ということで、７８０立米に１万

２,０００円で、１万２,０００円を掛けまして、１.０５を掛けまして予算計上をしております。

当然、処理場の、もう古くなっておりますので、当然修繕が出てまいります。そういうことがござ

いますので、汚泥の引抜料につきましては一応そういうふうな計算で予算組みをしているというこ

とでございます。 

○議長（福田 洋明君）  吉國茂議員。 

○議員（１０番 吉國  茂君）  これは町長が、副町長と、よう今度は、今後執行する、予算を執

行する段階で、よう検討してほしいんですが、これ、おかしな話なんですよね。使用料より、当然

使用料より多かったら、何でここに問題点として、各課の問題点として出てこんのかという話なん

ですよ。これをどうにかしますと、この前も指摘してるんじゃから。長いこと言いませんけど、も

う一回、多い目に予算計上しちょって、補正は６万１,０００円取ってるという話になるのかどう

か。それは、やりくりで、余り事務的な問題は僕は詰めませんけど、ちょっともう一回、よく考え
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てほしいんですよね。このままでいって、もしも今の状態でいって増えていくんであれば、ほかに

方法がないのかとか。多角面で検討していただきたい。これは要望で結構です。 

○議長（福田 洋明君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、議案第１５号平成２２年度熊南地域介護認定審査会事業特別会計予算について質疑

を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、議案第１６号平成２２年度平生町介護保険事業勘定特別会計予算について質疑を行

います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、議案第１７号平成２２年度平生町後期高齢者医療事業特別会計予算について質疑を

行います。質疑はありませんか。渕上正博議員。 

○議員（６番 渕上 正博君）  ここで６ページ、普通徴収の件ですが、これは年金が１万

５,０００円以下の人ですよね。この辺で今、国は特別に９割減免というのを行っているはずです

が、その中でこの滞納繰越分が２７万２,０００円、こういう数値が出てきています。この辺で、

これはもう、このままでいきますと、この２７万２,０００円というのは、もう納めてもらえんの

じゃないかと、こういうふうな感じがするんですが、この対策としてはどういうふうに考えられて

おられるのか。お願いをいたします。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  安村町民課長のほうから答弁いたします。 

○議長（福田 洋明君）  安村町民課長。 

○町民課長（安村 和之君）  ページ６の２７万２,０００円の滞納繰越分でございますが、これに

つきましては、とにかく機会あるごとに滞納者と接触していくということで、に尽きるんではない

かと思います。今後とも粘り強く対応をしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。 

○議長（福田 洋明君）  渕上正博議員。 

○議員（６番 渕上 正博君）  いや確かね、この件については町長も資格証明書は出さないと、こ

ういう答弁をされておりますが、もう、僕はこれは９割減免というたら本当に何百円の保険料にな

るわけなんですよね。その辺で取れないということは、何らかの対策を打たなければならないと、

こういうふうに考えておるんですが、そういう対策そのものは、今言われたように、そのたびその
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たびにお願いをするしかないわけですか。ほかに対策として考えておられることはありませんか。 

○議長（福田 洋明君）  安村町民課長。 

○町民課長（安村 和之君）  制度が始まりまして３年目でございますので、そろそろ近隣の市町の

動向も考えながら対応していきたいと思っております。 

○議長（福田 洋明君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、議案第１８号平生町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例から、議

案第２４号平生町営住宅条例の一部を改正する条例までの件について一括質疑を行います。質疑は

ありませんか。平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  議案第１９号町長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する

条例についてですが、この提案をされておるわけですが、いろいろな思いがございます。中でもあ

りますが、一つだけほど聞いておきたいんですが、特例条例の期限を２３年の３月３１日となって

ます。「町長等」のですから、町長以外の方もおられますからわからないわけでもないですが、町

長の任期はそれ以前に満了をいたします。ほかの自治体にはあっては市なり、市長の任期までを特

例とする条例を出されておるところもあるようです。細かに分けるのも大変だということもあろう

かと思いますが、一応任期までが妥当な、「あと、俺がまた続けてやるから大丈夫だ」という議論

をされればそうですけど、それはまたわからないことですから、気持ちはあったとしても、任期ま

でが妥当な日にちではないかと思うんですがどうでしょうか。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  精神論を含めて、置かれておる状況の中で、町長、そして特別職の、につ

いては、この形でぜひこの時期をクリアしていきたいし、いってほしい、こういう願いを込めて出

ささせていただいております。 

○議長（福田 洋明君）  平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  わかりました。じゃあ申しますが、条例は政策なんですよ。政策

である以上は、合理性のある政策を条例なり文書を提出されるのが筋じゃないですか。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  確かに政策ですから、町長の任期とのかかわりというのは当然出てくるん

だろうというふうに思いますが、現時点において、この政策として、町の政策として打ち出させて

いただいたという、現時点での判断ということで考えております。 

○議長（福田 洋明君）  平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  言われることは、また精神論に戻ってますけど、現実は現実で、
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自分の任期の内で定めると。それからまた次は、その時点で新たなものを出すというのが、私は筋

のようにも思います。今まで私も議員の特例条例についてはそういう考えを持って臨んでまいりま

したし、それはそれぞれ思いがあるでしょうけど、そういうものと厳密なものではないかという気

がいたしておりますから、これは、どういう程度の厳密なものかについての見解だけ聞いておきた

いと思うんですがね。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  平岡議員の御指摘は指摘として、私も理解はできる部分はあります。今回

のこの提案に当たっては、今申し上げましたような、現時点での判断として、私の政策として示さ

せていただいたということでございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（福田 洋明君）  ほかに質疑はありませんか。渕上正博議員。 

○議員（６番 渕上 正博君）  議案第２０号、この中で、国民健康保険ですが、この資産割をなく

すると、これは私も大賛成なんですが、その次に、所得割を「１００分の６.１」から「１００分

の６.５」になっておりますね。この辺で、やはり、プラスになる人とマイナスになる人が出てく

ると思うんですよ。その辺の割合というのがわかれば教えていただきたいと思うんですが。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  町民課長のほうから答弁をいたします。 

○議長（福田 洋明君）  安村町民課長。 

○町民課長（安村 和之君）  今回の資産割の廃止につきましては、かねてからの運営協議会等で協

議いたしまして、このたび廃止の方向でということで決定いたしましたが、当然、資産割と所得割

とがございまして、資産割、所得割だけの方については当然上がってきますが、資料としてはちょ

っと手持ちに持ってませんが、平均的に１人当たりにつきましては、当然１人当たり約

３,０００円の平均で減額になっております。１世帯で、４,５００円程度と。この所得割のみの方

で何人おられるかというのはちょっと手元にございませんので、済いませんが。 

○議長（福田 洋明君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、議案第２５号山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 続きまして、報告第１号平生町土地開発公社の平成２２年度事業計画及び資金計画並びに予算に

ついて質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（福田 洋明君）  ここで、日程の変更についてお諮りいたします。 

 一般質問、行政報告及び提出議案に対する質疑が終了いたしましたので、３月１２日の本会議は

休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。よって、日程を変更することに決しました。した

がいまして、本日の議事日程に日程第３２、委員会付託を追加いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．委員会付託 

○議長（福田 洋明君）  日程第３２、お諮りいたします。 

 議案第１号平成２１年度平生町一般会計補正予算から議案第２５号山口県市町総合事務組合の共

同処理する事務及び規約の変更についてまでの件については、会議規則第３５条第１項の規定によ

り、お手元に配布の付託表のとおり、各常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。よって、議案第１号から議案第２５号までの件に

ついては、お手元に配布の付託表のとおり、各常任委員会に付託することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（福田 洋明君）  本日はこれにて散会いたします。 

 次の本会議は、３月１８日午前１０時から開会いたします。 

午後４時４７分散会 

────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────── 

平成２２年 第２回（定例）平 生 町 議 会 会 議 録（第２日） 

                          平成２２年３月１８日（木曜日） 

────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                    平成２２年３月１８日 午前１０時００分開議 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 議案第１号 平成２１年度平生町一般会計補正予算 

  日程第３ 議案第２号 平成２１年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 

  日程第４ 議案第３号 平成２１年度平生町簡易水道事業特別会計補正予算 

  日程第５ 議案第４号 平成２１年度平生町下水道事業特別会計補正予算 

  日程第６ 議案第５号 平成２１年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計補正予算 

  日程第７ 議案第６号 平成２１年度平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算 

  日程第８ 議案第７号 平成２１年度平生町後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

  日程第９ 議案第８号 平成２２年度平生町一般会計予算 

  日程第10 議案第９号 平成２２年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計予算 

  日程第11 議案第１０号 平成２２年度平生町簡易水道事業特別会計予算 

  日程第12 議案第１１号 平成２２年度平生町老人医療事業特別会計予算 

  日程第13 議案第１２号 平成２２年度平生町下水道事業特別会計予算 

  日程第14 議案第１３号 平成２２年度平生町水産廃棄物処理事業特別会計予算 

  日程第15 議案第１４号 平成２２年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計予算 

  日程第16 議案第１５号 平成２２年度熊南地域介護認定審査会事業特別会計予算 

  日程第17 議案第１６号 平成２２年度平生町介護保険事業勘定特別会計予算 

  日程第18 議案第１７号 平成２２年度平生町後期高齢者医療事業特別会計予算 

  日程第19 議案第１８号 平生町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第20 議案第１９号 町長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第21 議案第２０号 平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  日程第22 議案第２１号 平生町地球温暖化対策推進基金条例 

  日程第23 議案第２２号 平生町立児童福祉施設条例の一部を改正する条例 

  日程第24 議案第２３号 平生町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第25 議案第２４号 平生町営住宅条例の一部を改正する条例 

  日程第26 議案第２５号 山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更 
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について 

  追加日程第１ 議案第８号平成２２年度平生町一般会計予算に対する修正動議 

  日程第27 同意第１号 平生町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第28 議員提出議案第１号 平生町議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改 

正する条例 

日程第29 常任委員会の閉会中の所管事務等の調査 

追加日程第２ 議案第２６号 平成２１年度平生町一般会計補正予算 

追加日程第３ 議案第２７号 工事請負契約の締結について（変更） 

平成２１年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防波堤 

整備工事 

追加日程第４ 議案第２８号 工事請負契約の締結について（変更） 

平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）建築主体工事 

追加日程第５ 議案第２９号 工事請負契約の締結について（変更） 

平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）機械設備工事 

追加日程第６ 議案第３０号 工事請負契約の締結について（変更） 

平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）電気設備工事 

追加日程第７ 議案第３１号 工事請負契約の締結について（変更） 

平成２１年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第２ 議案第１号 平成２１年度平生町一般会計補正予算 

  日程第３ 議案第２号 平成２１年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 

  日程第４ 議案第３号 平成２１年度平生町簡易水道事業特別会計補正予算 

  日程第５ 議案第４号 平成２１年度平生町下水道事業特別会計補正予算 

  日程第６ 議案第５号 平成２１年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計補正予算 

  日程第７ 議案第６号 平成２１年度平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算 

  日程第８ 議案第７号 平成２１年度平生町後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

  日程第９ 議案第８号 平成２２年度平生町一般会計予算 

  日程第10 議案第９号 平成２２年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計予算 

  日程第11 議案第１０号 平成２２年度平生町簡易水道事業特別会計予算 

  日程第12 議案第１１号 平成２２年度平生町老人医療事業特別会計予算 

  日程第13 議案第１２号 平成２２年度平生町下水道事業特別会計予算 

  日程第14 議案第１３号 平成２２年度平生町水産廃棄物処理事業特別会計予算 
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  日程第15 議案第１４号 平成２２年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計予算 

  日程第16 議案第１５号 平成２２年度熊南地域介護認定審査会事業特別会計予算 

  日程第17 議案第１６号 平成２２年度平生町介護保険事業勘定特別会計予算 

  日程第18 議案第１７号 平成２２年度平生町後期高齢者医療事業特別会計予算 

  日程第19 議案第１８号 平生町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第20 議案第１９号 町長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第21 議案第２０号 平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  日程第22 議案第２１号 平生町地球温暖化対策推進基金条例 

  日程第23 議案第２２号 平生町立児童福祉施設条例の一部を改正する条例 

  日程第24 議案第２３号 平生町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第25 議案第２４号 平生町営住宅条例の一部を改正する条例 

  日程第26 議案第２５号 山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更に 

ついて 

  追加日程第１ 議案第８号平成２２年度平生町一般会計予算に対する修正動議 

  日程第27 同意第１号 平生町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第28 議員提出議案第１号 平生町議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改 

正する条例 

日程第29 常任委員会の閉会中の所管事務等の調査 

追加日程第２ 議案第２６号 平成２１年度平生町一般会計補正予算 

追加日程第３ 議案第２７号 工事請負契約の締結について（変更） 

平成２１年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防波堤 

整備工事 

追加日程第４ 議案第２８号 工事請負契約の締結について（変更） 

平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）建築主体工事 

追加日程第５ 議案第２９号 工事請負契約の締結について（変更） 

平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）機械設備工事 

追加日程第６ 議案第３０号 工事請負契約の締結について（変更） 

平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）電気設備工事 

追加日程第７ 議案第３１号 工事請負契約の締結について（変更） 

平成２１年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事 

────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 

１番 河藤 泰明君       ２番 大井 哲也君 
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３番 岩本ひろ子さん       ５番 田中  稔君 

６番 渕上 正博君       ７番 藤村 政嗣君 

８番 細田留美子さん       ９番 柳井 靖雄君 

10番 吉國  茂君       11番 平岡 正一君 

12番 河内山宏充君       13番 福田 洋明君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 藤田  衛君       書記 岩井 浩治君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 山田 健一君  副町長 ………………… 佐竹 秀道君 

教育長 ………………… 高木 哲夫君    会計管理者 …………… 岩見 求嗣君 

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 …………………………………… 吉賀 康宏君 

総合政策課長 ………… 角田 光弘君    町民課長 ……………… 安村 和之君 

税務課長兼徴収対策室長 …………………………………………………  弘中 賢治君 

健康福祉課長 ……………………………………………………………… 河野 孝之君 

経済課長兼農業委員会事務局長 ………………………………………… 中本 羊次君 

建設課長 ……………… 洲山 和久君  佐賀出張所長 ………… 村上  勲君 

学校教育課長 ………… 福本 達弥君  社会教育課長 ………… 木谷  巌君 

財務班長 ……………… 石杉 功作君   

────────────────────────────── 

午前１０時００分開議 

○議長（福田 洋明君）  ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（福田 洋明君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
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 会議録署名議員は、会議規則第１０９条の規定により、議長において藤村政嗣議員、細田留美子

議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第１号 

日程第３．議案第２号 

日程第４．議案第３号 

日程第５．議案第４号 

日程第６．議案第５号 

日程第７．議案第６号 

日程第８．議案第７号 

日程第９．議案第８号 

日程第１０．議案第９号 

日程第１１．議案第１０号 

日程第１２．議案第１１号 

日程第１３．議案第１２号 

日程第１４．議案第１３号 

日程第１５．議案第１４号 

日程第１６．議案第１５号 

日程第１７．議案第１６号 

日程第１８．議案第１７号 

日程第１９．議案第１８号 

日程第２０．議案第１９号 

日程第２１．議案第２０号 

日程第２２．議案第２１号 

日程第２３．議案第２２号 

日程第２４．議案第２３号 

日程第２５．議案第２４号 

日程第２６．議案第２５号 

○議長（福田 洋明君）  日程第２、議案第１号平成２１年度平生町一般会計補正予算から、日程第

２６、議案第２５号山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更についてまでの件

を一括議題といたします。 

 本件に関し、３月１０日の本会議において関係常任委員会に付託いたしました議案につき、委員
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長の報告を求めます。吉國茂総務厚生常任委員長。 

○総務厚生常任委員長（吉國 茂君）  それでは、総務厚生常任委員会の委員長報告を申し上げま

す。 

 平成２２年３月１０日の本会議におきまして、本委員会に付託を受けました議案第１号中歳入全

般並びに歳出のうち平生町議会委員会条例第２条の規定に基づく所管事項、繰越明許費、地方債、

以下「所管事項」と言わせていただきます。議案第２号、議案第６号、議案第７号、議案第８号中

歳入全般並びに歳出のうち平生町議会委員会条例第２条の規定に基づく所管事項、債務負担行為、

地方債、一時借入金、歳出予算の流用、これも以下｢所管事項｣と言わせていただきます。議案第

９号、議案第１１号、議案第１５号、議案第１６号、議案第１７号、議案第１８号、議案第１９号、

議案第２０号、議案第２１号、議案第２２号、議案第２３号および議案第２５号につきまして、

３月１５日、委員会室において、町長以下所管課職員の出席を得て慎重に審議いたしました。その

結果と主だった審議経過を報告させていただきます。 

 まず、採決の結果から申し上げます。議案第１号中所管事項、議案第２号、議案第６号、議案第

７号、議案第９号、議案第１１号、議案第１５号、議案第１６号、議案第１７号、議案第１８号、

議案第１９号、議案第２０号、議案第２１号、議案第２２号、議案第２３号および議案第２５号に

つきましては、すべて全会一致で承認することにいたしました。 

 議案第８号中所管事項については賛成多数で承認することにいたしました。 

 次に、それぞれの主だった審議経過を報告いたします。 

まず、議案第１号中地方債について、利率を６．５％以内としている理由は何かとの質問に対し、

６．５％以内ということで、低い利率で実際の借入れをしている。利率が高いころからは下げてい

るが、低金利が続いているので見直しをしていきたいとの説明を受けました。 

歳出については、老人福祉総務費で、「佐賀西部地区老人憩いの家排水施設整備」は、早急な対

応が必要なことから交付金を使って行われるのかとの質問に対し、トイレを和式から洋式にかえ、

水洗化するものとの説明を受けました。 

衛生費では、浄化槽設置整備事業の減額補正について、当初予算は、どのくらいの設置で見込ん

でいたのかとの質問に対して、合計３０基を見込んでいたが、実績は合計１３基であったとの説明

を受けました。 

議案第２号については、質疑はありませんでした。 

議案第６号については、質疑はありませんでした。 

議案第７号については、質疑はありませんでした。 

議案第８号中所管事項のうち歳入全般については、地方交付税について、県との協議はしている

のかとの質問に対し、県の市町課と協議し、確認のうえ予算計上しているとの説明を受けました。 
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歳出については、総務費では、法制執務相談の委託料について質問があり、地方分権・ 地方主権

の流れの中で自治体の自己決定が増加してくる状況から、町の例規にかかる法制事務のサポートと

して、新たに予算組みするものとの説明を受けました。 

徴税費では、ＡＳＰサービスなど、電子業務の増加で費用も増えるが、効果はどのようなものが

あるのかとの質問があり、地方税の電子化の推進ということで、国税との連携が始まるが、電子化

を進めることにより、事務負担の軽減や経費節減につながるとの説明を受けました。 

民生費では、地域福祉計画の策定で、第四次総合計画との整合性はどうなるのかとの質問があり、

地域福祉計画は、総合計画と策定時期をあわせたいとの説明を受けました。 

保健衛生費の環境衛生費では、庁舎に設置する太陽光発電システムの規模についての質問があり、

８．２８キロワットの出力で、本庁の電気使用料の約半月分の規模を予定しているとの説明を受け

ました。 

また、岩国空港ターミナルビルディング運営会社に対する出資金について、全体像がはっきりし

た段階で県の申し入れを受け入れるべきで、早急に出資金を出すことには賛成できないとの、反対

討論がありました。 

議案第９号については、出産育児諸費の支払手数料についての質問があり、国保連合会から病院

に直接支払いとなることから新規に計上しているとの説明を受けました。 

議案第１１号については、質疑はありませんでした。 

議案第１５号については、介護認定審査会委員の報酬についての質問があり、委員全員の研修会

が２回から１回となり減額となったとの説明を受けました。 

議案第１６号については、地域支援事業費の包括的支援事業の委託料について質問があり、平生

町社会福祉協議会に委託している。委託料は、主に専門的な職種の人件費補助になるとの説明を受

けました。 

議案第１７号については、質疑はありませんでした。 

議案第１８号については、復元理由についての質問があり、緊急行財政改革プログラムの最終年

度をひと区切りとして回復をしたいとの説明を受けました。また、賛成討論がありました。 

議案第１９号については、特例の期間を１年とした理由について質問があり、通年ベースの予算

とあわせた形で提案させていただいたとの説明を受けました。また、賛成討論がありました。 

議案第２０号については、質疑はありませんでした。 

議案第２１号については、基金の積立額と運用についての質問があり、風力発電の償却資産の

１割程度で３，０００万円程度とし、太陽光発電の設置補助に運用したいとの説明を受けました。 

議案第２２号、議案第２３号、議案第２５号については、質疑はありませんでした。 

以上が、総務厚生常任委員会での付託を受けました議案の審議結果と経過であります。本会議に
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おかれましても、本委員会の決定どおり承認いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告

を終わります。 

○議長（福田 洋明君）  柳井靖雄産業文教常任委員会委員長。 

○産業文教常任委員長（柳井 靖雄君）  産業文教常任委員会の委員長報告を申し上げます。 

 平成２２年３月１０日の本会議におきまして、本委員会に付託を受けました議案第１号及び議案

第８号中歳出のうち平生町議会委員会条例第２条の規定に基づく所管事項、以下「所管事項」と言

わせていただきます。議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第１０号、議案第１２号、議案

第１３号、議案第１４号及び議案第２４号につきまして、３月１６日、委員会室において町長以下、

所管課職員の出席を得て慎重に審議いたしました。その結果と主だった審議経過を報告させていた

だきます。 

 まず、採決の結果から申し上げます。議案第１号及び議案第８号中所管事項、議案第３号、議案

第４号、議案第５号、議案第１０号、議案第１２号、議案第１３号、議案第１４号及び議案第

２４号については、すべて全会一致で承認することにいたしました。 

 次に、それぞれの主だった審議経過を報告いたします。 

 まず、議案第１号中所管事項について、農業費では、ひらおハートピアセンター軒天井改修につ

いて質問があり、軒天井の板が老朽化していることから、板を張りかえるとの説明を受けました。 

中学校費では、普通教室棟水道管配管改修は、飲み水用の蛇口が増えることになるのかとの質問

に対し、水道管の腐食から飲用できないため、新しく水道管を引き、各階に１つずつ付けるとの説

明を受けました。 

社会教育費では、公民館費の中央公民館駐車場舗装改修は、必要性があるのかとの質問に対し、

雨のときに駐車場の中央部分に水がたまるため、排水整備、舗装等もあわせて、全体の改修を行い

たいとの説明を受けました。 

議案第３号については、質疑はありませんでした。 

議案第４号については、下水道使用料の減額補正についての質問があり、当初予算を対前年比

７％で組んでいたが、実際は４．３％であったためとの説明を受けました。 

議案第５号については、質疑はありませんでした。 

議案第８号中所管事項については、農業費では、需用に応える園芸産地構造改革推進事業につい

て、負担金と補助金があるが、どのように使われているのかとの質問に対し、この事業では、南す

おう農協が主体となり、作物別に代表市町を決め計画・ 協議、申請事務等を処理するもので、負担

金は、田布施町に支払うもの。また、補助金は、柳井市、田布施町、光市、平生町の負担金と県の

補助金をあわせて、事業主体の南すおう農協に支払うものであるとの説明を受けました。 

林業費については、有害鳥獣捕獲対策について、委託料の内訳はどうなっているのかとの質問に
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対し、イノシシ等のわな猟による捕獲に３０万円、イノシシ以外の有害鳥獣捕獲に２５万円との説

明がありました。 

港湾費については、委託料の係留管理について質問があり、小型船舶安全協会に管理を委託して

おり、係留施設の美化清掃及び維持管理、係留施設の点検等を行っているとの説明がありました。 

住宅費については、住宅管理費の修繕料の内訳について質問があり、修繕が必要な場合に、その

都度、対応するものであるとの説明を受けました。 

小学校費については、就学援助費の内容についての質問があり、準要保護世帯、要保護世帯の経

済負担を軽減するもので、２１年度実績を勘案して、１２０人分を予定しているとの説明がありま

した。 

社会教育費については、公民館費の工事請負費で、佐賀公民館の水銀灯設置は、なぜＬＥＤにし

ないのかとの質問に対し、両者のコスト比較をして水銀灯にしたが、研究していきたいとの説明が

ありました。 

公営企業費については、田布施・ 平生水道企業団に対しての負担が増える一方であるが、今後は

どうしていくのかとの質問に対し、両町で協議しており、取り組みをしていきたいとの説明があり

ました。 

議案第１０号については、衛生費の施設管理費で、水質検査業務は、年間何回行うのかとの質問

に対し、柳井広域水道企業団に委託し、水質基準の項目ごとに、その都度、行っているとの説明を

受けました。 

議案第１２号については、質疑はありませんでした。 

議案第１３号については、水産廃棄物処理事業費の土地借上料について、今後、町が買収する予

定があるのかとの質問に対し、買収は考えていないとの説明を受けました。 

議案第１４号については、漁業集落排水施設管理費の汚泥処理手数料が年々増加しているが、削

減する努力はしているのかとの質問に対し、まだ十分な調査、検討は行っておらず、今後データを

収集し、改善すべきところは改善するように努力していきたいとの説明を受けました。 

議案第２４号については、質疑はありませんでした。 

以上が、産業文教常任委員会での付託を受けました議案の審議結果と経過であります。本会議

におかれましても、本委員会の決定どおり承認いただきますようお願い申し上げまして、委員長

報告を終わります。 

○議長（福田 洋明君）  以上で委員長報告を終わります。 

 河内山宏充議員。 

○議員（１２番 河内山宏充君）  所定の要件を満たしておりますので、議案第８号平成２２年度平

生町一般会計予算に対する修正の動議をここで提出させていただきます。 
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○議長（福田 洋明君）  ここで暫時休憩いたします。委員会室で全員協議会を行います。全員協議

会が終了次第、再開いたします。 

午前１０時１８分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前１０時２６分再開 

○議長（福田 洋明君）  再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．議案第８号（修正動議） 

○議長（福田 洋明君）  ただいま河内山議員から議案第８号平成２２年度平生町一般会計予算に対

する修正動議が提出されました。この動議は賛成者がありますので成立しました。 

 議案第８号平成２２年度平生町一般会計予算に対する修正動議を日程に追加し、追加日程第１と

して議題にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。よって、この動議を日程に追加し、追加日程第

１として議題とすることに決しました。 

 追加日程第１、議案第８号平成２２年度平生町一般会計予算に対する修正動議の件を議題といた

します。提出者から提案理由の説明を求めます。河内山宏充議員。 

○議員（１２番 河内山 宏充君）  それでは、このたびの修正案は、平成２２年度予算歳出総務

費の総務管理費岩国空港ターミナルビルディング運営会社出資債４００万円を減額し、平成２２年

度平生町一般会計予算歳入歳出総額をそれぞれ４７億４，５４０万円に減額をしようとするもので

あります。それでは、審議を通じ、修正案を提出する根拠を申し上げます。本年２月１日に国にお

いて予算化がなされたとの説明がなされましたが、国、県が主体の事業とはいえ、全体像が何も示

されていない状況での第三セクターへの出資、設立であること。平成１２年に地元周辺自治体で構

成、組織化された空港期成同盟会は、平成１７年からは４年の間、会議は開かれてはいないことな

どがあります。以上、ターミナルビル会社設立のための負担金としての出資予算ということではあ

りますが、早急に第三セクターを通じ、ターミナルビル運営会社を設立し事業を進めようとするに

は具体性が、具体策が示されておらず、新年度当初予算として計上するには合理性がないものと思

います。また岩国空港は現在の状況をまた今後の軍・民間併用の空港であることを考えると、国策

レベルの懸案事項の影響が今後推測をされております。地元市の意向を十分踏まえた上でのかつ慎

重な姿勢が、今この岩国民間空港の再開問題には求められているものと判断をいたします。以上の

理由から平成２２年度一般会計予算として原案に賛成する立場にないため修正案を提出するもので

ございます。議会議員の皆様方におかれましては、どうぞ適切なる御判断をいただきまして慎重な
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る御判断をいただきますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。 

○議長（福田 洋明君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより委員長の報告並びに修正の動議に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論に入ります。原案の賛成者、次に原案及び修正案の反対者、原案賛成者、修正案賛

成者という交互の討論になります。 

 まず、原案に対する賛成討論の発言を許します。平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  平成２２年度の一般会計当初予算につきましての討論を、賛成の

立場ではありますが、幾つか私の今後の議会活動上、申し上げておきたいこともございますから、

それも含めましてお話を、討論をいたしたいと思います。 

 今度編成された予算につきましては、柳井広域圏での合併協議が不調に終わりまして、単独の町

政を強いられてきたと、この間、本当に平生町はやっていけるのかと、いろんなことを言われなが

ら、この間、いろいろな努力をしてきまして、今年は、今度の予算はそういう意味では１部を除い

て総仕上げ、今までのことをきっぱりと掃除ができたと、こういう予算編成になっておりまして、

この点では大変高く評価をするものであります。 

 この時期にある意味では追い風になったのは、国の政権交代で地方に対する財政支援が強化され

たと、こういう側面もあるかとは思いますが、いずれにせよ、この問題に長く携わってきた一人と

して、感慨深い予算だと思います。基本的にはそういう考えを持っておりますし、これは皆さんも

同感のところだろうと思います。 

 しかし、どうしても申し上げておきたいことがあります。最初申しましたように、私の今後の議

員活動上のテーマですが、岩国空港の出資金、ビルディングの出資金です。これは後、動議が出さ

れておりますから、私は賛成者になっておりますから、そのときに中身の理由の討論をいたしたい

と思いますが、これは待つべきだというのが私の、もっと待ってほしいというのが一つと、もう一

つ申し上げておきたいことは、あれだけ合併協議からいろいろ議論をして今日まで来たわけですが、

若干町長等の給与に見られるように、しっぽを引きずっておる側面がございます。これも本来なら

今回払拭をしてほしかったんですが、こういう点で若干は不満を持っております。 

 基本的には私は賛成すべきものだと思いますし、皆さんも同感のことだろうと思いますので、私

の賛成の立場からの討論を終わりたいと思います。 

○議長（福田 洋明君）  次に、原案及び修正案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  反対討論なしと認めます。 
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 次に、原案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  賛成討論なしと認めます。 

 次に、修正案に対する賛成討論の発言を許します。平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  修正案に対する賛成の討論をいたします。 

 当初予算の賛成討論の中で若干申しましたが、私はこの予算は急いでやるべき、執行すべきもの

ではないというのが基本的な立場なんです。その理由を幾つか申し上げたいと思いますが、まずそ

れより先に、修正案に添付しております予算書の組み替えを皆様方、お手数を煩わせておりますが、

大変な項目にわたって修正がございます。これは、この財源が起債によるために生じた問題でござ

います。 

 私は一番願うのは、これが一般財源であれば予備費に、名札をつけてでもいいですから、予備費

に回して組み替えておくと、これぐらいの措置はできたいと、いいんではないかというぐあいに思

っておったんですが、起債でありますから、どうしてもこういうぐあいに減額をするという措置に

ならざるを得ないという、若干皆様方のお手数を煩わせますが、この点を説明をしておきたいと思

います。 

 まず第１に、この提案の理由は、私は地方公共団体がその政策を意思決定をするのに、周りの市

町村からいろいろ言うべきではないというのは、ずっと今まで一貫してきた考えでございます。 

 しかし、今回は岩国市の基地の再編問題に関連をした空港の、軍民共用の民間空港の再開という

前提であることを多くの報道で知っております。したがって、岩国市の市民が本当に再編を受け入

れて、空港も受け入れるという正確な意思表示をされておるのかどうか、私はまだ疑問に思ってお

ります。 

 市民の政策が本当にこの道でいいということになっておれば、私はそれでいいわけですが、岩国

市が中心になってやられればいいことだとも思います。その民意が正確に決定されてない段階で、

よその、空港、軍の再編成に関しない自治体からあれをやれ、これをやれという方向で政策決定に

口を出すこと自身は余りいいことではないと、このように思っておりますから、岩国市を中心とし

て米軍の再編の関係自治体の意思がしっかりと決まった時点で、この政策は実行されるべきだとい

うのが、私の持論でございます。 

 そういう意味からも、この予算の執行についてはもっと待つべきだと、そういうことで予備費に

充当、回したい気持ちでございましたが、会計の仕組み上、減額をせざるを得ないと、こういうこ

とが原因でございます。 

 それともう一つ、政策の意思決定過程ですが、国、県の上からの政策の押しつけというように私

は今回も受け取っております。例えば極端なのは、財源に見られますように、今いろいろ地方公共
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団体の財政運営が自由になったとはいえ、起債についてはいろんな制限があって、国や県の指導が

あります。今回も起債でこの財源は賄うわけですが、国、県の財源対策も含めた政策誘導だと思い

ますが、これは地方公共団体として、町長の立場としてはやむを得ないという気持ちもわからない

わけではないですが、私はもっと地方が自分で考える時代であってほしいと思いますから、この理

由も一つございます。 

 以上、この修正動議についての私の賛成討論でございます。私どもの意を十分に御理解いただい

て、皆様方の賛同をよろしくお願いをいたします。 

○議長（福田 洋明君）  次に、原案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  賛成討論なしと認めます。 

 次に、原案及び修正案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  反対討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

 これより採決に入りますが、分割して採決をいたします。 

 まず、議案第１号平成２１年度平生町一般会計補正予算の件を起立により採決いたします。 

 議案第１号の件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告のとおり決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、議案第１号の件は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第２号平成２１年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算の件を起立により

採決いたします。 

 議案第２号の件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告のとおり決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、議案第２号の件は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第３号平成２１年度平生町簡易水道事業特別会計補正予算から、議案第６号平成

２１年度平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算までの件を一括起立により採決いたします。 

 議案第３号から議案第６号までの件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、議案第３号から議案第６号までの件は原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号平成２１年度平生町後期高齢者医療事業特別会計補正予算の件を起立により採

決いたします。 

 議案第７号の件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告のとおり決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立多数であります。よって、議案第７号の件は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第８号平成２２年度平生町一般会計予算の採決に入ります。 

 まず、本案に対する河内山宏充議員外１名から提出された修正案について、起立により採決いた

します。 

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立少数であります。よって、修正案は否決されました。 

 次に、議案第８号平成２２年度平生町一般会計予算の件を起立により採決いたします。 

 議案第８号の件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告のとおり決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立多数であります。よって、議案第８号の件は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第９号平成２２年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計予算の件を起立により採決

いたします。 

 議案第９号の件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告のとおり決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、議案第９号の件は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第１０号平成２２年度平生町簡易水道事業特別会計予算から、議案第１６号平成

２２年度平生町介護保険事業勘定特別会計予算までの件を一括起立により採決いたします。 

 議案第１０号から議案第１６号までの件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告
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のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、議案第１０号から議案第１６号までの件は

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１７号平成２２年度平生町後期高齢者医療事業特別会計予算の件を起立により採決

いたします。 

 議案第１７号の件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立多数であります。よって、議案第１７号の件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第１８号平生町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の件を起立によ

り採決いたします。 

 議案第１８号の件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、議案第１８号の件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第１９号町長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例の件を起立により採

決いたします。 

 議案第１９号の件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立多数であります。よって、議案第１９号の件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第２０号平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を起立により採決いた

します。 

 議案第２０号の件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、議案第２０号の件は原案のとおり可決され

ました。 
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 次に、議案第２１号平生町地球温暖化対策推進基金条例及び議案第２２号平生町立児童福祉施設

条例の一部を改正する条例の件を一括起立により採決いたします。 

 議案第２１号及び議案第２２号の件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、議案第２１号及び議案第２２号の件は原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第２３号平生町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の件を起立により

採決いたします。 

 議案第２３号の件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立多数であります。よって、議案第２３号の件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第２４号平生町営住宅条例の一部を改正する条例の件を起立により採決いたします。 

 議案第２４号の件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、議案第２４号の件は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第２５号山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更についての件を

起立により採決いたします。 

 議案第２５号の件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、議案第２５号の件は原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．同意第１号 

○議長（福田 洋明君）  日程第２７、同意第１号平生町固定資産評価審査委員会委員の選任につい

ての件を議題といたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。山田町長。 
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○町長（山田 健一君）  ただいまは予算１７件、条例７件、事件１件につきまして御議決を賜りま

して誠にありがとうございました。新年度は、第三次平生町総合計画の最終年となります。計画の

検証を着実に行うことはもちろんでありますが、目指すべき町の将来像を次期計画へ着実につなげ

ていくことができるように、予算編成のテーマを、将来を見据えた住みよさを実感できるまちづく

りとし、節目の年として、その執行に取り組んでまいりたいと存じます。議員の皆様におかれまし

ても、どうかよろしく御指導賜りますようお願いを申し上げます。 

それでは議事日程に沿いまして同意第１号平生町固定資産評価審査委員会委員の選任について御

説明申し上げます。固定資産評価審査委員会委員は、固定資産課税台帳に登載された事項に関する

不服申し立てを、町とは独立した中立的、専門的な立場から審査決定するという重要な任務がござ

います。本町の場合、御承知のとおり、長迫の松田宏治さん、尾国の銭廣英男さん、そして喜多の

久保徳行さんの３名の方を御選任をいただいておりますが、そのうち、久保德行さんの任期が３月

２２日で満了となります。久保さんは平成１９年から３年間にわたりお務めをいただいております

が、まだお若く、引き続いての御活躍を賜りたいと存じますので、再度選任をいたしたいと存じま

す。久保さんの略歴は別紙として添付させていただいておりますが、山口県信用農業協同組合連合

会に３４年間勤務され、金融関係あるいは総務関係を歴任され、退職された後はひらお特産品セン

ターにおいて販売マネージャーとして御活躍をいただいているところであります。税務関係にも精

通をされた方でありまして適任者であると判断をいたし、地方税法第４２３条第３項の規定により

まして、町議会の御同意をお願いするものであります。 

以上で、同意第１号平生町固定資産評価審査委員会委員の選任についての説明を終わらさせてい

ただきましたが、説明不足の点につきましては、皆様方の御質問によりまして、私並びに説明出席

者よりお答えを申し上げたいと存じますので、よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げま

す。 

○議長（福田 洋明君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより提出議案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。本案について討論を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。よって、本案については討論を省略することに決

しました。 

 これより同意第１号平生町固定資産評価審査委員会委員の選任についての件を起立により採決い

たします。 
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 本案は原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 ここで暫時休憩いたします。午前１１時１０分から再開いたします。 

午前１０時５６分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前１１時１０分再開 

○議長（福田 洋明君）  再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．議員提出議案第１号 

○議長（福田 洋明君）  日程第２８、議員提出議案第１号平生町議会議員の議員報酬の特例に関す

る条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。河内山宏充議員。 

○議員（１２番 河内山 宏充君）  それでは、提案いたしております議員提出議案第１号平生町

議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例の件につきまして説明を申し上げま

す。 

  このたびの条例の改正案、一部改正については、現下の状況を考えると引き続き議会みずから

が積極的に取り組む必要があるのではないか、最低限の引き続き減額の措置が必要なんではないか

ということで所定の賛同者らをもとに提案させていただきましたものでございます。なお本文中、

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日を平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日に

改めるものでございます。引き続き報酬月額から１００分の５を乗じた額を減じた額が標準報酬月

額となるものでございます。議員各位におかれましては適切なる御判断をいただきまして御採決い

ただきますようにお願い申し上げまして提案理由の説明といたします。 

○議長（福田 洋明君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、提出議案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。大井哲也議員。 

○議員（２番 大井 哲也君）  この案件は、全協で協議して、議長にげたを預けた感じになっとる

思うんですよ。その報告も得んと今これやったら、ちょっと順番が違うと思うんですよ。その点、

これ判断理由の大きな材料の一つだと思いますし、その点どうお考えかちょっとお伺いしたいんで

すが。 

○議長（福田 洋明君）  河内山宏充議員。 

○議員（１２番 河内山宏充君）  ただいま大井議員のほうから、全協で協議したわけだが、議長の

報告を得んとやることに対しての御質疑をいただいたと思うんですけれども、地方自治法上、全協
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という場が最近、議会の組織として機能されたわけですけれども、全協と議会というのは、あくま

でも組織上違いますので、ただいま議会で私と賛同者のもとに提案をしたというのは、議会議員と

しての最低限のルールを守ってやったということでございますので、どうぞその趣旨を御理解いた

だきますようにお願いをいたします。 

○議長（福田 洋明君）  大井哲也議員。 

○議員（２番 大井 哲也君）  先ほども申したとおり、大きな判断材料の一つになると思うんです

よ。それを逃して本当によろしいんでしょうか。 

○議長（福田 洋明君）  河内山宏充議員。 

○議員（１２番 河内山宏充君）  大井議員のほうから大きな判断材料というふうに申されられたと

思うんですけれども、そのことに関しては全協であろうと議会であろうと、私は同じスタンスで、

また賛同者の方も同じスタンスでずっとやってこられてたと思います。ですから、最初の判断の場

に私たちは所定の手続のもとに上程をさせていただいたということで御理解をいただければと思い

ます。 

○議長（福田 洋明君）  吉國茂議員。 

○議員（１０番 吉國  茂君）  全協の場でこの話が出まして、私はもともと議会議員として本来

なら一番ベストは議会に専念できた、生活ができる給与体系、報酬体系が必要である。議員は必要

であるんではないかという基本的な考え方を持っております。 

 ただ、そのときに私は河内山議員が提出しております、一部この条例に賛成する意見としては、

今の時期にスケジュール的に今の時期に上げる、景気が悪いとか世間一般の景気が悪いとか、住民

からいろいろなものを切っておる段階で上げるということに対して、私はもともともっと報酬はあ

ってもいいけど、今のタイミングで上げるということに対して反対したもんであります。ではあり

ますが、今、最終日になってなぜこの場で出さなければいけなかったのかをお願いします。 

○議長（福田 洋明君）  河内山宏充議員。 

○議員（１２番 河内山宏充君）  吉國議員さんのほうから、なぜこの場で出さなくてはならなかっ

たのかという御質問、その前段でも議会議員で本来の報酬に対する御主張がございました。私自身

も吉國議員さんと同様、本来の報酬に対する認識、高いか安いか、何をもってするか、いろんなこ

とを考える場を持たなくちゃいけないんじゃないか。そういう面では、吉國議員さんと御一緒の立

場だろうと思います。 

 それでは、もともとなぜこの場でこういう条例、議員提出議案として出さなきゃいけなかったの

かというのは、これは手続的な問題がございます。まず、全協という先ほど大井議員さんのほうか

らもございましたけれども、全協の場でお話が進んで確かにおりました。その後にどうのこうのと

いう話はありましたが、そのことはさておきまして、この提出案を作成する条例案として、条例に
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のっとった手続の問題の不備で、実は一昨日という手順になりました。改行からそのような文言ま

で、条例の文等がございますので、私が何回も印鑑等をもらって歩いたという経緯がございますの

で、たまたま一昨日ですか、正式には。ただ、そのほうも文章がちょっと不手際がございまして、

正式にはきのうということになりました。以上でございます。 

○議長（福田 洋明君）  吉國茂議員。 

○議員（１０番 吉國  茂君）  議会が始まる前に全協もあっとるんですよ。しかも委員会で、総

務委員会で議会費を組んで出てきとるんですよ、この分は。それに対する質疑はありませんかと私

は申し上げたと思うんですよ。その中では何もなかったんですよ。 

 この中で反対討論を河内山議員はされましたが、一般予算の中で反対討論はされましたが、普天

間の航空機の問題で反対討論された。片方では予算を成立したものを組んできて、それに対する反

対討論はなしで、しかも全協でみんなの総意であれば、河内山議員は副議長という立場であります。

その立場でありながら、こういった極端には最終日に出してくるという、もっと協議するべき立場

であるんではないかという、その辺が私はなぜ今になったかということであります。 

 それと予算との関係はどうなったのか。議会費に対して委員会での質問はどうだったのか。議会

費に対して質問するのは執行部側でありますが、河内山議員はほかの委員会でも議員さんの意見を

ということが出てました、ほかの質問の中で。それだったら、何でここでこういう形で出さなきゃ

いけなかったのかと。 

 私は、今まで河内山議員さんが議員の定員削減とかいう面で私は同じ立場で、協議なしに動議じ

ゃないですが、最終日ですから。ほぼ動議と一緒のような感じで出されることに対して、タイミン

グがないんであれば私は文句言いませんが、そのチャンスは随分あったはずなんですよ。それでな

ぜ今やられるかというのが、私は疑問なんですよ。その点はどうですか。 

○議長（福田 洋明君）  河内山宏充議員。 

○議員（１２番 河内山宏充君）  吉國議員さんのほうからたびたび御質問いただいて、なぜ今この

場か。それと委員会での私の個人的なスタンスについてのお話をお尋ねであろうと思います。 

 まず、委員会でのスタンスですけれども、今御指摘をいただけるまで、ちょっと私の認識が甘か

ったなということで、今後の大変私の肝に銘じての今後の活動に当てさせていただければ。と申し

ますのも、実は飛んでおりました。飛んでおりましたというあれが悪いかもしれませんけど、全協

で今まで全協の経緯をお話しますと、全協までのお話の中で言われてたのは、私ともうお二人、た

しか削減を引き続きの削減、減額をしようというような御意見があったと思います。それから随分

と私なりに考えて、お電話もいろいろとしたりして、手順的にはこの要件を満たす賛同者をいただ

いたのは一昨日でございました。お話して、私一人なんだけれどもどうだろうかということで、実

はその方もそれはそう思うということで御意見をいただいて、もう一人の方はいろいろあってお電
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話をいただいたわけですけれども、その辺のところは私の評価の範囲の中で批判されるべきは批判

されるべき立場だろうということは、素直に私への指摘ということで謙虚に受けとめさせていただ

きます。 

 全体を通じて議員として見るというスタンスが改めて必要であるんじゃないかという御指摘の御

意見だと思います。今後も精進に努めてまいりたいと思いますが、何せ最初から私自身も、この減

額の案については幅についてはいろいろ議論がございます。私も最低限の議論として、私が

１００分の５という乗じた額を減ずるということで、最終的に判断をしたというふうに御理解をい

ただければと思います。以上です。 

○議長（福田 洋明君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  議員提出議案に対する反対の討論をいたします。 

 当初予算等のときにも申しましたように、私どもは合併の協議が不調に終わって以降、いろんな

努力をしてまいりました。特に、その中でも議員定数の問題がございまして、議員定数はそれぞれ

の選挙でないとなかなか減せないという理由もありまして、前の定数のときに議員報酬の削減をし

ようという方向で、その努力の一環としてやってまいりました。 

 ところが、この間選挙がございまして、議員定数を減してまいりました。そのときにもとに戻し

ておくのが一番よかったわけですが、いろんな状況で今日まで続いてきたという経緯がございます。 

 したがって、これをどうするかという議論を議会として協議をしてまいりました。議会全体とし

ての一つの合意点は、先ほど質問にもございましたように、一応、特例条例の性質をやめるという

方向で議長に一任をするという結論だったと思います。 

 もし、それ以降に今条例の提案のような定数移行があれば、全体で議論をしてその中で１２人の

議員ですから協議をして決めるべきものだと思います。確かに議員は賛同者を整えれば提出する権

利はございます。しかし、こういう議会の自律に関する問題について、全体の協議を抜きにして議

員提案をするということ自身、私は似合わないというんじゃなくて、やるべき手段ではないと思い

ます。ましてや先ほど申しましたように、議員全員の一体の方向としては出ておったわけですから、

それを覆す努力もしないまま、こういう議案を提案すべきではないと思います。 

 一つつけ加えておきたいことがございます。この議案を提案をする要件、動機として、町長等の

給与の特例条例の問題は、提案を執行部から全員協議会でされました。これ一つの要因に、今まで

の議会で協議してきた内容を変更する一つのきっかけになる機会がございましたが、その際の努力

はされておりませんし、これは特例等の条例は今回は契機になったとはいえ、十分な議論を踏んだ
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上の提案が妥当な道だと思います。そういう点では、むしろこの場で議員提案という形は、質問も

出ておりましたように、やってはならないことではないかと思います。以上から、この条例案は否

決すべきものだと思いますので、皆さんの賛成をお願いをいたします。 

○議長（福田 洋明君）  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  反対討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議員提出議案第１号平生町議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正する

条例の件を起立により採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立少数であります。よって、本案は否決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．常任委員会の閉会中の所管事務等の調査 

○議長（福田 洋明君）  日程第２９、常任委員会の閉会中の所管事務等の調査の件を議題といたし

ます。 

 会議規則第６７条第１項の規定により、総務厚生常任委員長及び産業文教常任委員長から、お手

元に配布の文書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。総務厚生常任委員長及び産業文教常任委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。したがいまして、申し出のとおり閉会中の継続調

査とすることに決しました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

午前１１時３０分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前１１時３２分再開 

○議長（福田 洋明君）  再開いたします。 

 ただいま町長から、議案第２６号平成２１年度平生町一般会計補正予算、議案第２７号平成

２１年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防波堤整備工事の工事請負契約の締結について

（変更）、議案第２８号平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）建築主体工事の工事請負
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契約の締結について（変更）、議案第２９号平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）機械

設備工事の工事請負契約の締結について（変更）、議案第３０号平成２１年度平生小学校普通教室

棟（第１校舎）電気設備工事の工事請負契約の締結について（変更）、議案第３１号平成２１年度

平生中学校屋内運動場耐震改修工事の工事請負契約の締結について（変更）の以上６件が追加提出

されました。これを日程に追加し、追加日程第２、追加日程第３、追加日程第４、追加日程第５、

追加日程第６、追加日程第７として、それぞれ日程に追加し、議題にいたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。よって、議案第２６号を日程に追加し、追加日程

第２、議案第２７号を日程に追加し、追加日程第３、議案第２８号を日程に追加し、追加日程第４、

議案第２９号を日程に追加し、追加日程第５、議案第３０号を日程に追加し、追加日程第６、議案

第３１号を日程に追加し、追加日程第７として議題とすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第２．議案第２６号 

追加日程第３．議案第２７号 

追加日程第４．議案第２８号 

追加日程第５．議案第２９号 

追加日程第６．議案第３０号 

追加日程第７．議案第３１号 

○議長（福田 洋明君）  追加日程第２、議案第２６号平成２１年度平生町一般会計補正予算から追

加日程第７、議案第３１号平成２１年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事の工事請負契約の締結

について（変更）までの件を一括議題といたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。山田町長。 

○町長（山田 健一君）  先ほど御提案申し上げました平生町固定資産評価審査委員会委員の選任に

つきましては、御同意を賜りまして誠にありがとうございました。また、ただ今は追加日程の御

承認を賜りありがとうございます。 

それでは上程させていただきます議案につきまして順を追って御説明申し上げます。 

 まず、議案第２６号平成２１年度平生町一般会計補正予算であります。補正額といたしまして、

１，６００万円追加いたしまして、予算総額は６１億７５０万２，０００円となるものでありま

す。このたびの補正は、国の第２次補正によって創設されました、地域活性化・きめ細かな臨時

交付金の、第２次交付として、１，４１０万５，０００円の追加配分がなされたことによります、

交付金事業の追加補正であります。 
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なお、この追加交付金の使途といたしましては、第１次交付で示された配分額により地域活性

化・きめ細かな臨時交付金実施計画書を国に提出しておりますが、その実施計画に計上している

事業の拡充に限定をされております。 

 歳出より御説明申し上げます。８ページの土地改良費では、単独水路整備事業の追加、道路橋

梁新設改良費では、町道路肩整備・側溝改良事業の追加、河川維持改良費では、老朽護岸改修事

業の追加をそれぞれ、お願いするものであります。 

 前に戻りまして、歳入でございますが、７ページの総務費国庫補助金では、地域活性化・きめ

細かな臨時交付金の第２次交付限度額の配分額といたしまして、１，４１０万５，０００円を追

加するものでございます。これによりまして、総額は８，２８５万８，０００円になるものであ

ります。財政基金繰入金につきましては、交付金事業の一般財源充当分でございます。 

４ページ、第２表の繰越明許費補正につきましては、地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業

の追加することに伴い補正をいたすもので、翌年度に繰り越しまして、事業実施するものであり

ます。 

以上で、議案第２６号平成２１年度一般会計補正予算の説明を終わらさせていただきます。 

次に、工事請負契約の変更についての議案を説明させていただきます。いずれの議案につきまし

ても、先に繰越明許費として御議決をいただいたものであります。 

それでは、議案第２７号平成２１年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防波堤整備工事

の工事請負契約の変更について御説明申し上げます。本工事請負契約の変更につきましては、平成

２２年２月２６日に御議決をいただき、３月１日に契約を締結をいたしました平成２１年度佐賀漁

港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防波堤整備工事請負契約に係る完成期日の変更をいたすもので

あります。変更の主な理由といたしましては、設計業務において、水産庁及び県との協議に不測の

日数を要し、工事発注が遅れたことによるもので、完成期日を平成２２年３月２６日から平成

２２年８月３１日に変更するものであります。 

続きまして、議案第２８号平成２１年度平生小学校普通教室棟建築主体工事請負契約の変更につ

いてから議案第３１号平成２１年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事請負契約の変更についてま

で一括して御説明申し上げます。当該４議案に係る工事請負契約の変更につきましても、平成

２２年２月２６日に御議決をいただき、３月１日に契約を締結いたしました各工事の工事請負契約

に係る完成期日の変更をいたすものであります。 

当該４工事につきましては、昨年の国の１次補正に伴いまして、急遽対応をいたしたことにより、

学校行事との調整、代替施設の利用等の関係で、工事発注が遅れ、工期の変更を余儀なくされてい

るものでありまして、完成期日を、平生小学校普通教室棟関連３工事につきましては、平成２２年

３月２６日から平成２３年２月１０日に、平生中学校屋内運動場耐震改修工事につきましては、平
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成２２年３月２６日から平成２３年２月２５日に変更いたすものであります。 

以上をもちまして、提案理由説明を終わらさせていただきますが、説明不足の点につきましては、

皆様方の御質問によりまして、私並びに説明出席者によりお答えをいたしたいと存じますので、よ

ろしく御審議を賜り、御議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（福田 洋明君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、提出議案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。藤村政嗣議員。 

○議員（７番 藤村 政嗣君）  補正予算が提出されましたが、若干お尋ねをしたいと思います。 

 本件につきましては、繰越明許で実施されるということでございますけれども、国庫予算につき

ましての理由が、普通の繰越明許期間を通り越して単年度を越えて入ってくるというような格好に

なると思いますが、この辺についての国の活性化予算、きめ細かな臨時交付金がいつごろ入るのか。

通常、繰り越しで行くと、出納閉鎖後に入ってくるということになりますが、推計すると来年の出

納閉鎖後に入るということになれば、大変予算的にも逼迫するような感じになりますが、この辺に

ついてお伺いしたいと思います。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  角田総合政策課長が答弁いたします。 

○議長（福田 洋明君）  角田総合政策課長。 

○総合政策課長（角田 光弘君）  それでは、お答えいたしたいと思います。御質問の地域活性化・

きめ細かな臨時交付金についてでございます。このたびの補正で計上いたしまして、繰越明許を行

いまして、２２年度におきまして完成をするものでございます。この臨時交付金の歳入でございま

すが、２２年度末に交付申請をいたしまして、国のほうから歳入となる予定となっております。以

上でございます。 

○議長（福田 洋明君）  藤村政嗣議員。 

○議員（７番 藤村 政嗣君）  ２２年末ということになれば、２３年の４月以降ということになる

わけでございますが、出納閉鎖から申しますとですね。そうすると２２年度の借入金の最高額８億

円ということでございますが、これで足るんでしょうかね。これを１,６００万円をそのまま抱い

てですね、いくということになれば、よろしゅうございますか、８億円で。 

○議長（福田 洋明君）  角田総合政策課長。 

○総合政策課長（角田 光弘君）  御質問の臨時交付金を初め繰越事業にかかっております歳入が

２２年度末になるということになれば、その２２年度中の歳計現金に不足を来たすのではないかと

いうことだと思います。一応すべての事業が完成した段階で、この臨時交付金につきましては交付

を受けることになっておりますが、中途におきましては、当然２２年度予算と繰越事業を合わせま

すと、金額的に多くなりますので、会計管理者のほうにおきまして、そのあたりの歳入を十分検討
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された上で、適切な対応をされると思っております。以上です。 

○議長（福田 洋明君）  ほかに質疑はありませんか。平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  工事請負契約の締結の日付を見ましたら、繰越明許費は今の質問

もあわせてですが、確実に出納閉鎖を越えるという日付になってますね、今までは大体出納閉鎖が

あって、その決算に間に合っておったわけですが、これは２１年度の決算年度内を越えた数字にな

ってきますが、二つ、この数字が２１年度の予算と決算の関係上、どういうぐあいになっていくの

かが一つ。それと、繰越明許費のこれから先の使途について、議会の関与をどのように担保してい

くかという大事な問題が残っていきますが、これについてどういう考えを持っておられるか、お聞

きをしたいと思います。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  最初のこれからどういうふうな動きをしていくのかということと、議会の

関与の部分、両方これ関係すると思いますが、繰越明許で議会の御承認をいただいてこの執行に入

っていきますけれども、ついては今回、今までは大体おっしゃるように、出納閉鎖までに大体皆執

行するということになるわけですが、今回特に異例中の異例だというふうに思いますし、大きな工

事がございます。したがって、これは当然これから議会それぞれ委員会等もございますけれども、

それを通じて進捗状況等についても報告をしながら対応していくということになろうかと思います。 

○議長（福田 洋明君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 

 これより採決に入りますが、分割して採決いたしたいと思います。 

 まず、議案第２６号平成２１年度平生町一般会計補正予算の件を起立により採決いたします。本

案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、議案第２６号の件は原案のとおり可決され

ました。 
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 次に、議案第２７号平成２１年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防波堤整備工事請負

契約の締結について（変更）の件から、議案第３０号平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校

舎）電気設備工事の工事請負契約の締結について（変更）までの件を一括起立により採決いたしま

す。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、議案第２７号から議案第３０号までの件は、

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３１号平成２１年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事の工事請負契約の締結につ

いて（変更）の件を起立により採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、議案第３１号の件は原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（福田 洋明君）  以上をもって、本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしま

した。これにて、平成２２年第２回平生町議会定例会を閉会いたします。 

午前１１時５０分閉会 

────────────────────────────── 
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